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第１章 計画の基本事項 

 

１．年次報告書について 

環境基本計画は、小山町環境基本条例に定める基本理念の実現に向けて、同条例第８

条で定める「町長は、環境施策を総合的かつ計画的に推進するための基本的な計画を定

めなければならない。」の規定に基づき策定しました。 

この基本計画は、【豊かな自然と快適な生活空間】【きれいな水と空気、安全な生活環

境】【循環型の社会】【自ら学び・考え・行動する町民】の４つの柱を「めざす環境像」

とし平成３５年度までに実現しようとするものです。進捗状況については毎年度確認す

るとともに、新たな環境の変化を踏まえ、5 年を目途に中間見直しを行うこととしてい

ます。 

さらに、環境の保全と創造への取り組みが、町、町民、事業者及び滞在者等が一体と

なって計画的に推進されるよう各主体の役割を体系化し、各主体が相互に連携を図りな

がら「めざす環境像」の実現に向けて取り組まれることを期待しています。 

   この平成２９年度の年次報告書は基本計画策定後の環境に関わる状況と、これまでの

取り組み状況をまとめたものです。 

 

２．計画の推進 

基本計画で掲げる各種施策については、町の他の計画や施策との整合性を図りながら

具体的な取り組みとその取り組み時期について４つに区分けして推進することとしてい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

  



2 

第２章 環境行政の概要 

 

１．環境行政の機構       

平成３０年 4 月１日現在における環境・公害行政機構の概要     

         

 町長       

          

 副町長       

          

 住民福祉部  静岡県     

     くらし・環境部環境局 

 
くらし安全課 

  環境衛生科学研究所 

  警察署 
     東部健康福祉センター    
     御殿場健康福祉センター     
 くらし安全班            
    静岡県東部５市４町地下水汚染防止対策協議会  

    酒匂川水系保全協議会    

    小山町環境衛生自治推進協議会   

    小山町環境審議会    

    小山町環境基本計画推進会議   

   小山町廃棄物減量等推進審議会   
         

 

 

 

２．くらし安全課くらし安全班（環境関連）の主な仕事 

１）環境保全に関する施策の企画・立案に関すること  

２）環境基本条例、環境基本計画の推進に関すること  

３）環境審議会・環境基本計画推進会議に関すること  

４）大気汚染、水質汚濁、騒音、振動、悪臭、土壌汚染に係る行政指導及び相談・苦情へ

の対応に関すること 

５）環境監視に関すること 

６）一般廃棄物処理等に関すること 

７）一般廃棄物最終処分場の管理等に関すること  

８）自然保護に関すること 

９）環境保全の普及及び啓発に関すること 

10）環境教育の推進に関すること 

11）環境保全団体との連絡調整に関すること 

12）飼犬猫適正飼育に関すること 
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３ 環境行政系統図 

平成３０年 4 月１日現在における環境保全及び公害対策等分掌の系統 

                               企画総務部 町長戦略課 地下水保全 
   

    

    総務課 公共施設の管理 

      

   住民福祉部 健康増進課 食育 

     

  技監 くらし安全課 公害の防止指導、環境の監視 

      公害の苦情処理、環境教育 
 副町長    環境基本条例、環境基本計画 

     

町  長    建設課 道路・河川等の監視及び維持管理 
      道路・河川工事 
 副町長      

      農林課 鳥獣保護、有害鳥獣駆除 
       農業用水、農作物地産地消、農業体験 
        森林整備、森林保全 
         

      商工観光課 登山者マナーの啓発 
    経済建設部    

     上下水道課 水道施設の維持管理、水質試験その他衛生  

     管理 

     公共下水道の維持管理、須走浄化センター 

     （下水処理施設）維持管理 

     上下水道工事 

      

    未来拠点課 工場適正立地 

       

    おやまで暮らそう課 太陽光、太陽熱利用補助 

   未来創造部  合併浄化槽設置補助 

    あ  

    都市整備課 土地利用、開発行為、都市計画、都市景観  

     都市計画道路、市街地再開発、 

     建築確認申請、建築行政、建築相談 
    あ  

教育委員会 教育長 教育次長 こども育成課 小中学校、幼稚園・保育園・こども園の 

      維持管理、環境教育 
       

    生涯学習課 環境・生涯学習 
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第３章 環境の現状 

 

１．小山町の環境の現状 

1-1  立地環境 

(1) 位置 

小山町は静岡県の北東端に位置し、東を神奈川県に、北西を山梨県に接している県境の

町です。行政区域は、東西 26.04km、南北 13.33km にわたり、全体の面積は 135.74

ｋ㎡ であり、県内では１４番目に広い町です。(平成３０年３月現在)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

位置・面積・標高 

項 目 具体的な内容  備  考 

位 置 東経 138°59′ 北緯  35°21′ 役場本庁舎の位置  

面 積 135.74 平方キロメートル  

標 高 266.0 メートル 役場本庁舎の位置  

面 積 全  体 135.74k ㎡ 

小山地区  28.02k ㎡ 

足柄地区  20.14k ㎡ 

北郷地区  45.34k ㎡ 

須走地区  42.24k ㎡ 

 

標高 266m（本庁） 

標高 331m（支所） 

標高 442m（支所） 

標高 786m（支所） 

出典：「小山町の統計 平成２９年度版」  

※面積については、一部境界未定等があり確定値ではない。  
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(2) 人口・世帯数 

小山町の人口は、平成 2７年 10 月 1 日現在で 19,497 人、世帯数は 6,431 世帯で

す。 

町の人口と世帯数の推移は、人口、世帯数とも昭和 40 年から減少傾向にあります。 

１世帯あたりの人員数は、昭和 40 年の 5.１人から平成 27 年の 3.0 人と減少傾向にあ

り、小家族化・核家族化の傾向がみられます。 

年齢３区分別の人口構成割合は、昭和 40 年は年少人口(0～14 歳)26.0％、生産年齢人

口(15～64 歳)64.7％、高齢者人口(65 歳以上)9.3％でしたが、平成 27 年は年少人口(0

～14 歳)12.2％、生産年齢人口(15～64 歳)61.2％、高齢者人口(65 歳以上)26.6％と、

少子高齢化の進行が顕著です。 

 

小山町の人口と世帯数の推移 

 

 

年齢区分別人口構成割合の推移 

 

  

23,277 23,566 22,780 22,235 21,478 20,629 
19,497 

6,294 6,753 6,522 6,530 6,669 6,564 6,431 

3.7 

3.5 3.5 
3.4 

3.2 3.1 

3.0 

2.5

3.0

3.5

4.0

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

S60 H2 H7 H12 H17 H22 H27

人口総数(人) 世帯数(世帯) 世帯当たり人員数

人
口
と
世
帯
数

世
帯
当
た
り
人
員
数
（
人
口
／
世
帯
）

21.8 18.9 17.3 16.1 14.8 13.7 12.6 

67.8 69.0 67.6 66.1 65.2 63.9 60.7 

10.3 12.0 15.1 17.8 20.0 22.4 26.7 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

S60 H2 H7 H12 H17 H22 H27

年少人口 （0～14歳） 生産年齢人口 （15～64歳） 老年人口 （65歳以上）

構
成
割
合

出典：「小山町の統計（平成 27 年度版）」 
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(３)土地利用 

小山町の総面積 135.7ｋ㎡（13,574ha）のうち、土地利用の内訳(地目別面積)は、水

田 543ha(4.1％)、畑 241ha(1.8％)、宅地 621ha(4.6％)、山林 4,840ha(35.6％)、

原野 1,570ha(11.6％ )、雑種地 1,576ha(11.6％ )、公共用地（国、県、町有地）

4,182ha(30.7％)となっています。(平成２９年１月１日現在) 

山地部は主に山林として利用されており、スギ・ヒノキなどの植林地が広がっています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(４)気象 

小山町は標高が高いため過去１０年間の平均気温は 13.4℃、８月の月平均最高気温と

１月の月平均最低気温との年較差は 22.3℃程度となっています。 

また、過去１０年間の小山消防署での平均年間降雨量は、富士山による影響もあり、  

2,２76.4 ㎜となっています。山間部では年間降水量が 2,500 ㎜以上、最深積雪は１０㎝

以上となっています。また、霧の発生が多い地域でもあることから年平均日照時間数は

1,800 時間以下となっています。 
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その他
(公衆用道路

・河川等)

54.7%

雑種地 4.4%

原野 13.1%

山林 27.3%

宅地 0.5%

田

4.1%

畑

1.8%

宅地

4.6%

山林

35.6%

原野

11.6%

雑種地

11.6%

公共

用地

30.7%

総面積

135.7ｋ㎡

小山消防署における平均気温と月降雨量（平成 20～29 年度平均） 

出典：「小山町の統計」（小山消防署） 

地目別土地利用の割合 

（平成２９年１月１日現在） 
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産業別就業者数の推移 

須走口５合５勺の登山カウンターより 

年  次 
平均気温 

（℃） 

８月平均気温

（℃） 

１ 月 平 均 気 温

（℃） 

平均年間降水量

（㎜） 

平成 20～29 年度 13.4  24.8 2.5  2276.4 

 

(5)産業 

就業者総数 10,664 人(平成２７年国勢調査)のうち、第１次産業(農林水産業)就業者が

443 人、第２次産業(鉱工業・建設業)が 2,515 人、第３次産業(商業・サービス業など)が

7,671 人となっています。(分類不能は３５人)  

平成７年から平成２７年までの過去２０年間では、第１次産業、第２次産業とも減少傾

向にあります。第３次産業は微増であり、平成２７年では就業者総数の約７割を占めてい

ます。 

 

 

(6)観光 

小山町は豊かな自然環境を多くの人々に体験していただくため、観光施策を進めていま

す。現在、富士山、金時山、金太郎や富士箱根トレイルなど観光資源を活かした受け入れ

体制の整備や、町の魅力を伝える人材の育成に取り組んでいます。 

また、小山町を訪れる人々は、首都圏から１００㎞圏内ということもあり、通過型の観

光が主体となっていますが、小山町の豊かな自然環境を存分に知っていただくための滞在

型の集客にも力を入れています。 

 

692 659 658 499 520 432 443

4,899 5,133 
4,125 3,557 3,108 2,780 2,515 

7,222 7,662 
7,965 

7,981 8,131 
7,833 7,671 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

S60 H2 H7 H12 H17 H22 H27

(人)

第1次産業 第2次産業 第3次産業

出典：「小山町の統計（平成 28 年度版）」 
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1-2  自然環境 

(1) 地形・地質 

1) 地形 

小山町は、富士山の山麓に開けた町です。北西端は富士山頂まで達しており、富士山を

頂点とした富士外輪状の三国山地と北東は丹沢山地、東南は箱根火山・足柄山嶺に取り囲

まれた東西に長く伸びた町です。 

標高の最高は富士山の 3,776ｍですが、市街地・農耕地はおよそ３００ｍから８００

ｍの間にわたる緩傾斜地帯にあります。小山・須走地区の標高差は５００ｍあり、河川の

源を富士山東南域・丹沢西域・箱根北東域に降った雨を集めて流れる鮎沢川は、馬伏川、

須川、野沢川を合わせて東に流れ、酒匂川となって相模湾に注いでいます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) 地質 

小山町の東部は金時山の玄武岩質溶岩が主に斜面を構成し、北部の丹沢山地は御坂層

群の玄武岩・安山岩質溶岩等からなっています。また、西部は玄武岩質溶岩の覆う富士山

本体で、中腹から裾野には火山砕
さい

屑物
せつぶつ

で厚く覆われています。鮎沢川等川沿いには堆積岩

類もみられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※背景地図は国土地理院地図を使用 

参考：産業技術総合研究所地質調査総合センター  (編) (2012) 

20 万分の 1 日本シームレス地質図データベース (12.7.3 版) 

火山岩屑 （岩屑なだれ堆積物） 

火山岩類 （非アルカリ火砕流） 

非アルカリ苦鉄火山岩類 （安山岩・玄武岩類 ）  

堆積岩類  

珪長質深成岩類 （花崗岩質） 

自然堤防堆積物  

中位段丘堆積物  

低位段丘堆積物  
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(2) 森林 

1) 森林区分 

小山町の森林面積は 9,145.6ha で、町の総面積に占める割合は 67.4%となっていま

す。所有別では、国有林が 3,109.0ha、民有林が 6,036.6ha です。民有林のうち、人

工林は 3,222.1ha です。人工林では杉、ヒノキなどの針葉樹が多く、天然林は広葉樹が

多く生育しています。 

現在、林業経営者及び林業従事者の減少により、ほとんどの民有林で林業経営が行われ

ておらず、林家戸数は３６２戸（基準年：平成２５年）となっています。（平成２９年度

静岡県森林・林業統計要覧） 

 

(3) 植物と動物 

1) 植生帯と主な動物 

小山町の植生は、富士山、丹沢山地、金時山の大きく３つに分けられます。 

富士山の５００m 以下の丘陵地帯には、カシ、シイなどの林があります。５００ｍから

1,000ｍまでの山地帯には広大なススキ草原があります。1,500ｍから 2,500ｍの亜高

山帯には、カラマツ、ダケカンバなどの林が多くあります。根を深く広く張って安定させ、

少ない水分を吸収して生きるフジアザミ、オンタデ、メイゲツソウ、ムラサキモメンヅル

などは、荒地でも生育できる植物であり、麓から分布域を広げたものが始まりと考えられ

ます。これら先駆植物が生えると地中に栄養物がたまり、砂も根の力で砕かれ他の植物も

生えやすい条件となります。この結果、日当たりを好むカラマツやダケカンバなどの木が

生え出し、先駆植物は追われ更に上に上がります。また、日当たりを好む木もその下から

生え出し高木となるシラビソ、コメツガなどに日当たりを奪われ更に上に上がります。こ

のようにして、富士山の植物は開拓と乗っ取りを繰り返し上へと発達してきました。  

富士山の須走登山道では、亜高山の鳥であるミソサザイやルリビタキ、キクイタダキな

どの声を聞くことができます。東富士演習場ではノビタキ、コヨシキリ、セッカなどの草

原の鳥がみられます。 

明神峠から三国山にかけての三国山稜は、尾根沿いや南斜面にブナ、ミズナラの森が見

られ、日本を代表する自然林です。ブナ林にはカエデ類が多く出現することが特徴で、オ

オモミジ、オオイタヤメイゲツ、イタヤカエデなどが見られます。最近ではブナの自然林

は大変少なくなり、大切な自然の財産として残していくことが重要です。  

箱根外輪山の最高峰であり、箱根山の寄生火山である金時山には、ブナを主とした夏緑

林がよく発達しています。ブナをはじめ、ヤマボウシ、ミズナラ、ヒメシャラ、オオイタ

ヤメイゲツなどが見られ、林床にはウラハグサが多く生育し、ヒメシャガも見られます。 

哺乳類は集落周辺の低地ではアカネズミやジネズミ、山地ではニホンジカ、ニホンカモ

シカ、ツキノワグマ、イノシシ、ニホンノウサギ、キツネなどが生息しています。  
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静岡県東部地域の気候帯と植生帯の区分 

気候帯 垂直分布隊  
相観による  

植生帯 

優占種による  

植生帯 
主な植物 

寒 帯 高山帯 

2800ｍ～山頂  

高山荒原帯  イワツメクサ～  

フジハタザオ帯  

オンタデ、イワツメグサ、

フジハタザオ  

亜寒帯 亜高山帯 

1600 ～ 2800

ｍ 

針葉樹林帯  コケモモ～  

シラビソ帯  

シラビソ、コメツガ、トウ

ヒ、カラマツ、ミヤマハン

ノキ 

温 帯 山地帯 

800～1600ｍ 

夏 緑 広 葉 樹 林

帯 

ブナ～ 

ミズナラ帯  

ミズナラ、ブナ、カエデ  

暖 帯 低地帯 

0～800ｍ 

照葉樹林帯  シイ～ 

カシ帯 

スダジイ、アラカシ、クス

ノキ 

資料：静岡県環境学習データバンク 自然観察コース１００選ガイド「ふるさと自然東部編

その１」（発行日：昭和６２年 3 月 31 日） 

 

 

 

 

 

 

 

【提供：富士山の森を守るホシガラスの会】 

 

 

現存植生図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：自然環境保全基礎調査 植生調査 環境省 自然環境局 生物多様性センター 

     1/25,000 植生図より作成 

＜オンタデ＞        ＜フジハタザオ＞       ＜イワツメクサ＞ 
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２)動植物との関わり 

平成１８年度から山麓部の集落を中心にニホンザル、ニホンジカ、イノシシ、ハクビ

シンによる農作物への被害が増加しています。 

このため、小山町では、平成２４年７月に野生鳥獣による農林産物に対する総合的な

被害防止対策を適正・円滑に実施するため、協力体制を強固にし、関係団体等の連絡調

整を行うことを目的とした「小山町鳥獣被害防止対策協議会」を設置し、被害状況の把

握と被害防止対策に努めています。 

 

(４)法規制による保護 

小山町では富士山と金時山が自然公園法に基づく「富士箱根伊豆国立公園」に指定され

ており、富士山は標高 2,500ｍから山頂までは特別保護地区、標高 2,000ｍから 2,500

ｍまでは特別地域に指定されています。金時山も山頂は特別保護地区に、周辺が特別地域

に指定されています。 

立山から湯船山にかけての三国山系は、自然環境保全法に基づき静岡県により「明神峠

自然環境保全地域」に指定されており、特別地区と普通地区に指定されています。 

また、鳥獣保護法に基づき、鳥獣保護区として「富士山南」「須走」地区が、特別保護

地区として富士山南地区が指定されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：静岡県自然公園・自然環境保全地域配置図  

※背景地図は国土地理院地図を使用 

県自然環境保全地域普通地区  

 
県自然環境保全地域特別地区 
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1-3  景観・まちづくり 

(1) 景観 

1) 景観の特徴 

小山町は、北西にそびえる富士山や、水田や集落からなる伝統的な田園景観などを有し

ており、景観資源に恵まれています。特に富士山、金時山、不老山などの山岳は町内の各

所から望むことができ、田園景観と併せて優れた眺望景観を形成しています。 

一方で、屋外広告物や電線・電柱などへの景観対策も必要となっています。 

 

2) 景観育成 

富士山の世界文化遺産登録がされた小山町では、景観行政団体となるよう準備を進め、

平成２７年度には町の良好な景観の形成を促進するため、小山町景観計画の策定と小山

町景観条例を施行しました。 

 

(2) まちづくり 

1) 都市計画 

小山町は、富士山の一部を除いた 10,423ha が都市計画区域に指定されています。こ

れは、町域の約 76.6％に該当します。用途地域として指定されているのは、そのうちの

536.5ha(都市計画区域の約 5.1％)で、そのうちの約 77.8％が住居系地域となっていま

す。 

土地利用については、富士山の一部を除く町域において都市計画法第７条に基づく市

街化区域と市街化調整区域の「区域区分（線引き）」による規制が行われています。 

 

2) 歴史・文化遺産 

小山町の文化財しては、国指定の特別名称および史跡として富士山が指定されていま

す。富士山は平成２５年６月に世界文化遺産としても登録され、小山町では「須走口登山

道」「冨士浅間神社」が構成遺産になっています。このほか、国の登録文化財の建造物と

して豊門公園内の建造物、森村橋および村松家住宅主屋が指定されています。  

また、静岡県指定の有形文化財として宝鏡寺木造地蔵菩薩坐像が、天然記念物として上

野トチノキなど５件が指定されています。町指定としては、天然記念物・史跡・建造物・

無形民俗文化財など計１８件が指定されています。(平成２９年３月３１日現在)  

 

3) 公園・緑地 

現在、町内には豊門公園をはじめとする都市公園、足柄ふれあい公園などの農村公園、

須走なかよし公園などの子供の遊び場(児童公園と地区広場)、運動場などの公園・緑地が

各所に整備されています。 

平成２９年現在、小山町での一人当たりの都市公園面積は 6.3 ㎡ ですが、平成２８年

度末の全国都市公園等整備水準は 10.4 ㎡/人であり、静岡県においては 9.5 ㎡/人とな

っています。また、東京２３区では 2.9 ㎡/人となっています。 
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4) 交通環境 

鉄道は、沼津と国府津を結ぶＪＲ御殿場線が町の中心市街地を東南に走っています。 

町内の駅は、駿河小山駅と足柄駅の２駅で、一日当たりの乗車人員は、駿河小山駅では

402 人、足柄駅では 497 人で、２駅の利用者の合計は 899 人（平成２8 年度）です。 

現在ではマイカーの普及と利便性から、利用者の減少により両駅とも無人駅となって

います。 

駿河小山駅・足柄駅の乗客数の推移 

 
 

 

道路は、町の中心部を東南に国道２４６号が通り、須走地区を北東に国道１３８号と東

富士五湖道路が通っています。また県道沼津小山線が町の中心部を通っています。それら

を主軸として、県道（主要地方道及び一般県道）８路線、町道 1,511 路線が、町内を縦

横に走っています。なお、平成３１年４月には足柄スマートインターチェンジ、平成３２

年には新東名高速道路の開通が予定されています。  

町道の延長は約４５３km、改良率は 43.7％、舗装率は 48.0％です。また、歩道等設

置道路延長は約 21.7km です。（いずれも平成 30 年４月１日現在） 

自動車保有台数は、13,297 台（軽自動車含む、平成 28 年度）で横ばいにあり、１世

帯当たりの平均保有台数は約２台です。 

 

8,031 7,910 7,737 7,645 7,620 7,559 7,479 7,401 7,337 7,198 6,996 

3,984 
5,325 5,422 5,591 5,729 5,910 6,021 6,088 6,226 6,283 6,301 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

H10 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

(台)

乗用車 軽自動車

資料：静岡県統計年鑑  

出典：東海道旅客鉄道株式会社静岡支社  提供データ  

自動車保有台数の推移 
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10,192 9,149 7,174 6,072 6,421 5,353 

7,518 6,910 
4,652 4,720 5,207 4,586 

37,494 
37,032 

35,600 35,710 36,276 
36,276 

92
105

60 0 0 0

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

H2 H7 H12 H17 H22 H27

(ａ
) 小山地区

足柄地区

北郷地区

須走地区

出典：農業センサス（各年 2 月 1 日現在） 

地区別経営耕地の推移 

1-4  農業 

(1) 農業 

1) 農家数および人口 

総農家数は７０４戸で、うち販売農家数が４３５戸、自給的農家数が２６９戸となって

います。 

また、全経営耕地面積４０５ha のうち、１ha 未満の農家が８割以上を占めており、典

型的な中山間地域となっています。 

農家数、農業就業人口とも減少傾向にあり、６５歳以上の占める割合が７０%を超え、

農業従事者の高齢化と後継者の育成が課題となっています。（平成２７年現在） 

   

 

 

2) 農地 

現在の農業基盤である農業振興地域は 4,885.0ha で、そのうち 414.9 ha が農用地

区域として指定されています。(平成２７年４月１日現在)  

経営耕地の推移を見ると、近年農地は減少傾向にあります。 

現在、後継者不足や高齢化に伴って農業従事者不足が深刻な問題となっています。農業

経営を縮小したい、または農業経営ができない農家より農地を買い（借り）受け、規模拡

大を図る農家へ斡旋することで、遊休化・荒廃化の防止を図っています。 

 

 

  

243 227 218 210 204 181

161 146 131 132 128 
111 

482 
471 471 455 437 

409 

8
5 8 4 4

3

0

200

400

600

800

1,000

H2 H7 H12 H17 H22 H27

(戸
)

小山地区

足柄地区

北郷地区

須走地区

 

出典：農業センサス（各年 2 月 1 日現在） 

地区別農家数の推移 
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3) 農地転用 

本町では、宅地化や商工業施設の進出はほとんど進まず、市街化区域内での農地が共同

住宅用地等に転用される例があります。 

平成２０年から平成２９年の間に、件数は合計２２１件、面積では約 16.0ha の農地

が転用され、このほとんどが、市街化区域内において宅地に転用されました。  

 

     
 

 

4) 環境面での取り組み 

農業における環境面での取り組みとして、農業用廃プラスチック資材及び不要農薬の

回収がＪＡを通じて行われています。 

また、平成１６年に道の駅ふじおやまに農産物直売所が開設され、水稲専作農業経営か

ら畑地化・野菜へと移りつつあることから、堆肥の需要が年々増加している状況にありま

す。そのため、生ごみ、食品廃棄物等バイオマス資源を活用した「環境保全型農業」への

関心が高まっています。 

 

5) グリーンツーリズム 

近年、農村と都市住民との交流を地域活性化の有効な手段として位置づけ、これを積極

的に推進していこうという動きが盛んになってきており、グリーンツーリズムなどの事

業が活発化しています。 

小山町においても東京都港区赤羽小学校の５年生が、所領区の圃場で「田植え・稲刈り

体験」を毎年実施しています。 

 

 

 

出典：小山町農業委員会  

農地転用面積の推移 
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1-5  水 

(1) 水 

1) 河川水 

小山町の河川は、３つの主要な支流が、御殿場市中心部を源流とする鮎沢川に合流し神

奈川県に入ると酒匂川と呼ばれるようになり相模湾に注いでいます。  

小山町では、須川「養魚場取水口」１か所、馬伏川「下古城」１か所、佐野川「佐野川

橋上」と「上柴怒田」の２か所で年４回の水質調査を実施しています。 

また、地図に示す３０地点においては、年１回の調査を実施しています。 

調査項目は、ｐＨ（水素イオン濃度）、ＤＯ（溶存酸素），ＳＳ（浮遊物質量）、ＢＯＤ

（生物化学的酸素要求量）、大腸菌群数です。調査結果では、環境基準値を達成した良好

な水質ですが、ｐＨ、BOD・大腸菌群数については、環境基準の超過が見られます。小

山町の河川は清らかであり、主要３河川の須川、馬伏川、佐野川は鮎沢川に合流し町内の

河川には、ヤマメ、アマゴやカジカが生息しています。  

測定地点と地点名を以下に、水系ごと最新の測定結果を次のページに示します。  

なお、グラフはローマ数字の河川は 1 月 18 日に、算用数字の河川は 2 月 27 日に測

定したデータを使用しています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水系  河川  採水地点  地点番号   水系  河川  採水地点  地点番号  

須川  須川  養魚場取水口  Ⅰ   野沢川  野沢川  向井田橋  12 

馬伏川  馬伏川  下古城  Ⅱ   野沢川  野沢川  東電取水口  13 

佐野川  佐野川  佐野川橋上  Ⅲ   野沢川  湯船川  尾崎橋  14 

佐野川  佐野川  上柴怒田  Ⅳ   野沢川  中島川  合流点前  15 

鮎沢川  鮎沢川  もみじ橋  1  佐野川  佐野川  上柴怒田  16 

鮎沢川  鮎沢川  坪入橋  2  佐野川  佐野川  相野橋  17 

鮎沢川  鮎沢川  県境  3  佐野川  佐野川  合流点前  18 

鮎沢川  金時川  向平橋  4  佐野川  精進川  須走道の駅横  19 

鮎沢川  地蔵堂川  矢台橋  5  佐野川  精進川  下原  20 

鮎沢川  山沢川  落合河原橋  6  佐野川  須走排水路  東原下  21 

鮎沢川  ｿﾏﾝ沢川  ｿﾏﾝ沢橋  7  佐野川  海苔川  ｼﾊﾞﾊﾗ橋 22 

鮎沢川  頓沢川  頓沢橋  8  佐野川  菖蒲沢川  合流点前  23 

鮎沢川  西沢川  中西沢橋  9  須川  須川  須川本流ﾀﾞﾑ 24 

鮎沢川  滝沢川  滝沢橋  10  須川  須川  東電取水口  25 

鮎沢川  大沢川  大沢橋  11  須川  上野川  合流点  26 

馬伏川  馬伏川  思橋  28  須川  南沢川  国道 246 号下  27 

馬伏川  馬伏川  清水橋  29      

馬伏川  立沢川  下古城  30      

注）Ⅰ～Ⅳは、主要 3 河川の 4 箇所の調査地点、1～30 は支流河川等の調査地点を示す。 

 

pＨ：水素イオン濃度、DO：溶存酸素量、SS：浮遊物質量、BOD：生物化学的酸素要求量 

※水質の環境基準は鮎沢川のみ「類型Ａ」に指定されている。その他の河川は指定なし。  

河川水質測定地点図及び採水地点名 
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① 平成２９年度小山町水質測定結果（水系別流程毎） 

         【鮎沢川水系】        【馬伏川水系】   【野沢川水系】 

  環境基準値(6.5～8.5) 

環境基準値(7.5 ㎎/l 以上) 

環境基準値(25㎎/l以下) 

環境基準値(2.0㎎/l以下) 

環境基準値(1000MPN/100ml 以下) 
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【佐野川水系】            【須川水系】 

 

 

  

環境基準値(1000MPN/100ml 以下) 

環境基準値(2.0㎎/l以下) 

環境基準値(25㎎/l以下) 

環境基準値(7.5 ㎎/l 以上) 

環境基準値(6.5～8.5) 
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② 平成 20～29 年度水系別主要地点の BOD 経年変化（年１回同日調査） 

 
  

ＢＯＤ環境基準値（2.0 ㎎／l 以下） 
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２)上水道・地下水 

① 上水道 

上水道事業の概要は、給水戸数 7,184 戸、給水人口 18,444 人、普及率は 98.0％、

年間給水量は 3,683.334ｍ3 となっています。（平成 29 年度末） 

水質検査は、水道法に定められた項目を実施しており、毎年策定している小山町水道

水質検査計画に基づき実施しています。検査は、原水２２箇所、給水栓（浄水）１４か

所を対象に実施していますが、水道水質基準を超過する汚染状況は見られません。また、

一部の浄水については、ダイオキシン類の測定も実施していますが、これまで基準を超

える値が測定されたことはありません。 

 

 

※平成 29 年の静岡県データは公表されていません 

 

② 地下水 

小山町には、豊富な湧出量と良好な水質、安定した水温の湧水が多数みられます。こ

れらの湧水は、水かけ菜、わさびの栽培やニジマスの養殖などに利用されています。  

地下水位については、町内 2 箇所において継続的に観測を実施しています。観測箇所

は、シモンズ㈱内と東富士リサーチパーク内です。シモンズ㈱内では、毎月 1 回手動観

測により観測を実施し、東富士リサーチパーク内では年間を通して自記水位計により観

測を実施しています。観測結果については、大きい変動は見られていません。  

湧水量については、毎年２回（夏と冬）、県および近隣２市と合同で定点調査を実施し

ています。町内の調査箇所は６か所で実施しています。継続した調査結果では、降水量

との高い相関関係が認められています。 

・地下水汚染について 

新屋菅沼水道組合第１水源では平成２年の調査で、水道水の水質基準（0.01 ㎎/ｌ）

を超える「テトラクロロエチレン」が検出されました。 

新屋菅沼水道組合第１水源を使用していた菅沼・坂下地区では、水道水を町営水道に

切り替えました。その原因は、三菱マテリアル㈱で使用された有機塩素系溶剤係る地下

水汚染と推定され、三菱マテリアル㈱では、設備の改修及び敷地土壌の風乾処理等を行

いました。 

   この水源は飲料水としての使用を禁止し、雑用水として使用しています。現在も継続

して３ケ月毎に水質検査を続けています。平成２８年度以降は、「テトラクロロエチレン」

は水道水基準（0.01 ㎎／ｌ）を下回っています。 
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３)下水処理 

小山町では、公共下水道及び戸別浄化槽等による処理を行っています。公共下水道は、

須走地区だけが処理計画区域で、この地区の下水道普及率は 95.1％となっています（平

成２９年度末）。 

また、戸別浄化槽については、須走地区を除き合併浄化槽設置奨励補助金制度を設け、

単独し尿処理浄化槽に比べ川などに放流される汚れが８分の１になる合併浄化槽設置の

推進を図っています。 

なお、合併浄化槽普及率は 39.8％、単独浄化槽普及率は 34.2％、汲取り処理は 3.3％

となっています。（平成２９年度末） 

このような中で、小山町の特産品の水菜の産地である阿多野地区では、湧水の利用が水

菜の栽培の必須条件とされることから、地区住民が一致協力して阿多野用水の管理、水質

の保全に努めてきました。 

昭和５８年度には、同地区内の２４施設（住宅２１施設、公民館１施設、事業所２施設）

に簡易雑排水処理施設と毛管浸潤トレンチ処理施設を組み合わせた生活排水処理施設を

設置しました。この処理システムは、阿多野用水に生活雑排水の処理水を流入させないこ

とを前提条件としており、他にあまり例を見ないものです。簡易雑排水処理施設（現在で

は合併浄化槽を使用）では、ろ過沈殿処理と接触ばっ気処理を行い、次の毛管浸潤トレン

チ処理では、陶管（現在では塩ビ多孔管を使用）に送られた処理水が陶管から染み出て地

中に生息している微生物や小動物などによって浄化され、ほとんど真水に近い状態で地

下に浸透していく仕組みです。 

 

平成２９年度末      

区  分 公共下水道 合併浄化槽 単独浄化槽 コミプラ 汲み取り等 計 

人口（人） 4,271 7,492 6,438 0 614 18,815 

％ 22.7 39.8 34.2  0.0 3.3  100.0  

※普及率は暫定値です。 

 

 

阿多野地区簡易雑排水処理施設と毛管浸潤トレンチ処理施設図 
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1-6  ごみ・リサイクル 

 

(1) ごみ・リサイクル 

1) ごみ収集・処理 

家庭系と事業系を合わせた一般廃棄物の排出量は、平成 29 年度は 6,776ｔでした。 

そのうち家庭ごみの排出量は 3,307ｔ（可燃ごみ：3,188ｔ、不燃ごみ：119ｔ）で

した。 

資源分別収集量は、平成 29 年度は 632ｔでした。 

家庭系における資源化率（（資源物+集団資源回収）/家庭系の排出量）は、平成 29 年

度は 16.0％でした。 

家庭系は委託業者（4 業者）、事業系は民間許可業者（17 業者）が収集し、小山町及び

御殿場市で構成する御殿場市・小山町広域行政組合の処理施設（可燃ごみは富士山エコパ

ーク焼却センター、不燃ごみ及び資源物は再資源化センター）で処理を行っています。焼

却センターは平成 27 年 4 月に稼働し、一日当たり 147ｔ、再資源化センターは平成 29

年 10 月に稼働し、一日当たり 20.6ｔの処理能力を有します。 

なお、小山町の１人１日当たりのごみ排出量は、平成２９年度は 971ｇ（暫定値）で、

前年度比 23ｇ（2.3％）の減となっており、平成２７年４月からの指定ごみ袋制度導入

により、導入前に比べごみ排出量が減少しております。平成 28 年度の１人１日当たりの

ごみ排出量は、町 995g、県 886g、国 925g でした。国は１人当たりのごみ排出量を

平成３２年度までに８９０ｇ/人・日とするという目標を掲げており、小山町でもさらに

努力していく必要があります。 

    

 

一般廃棄物排出量の推移 
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  ※町では、平成２７年度から粗大ごみの収集はしておりません。 

 

    

 

家庭ごみ排出量（資源物を除く）の推移 

資源物収集量（缶・金属類・ビン・古紙等）の推移 
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平成２６・27 年度の小山 

 

 

 

２)不法投棄 

家電製品や生活ごみ・タイヤなどの不法投棄量はここ３年は 7t～8t 程度で推移してい

ます。不法投棄物件の区分としては、可燃ごみ、廃タイヤなどが多くなっています。 

 

 

  

家庭系ごみ排出量（1 人 1 日あたり）の推移 

※国の取組目標値： ８９０ｇ/人・日（平成３２年度までの目標値） 

（国の目標値は平成２５年閣議決定された第３次循環型社会形成推進基本計画に記載）  

 

） 
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1-7  公害 

 

(1) 大気汚染 

小山町では、ダイオキシン類の量を毎年測定しています。その他の大気汚染物質(ＮＯ２、

ＳＯ２、光化学オキシダント、ＣＯ、ＳＰＭなど)の調査は実施していません。 

県では、一般環境大気測定局５９局で大気汚染物質濃度調査を行っており、小山町の近

くでは、御殿場市役所測定局で調査を行っています。近年では二酸化硫黄（ＳＯ２）及び二

酸化窒素（ＮＯ２）の測定値は環境基準を達成していますが、光化学オキシダントについて

は、全ての測定局で環境基準を達成していません。  

市町 測定局 年度 

二酸化硫黄（SO2) 二酸化窒素（NO2) 

(１日平均値 0.04ppm 以下） (１日平均値 0.04～0.06ppm 以下） 

年平均

値（ppm） 

日平均

値の２％

除外値

（ppm） 

長期的

評価によ

る環境

基準の

適○否

× 

年平均値

（ppm） 

日平均値

の年間

98％値

（ppm） 

長期的評

価による

環境基準

の適○否

× 

御殿場

市 
市役所 

H25 0.002 0.004 ○ 0.014 0.032 ○ 

H26 0.002 0.004 ○ 0.013 0.027 ○ 

H27 0.003 0.005 ○ 0.011 0.028 ○ 

H28 0.002 0.004 ○ － － － 

H29 0.002 0.004 ○ － － － 
         

市町名 測定局 年度 

浮遊粒子物質（SPM) 光化学オキシダント 

(１日平均値 0.10ｍｇ/ｍ3 以下） （１時間値 0.06ｐｐｍ以下） 

年平均

値（ppm） 

日平均

値の２％

除外値

（ppm） 

長期的

評価によ

る環境

基準の

適○否

× 

昼間の 1

時間値が

0.06ppm

を超えた

日数 

昼間の 1

時間値が

0.12ppm

以上の日

数 

短期的評

価による

環境基準

の適○否

× 

御殿場

市 
市役所 

H25 （0.017） （0.030） － 89 0 × 

H26 － － － 65 0 × 

H27 － － － 69 0 × 

H28 － － － 61 0 × 

H29 － － － 103 0 × 

（注）有効測定局は、年間測定時間が 6,000 時間以上の測定局をいう。（括弧数字は非有効

測定局） 
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(2) 有害化学物質 

1) ダイオキシン類 

平成１１年７月１６日にダイオキシン類特別措置法が公布され、事業所から排出される

ダイオキシン類の量や大気中の環境基準について、新たに基準が設けられました。  

小山町では、平成１２年度から一般環境における大気中のダイオキシン類の量を毎年測

定しています。測定箇所は、小山（役場）、足柄（支所）、北郷（球場）、須走（支所）の各

地区の調査個所を２年ごとに変えながら大気調査を実施しています。 

大気調査は、年間 4 回、24 時間連続測定を 1 週間実施していますが、これまで環境基

準（0.6pg-TEQ/m3 以下）を上回ったことはありません。 

 

2) 農薬類 

小山町は、県下でも有数のゴルフ場が多く所在する自治体で１１か所あります。県では、

「ゴルフ場における農薬の安全使用暫定指針」および「静岡県ゴルフ場における農薬使用

指導要領」により、農薬使用管理責任者の選任と届出、毎年の防除計画報告書及び農薬使

用実績報告書の提出、年２回（６月、９月）の水質測定、更には、農薬の適正な管理や使

用方法について報告義務を求めるとともに、排水について県で立入検査を実施しています。 

県が実施した立入検査では、農薬の管理およびゴルフ場の調整池や排水口から採取した

年平均値 年最大値

5月7日～5月14日
総合体育施設 8月6日～8月13日

小山球場 11月5日～11月12日
1月24日～1月31日

年平均値 年最大値

5月9日～5月16日
総合体育施設 8月4日～8月11日

小山球場 11月4日～11月11日
1月16日～1月23日

年平均値 年最大値

5月22日～5月29日
小山町役場 8月4日～8月11日

足柄支所 11月2日～11月9日
1月5日～1月12日

年平均値 年最大値

5月10日～5月17日
小山町役場 8月2日～8月9日

足柄支所 11月1日～11月8日
1月20日～1月27日

年平均値 年最大値

5月25日～6月1日
小山町役場 8月3日～8月10日

11月17日～11月24日

1月5日～1月12日

0.022 0.035

0.019

0.014 0.018

0.016 0.023

0.022 0.029

採取日
ｐｇ-TEQ/㎥

※測定業者：㈱静環検査センター

採取場所

採取場所

採取場所
ｐｇ-TEQ/㎥

採取日

ｐｇ-TEQ/㎥

採取日

ｐｇ-TEQ/㎥

※測定業者：㈱静環検査センター

※測定業者：㈱静環検査センター

※測定業者：㈱静環検査センター

※測定業者：㈱静環検査センター

0.015

採取場所 採取日
ｐｇ-TEQ/㎥

採取日

採取場所

平成25年度　（1日24時間を1週間4回実施）

平成26年度　（1日24時間を1週間4回実施）

平成27年度　（1日24時間を1週間4回実施）

平成28年度　（1日24時間を1週間4回実施）

平成29年度　（1日24時間を1週間4回実施）
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水の分析結果からは異常はなく、適正に管理運営されていました。 

これからもゴルフ場の企業者側と行政が一層の調査研究を進め、万が一にも農薬が場外

に排出されることのないよう取り組んでいきます。 

 

(3) 騒音・振動 

小山町における騒音・振動の苦情は、東名高速道路をはじめとする主要幹線道路の自動

車騒音によるものが大半を占めていました。近年では、道路管理者等による防音壁、路面

改良や住宅の二重窓の設置などによる騒音防止対策が行われ、騒音・振動の低減化が図ら

れましたが、改善されていない箇所もあります。なお、自動車交通騒音の苦情が寄せられ

たときは、随時測定し、基準超過の有無を確認しています。  

 

(4)臭気 

臭気に関する規制は、「臭気濃度規制」と「臭気指数規制」がありますが、小山町では、

「臭気指数規制」を導入しています。臭気指数とは、人間の嗅覚により臭いの程度を判定

する測定法を用いて、臭いの強さを指数化したもので、全ての臭いが規制の対象となり、

住民の悪臭に対する被害感覚と一致しやすいといわれています。 

 

 小山町の臭気指数 

区   域 臭気指数 

市 街 化 区 域 １５ 

市街化区域を除く町全域  １８ 

 

(5)公害の苦情 

小山町では、公害などの苦情が平成１９年度以降減少しています。水質汚濁、騒音、悪

臭等のうち、悪臭によるものが多く寄せられていますが、平成２９年度は大気が２件とな

っています（2 件とも野焼きによるもの）。土壌汚染、振動及び地盤沈下に関する苦情はあ

まり寄せられていません。 

悪臭の主なものは、堆肥の臭いによるものです。また、不法投棄は、人目につきにくい

河川や山間部などに多くみられます。 
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1-8  エネルギー 

 

小山町では、平成２２年度から自己の居住する住宅に対し「太陽光発電システム」、「太

陽熱利用システム」又は「木質燃料ストーブ」を設置した場合、設置に対する助成を行い、

新エネルギーの利用を促進し、地球環境の保全及び省エネルギーの推進を図っています。 

平成２９年度までに太陽光発電には２１７件、太陽熱利用には５１件、木質燃料ストー

ブには 17 件、計 285 件の助成を行っています。 

また、平成２９年度は間伐材を利用しバイオマス燃料の木質ペレットを 4,821ｍ3 生産

しました。 
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1-9  地球温暖化対策 

小山町では、「小山町地球温暖化対策実行計画」を平成１３年から継続的に策定しており、

町行政に関わる事務・事業から発生する温室効果ガスの削減に取り組み、地球温暖化対策

推進法に基づき平成２８年３月、第四次地球温暖化対策実行計画を策定し、二酸化炭素の

排出量を平成２８年度から平成３２年度までの５年間に５％の削減を目指しています。 

役場本庁舎についてみますと、環境省が推奨している『クールビズ』の実施や空調設備

の適切な温度設定及び事務室の照明器具を蛍光灯からＬＥＤに交換し、電気使用量の削減

に努めましたが、平成２９年度のＣＯ２排出量は１３３ｔで基準年（H２６）からは７ｔ、

5.5％の増となりました。 

 

本庁舎温室効果ガスの増減状況 

年 度 
CO ２ 排

出量(t) 
基準年対比 

1 基準年（H26） 126  増減量 増減比率 

2 H27 127  1 0.8% 

3 H28 132  6 4.8% 

４ H29 133 1 0.1％ 

 

 

                        基準年 
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1-10  環境教育・コミュニティ活動 

 

(1) 教育 

小山町内には現在、保育園 3 園、幼稚園 3 園、こども園 2 園、小学校５校、中学校３

校、高校１校があります。 

近年の少子化傾向と同様、小山町の児童生徒数は減少傾向となっています。平成 30 年

9 月時点では、保育園の園児数 212 人、幼稚園の園児数 138 人、こども園児数 301 人、

小学校の児童数 927 人、中学校の生徒数 420 人、高校の生徒数 443 人となっています。 

平成 14 年度からの完全週 5 日制、「総合的な学習の時間」の創設により、環境学習や

地域の環境保全などのための活動などを推進する機会が拡大しています。  

 

【学校での環境学習の取り組み(主要なもの)】 

学  校 取り組みの内容  

小 学 校 
緑の少年団、花壇づくり、ごみ拾い、資源物回収、宿泊体験学習、登山、  

野菜・米などの農作業実習、施設見学、生き物の飼育  

中 学 校 
農園での作物栽培、花壇づくり、資源物回収、河川・公共施設などの清掃  

宿泊体験学習  

 

 

(2) 活動 

地域における環境への取り組みとして、年２回から 3 回（地域によって異なる）住民等

による一斉清掃が実施されています。富士山一斉清掃等についても、町民や町内外の事業

所が参加し毎年実施されています。 

また、各地区の花の会、小中学校、幼稚園、保育園、企業（約 50 団体）による花壇の

整備やプランター等の設置が行われています。特に吉久保地区では日吉会が休耕田（約

450 ㎡）を活用してハス田を作り田園景観整備に寄与しており、バスでの観光客も立ち寄

っています。 

【各地域における環境学習に関する活動等】 

地  域 活動の内容  

町内各地区  
町内各区による道路および河川等の清掃（春と秋の 2 回） 

花の会による花壇整備や休耕田を活用した田園景観整備  

富 士 山 町民および町内外事業所による一斉清掃等 
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2. 地球環境に関する世界・日本の状況 

2-1  地球温暖化  

地球温暖化は、予想されている影響の大きさ・深刻さから見て、人間の生存基盤に関わ

る最も重要な環境問題の１つです。現在の地球は過去 1300 年で最も暖かくなっていると

言われています。 

世界の平均気温は、過去約 130 年（1880 年～2012 年）で 0.85℃上昇しており、特

に 1990 年代半ば以降、高い気温となる年が多くなっています。静岡県でも、年平均気温

は長期的に上昇傾向を示しており、50 年あたり 1.1℃上昇しています。（静岡地方気象台：

静岡市） 

地球規模の気温の上昇（地球温暖化）は、気温の上昇だけでなく、夏の異常高温（熱波）

や大雨・干ばつの増加、海面の上昇、海洋の酸性化、台風・ハリケーンの大型化など、さ

まざまな環境の変化を引き起こします。また、熱中症患者の増加やマラリアなど感染症の

拡大も心配されています。 

  

地球温暖化の原因は、人間の経済活動の活発化に伴い、二酸化炭素（ＣＯ2）をはじめと

する温室効果ガスの濃度が増加したためです。温室効果ガスは、太陽の光で暖められた地

面の熱を吸収し、大気を暖める毛布の役割を果たしています。この大気の毛布により、地

球の気温は生物に快適な気温となっています。しか

し、大気中の温室効果ガス濃度は 18 世紀半ばから

上昇を始め、特にここ数十年で急激に増加していま

す。これは石炭や石油等化石燃料の大量消費、燃焼

が原因です。 

これ以上温暖化を進めないためには、世界各国で

協力し、省エネルギーや再生可能エネルギーの導入

等による温室効果ガスの排出量を削減、森林等の吸

収源を増加させるなど、気候に対する人為的影響を

抑制する対策を進めていく必要があります。ただ

し、最も厳しい努力をもってしても、今後数十年に

わたる気候変動の影響は回避できないとの報告も

あります。（気候変動に関する政府間パネル（ＩＰＣ

Ｃ）第 4 次報告書） 

参考：全国地球温暖化防止活動推進センターウェブサイト (http://www.jccca.org/) 
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（注）toeはtonne of oil equivalentの略であり原油換算トンを示す。

（出典）IEA, Energy Balance 2012をもとに作成
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日本は平成 21 年 11 月に発表した気候変動交渉に関する日米共同メッセージにおいて、

自らの温室効果ガス排出量を 80％削減することをめざすとしています。私たちは今まで

の生活を見直し、温室効果ガス排出量の削減に真剣に取り組んでいく必要があります。  

 

2-2  エネルギー、鉱物資源の枯渇  

私たちの普段の生活は、エネルギー源である石油・石炭・天然ガスのほか、鉄製品の原

料である鉄鉱石など、さまざまな資源を大量に消費することによって成り立っています。 

また、世界のエネルギー消費量は経済成長とともに増加を続けており、そのエネルギー

源の 8 割が石油・石炭・天然ガスなどの化石資源です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これらの資源は、地球の営みによって何億年もの時間をかけて産み出されたものであり、

地中から掘り出すことによってその量は徐々に減っています。産業革命以降、私たちの鉱

物資源消費量はどんどん増え続けており、いずれ枯渇することが予測されています。  

 

資源別の可採年数 

資源 可採年数 備考 

化
石
燃
料 

石油（原油） 54.2 年 原油確認埋蔵量/原油生産量 

天然ガス 64 年 可採埋蔵量/年生産量 

石炭 112 年 可採埋蔵量/年生産量 

鉱
物
資
源 

鉄鉱 66 年 可採埋蔵量/年生産量 

銅鉱 40 年 可採埋蔵量/年生産量 

鉛鉱 21 年 可採埋蔵量/年生産量 

亜鉛鉱 21 年 可採埋蔵量/年生産量 

出典：（化石燃料）平成２４年度エネルギーに関する年次報告」（エネルギー白書２０１３）資源エネルギー庁  

（鉱物資源）平成２４年度環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書  環境省 

世界のエネルギー消費量の推移 
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2-3  森林の減少 

森林は水源かん養、洪水の緩和、二酸化炭素の吸収による地球温暖化の防止の機能に加え、

食料や木材のほか、レクリエーションの場や観光資源を提供するなど我々の生活をより豊

かにしてくれます。また、世界の陸地面積の約３割を占めており、陸上の生物種の約８割が

生息・生育していると考えられているなど生物多様性の保全の面からも重要な役割を果た

しています。 

しかし、世界全体の森林面積は南アメリカ、アフリカなどの熱帯雨林を中心として、大き

く減少しており、その広さは毎年５２０万ヘクタールになります。（２０００年～２０１０

年までの平均） 

この原因は、農地や牧場などの土地利用の転換、燃料用木材の過剰な採取、森林火災のほ

か、違法な伐採があります。違法伐採の目的は、木材の輸出にあります。  

私たちは日常生活の中で、住宅、紙、家具など様々な形で木材を利用していますが、日本

の木材供給量の約 68.9％（平成２８年度）は輸入の木材となっています。私たちは、世界

の森林に対し、木材の消費者として責任があるといえます。  

なお、日本政府は、平成１３年４月より、国等の公的機関が率先して、環境への負荷がで

きるだけ少ないものを選んで購入することを定めたグリーン購入法を施行しています。 

 

 

 

出典：平成２９年度 森林・林業白書より 林野庁 

 

 

  

米 材, 17.2%

北洋材, 3.3%

南洋材, 7.7%

欧州材, 8.5%

その他, 32.2%

国産材, 31.1%

木材（用材）供給量

7,194万ｍ3

(丸太換算)

日本の木材（用材）供給状況（平成 28 年） 
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2-4  生物種の減少と生物多様性の低下 

現在、地球上には 500～3,000 万種の生物が存在すると言われています。これらの生物

たちは森、川、草原、湿地、海など多様な場所で、互いに複雑に関わりあって生きています。  

これらを生物多様性と呼んでおり、「種の多様性」、「遺伝子の多様性」、「生態系の多様性」

という３つのレベルで多様性があるとされています。 

私たちの暮らしは、食料や水、気候の安定など、多様な生物が関わりあう生態系からの恵

み（生態系サービスといいます）によって支えられています。 

現在、私たち人間の活動により、１年間に４万種程度の生物が絶滅しており、そのスピー

ドは速まっているといわれています。このままのペースでいくと、２５～３０年後には、地

球上の全生物の４分の１が失われるという推計もあります。 

世界の野生生物の絶滅のおそれの現状を把握するため、ＩＵＣＮ（国際自然保護連合）で

はレッドリストを作成しています（レッドリスト：絶滅の危険度を評価して、絶滅のおそれ

のある種（絶滅危惧種）を選定しまとめたもの。）。ＩＵＣＮのレッドリストでは、既知の約

１７５万種のうち、65,518 種について評価されており、そのうちの約３割が絶滅危惧種

として選定されています。 

 

哺乳類・鳥類・両生類の絶滅危惧種の割合 

区分 分類群 評価種数（既知種数）  絶滅危惧種  評価種に対する割合  

ＩＵＣＮ 

哺乳類 5,501（5,501） 1,139 21％ 

鳥類 10,064（10,064） 1,313 13％ 

両生類 6,374（6,771） 1,933 30％ 

日  本 

哺乳類 160 34 21％ 

鳥類 約 700 97 14％ 

両生類 66 22 33％ 

出典：ＩＵＣＮレッドリスト 2012.2 ，平成 25 年版 環境・循環型社会・生物多様性白書 

 

地球上のすべての生物は、生態系というシステムの中で、それぞれが重要な役割を担っ

ています。種の絶滅は、単にその生物がいなくなるというだけではなく、相互に関連し合

う生態系に大きな影響を及ぼします。 

絶滅の主な原因としては、「森林（特に熱帯雨林）の破壊」「開発による生育地・生息地

の消失」「生息地の汚染（農薬や化学物質）」「地球温暖化とそれに伴う気候変動」のほか、

「外来生物による影響」があります。 

こうした状況に対する危機感は世界で共有されており、２０１０年には愛知県名古屋市

で生物多様性条約ＣＯＰ１０が開催され、生物多様性に対する世界目標である「愛知目標」

が採択されました。 

なお、日本政府は愛知目標の達成に向け「生物多様性国家戦略」を策定しており、日本

の生物多様性の危機の原因を以下の４つとしています。私たちは、このような生物多様性

の現状を理解し、保全のための取り組みを進める必要があります。  

 

 第１の危機 

開発など人間活動による危機：沿岸域の埋立、干潟や湿地の開発、森林の減少などの

土地利用の変化、鑑賞・商業的利用による個体の乱獲などによる危機  

 第２の危機 

自然に対する働きかけの縮小による危機：里地里山の薪炭林や採草地などの二次草
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原など、人が利用することにより保たれていた里地里山の生態系が、管理されなくなり

多様性を失う危機 

 第３の危機 

人間により持ち込まれたものによる危機：外来種や化学物質など人間が近代的な生

活を送るようになったことにより持ち込まれたものによる危機  

 第４の危機 

地球環境の変化による危機：地球温暖化のほか、強い台風の頻度が増すことや降水

量の変化などの気候変動、海洋の一次生産の減少及び酸性化などの地球環境の変化に

よる危機 

 

2-5  オゾン層破壊 

オゾン層とは地球を取りまく大気圏内の一部で、オゾン（Ｏ３）の濃度が高い部分を呼び

ます。オゾン層は太陽から届く有害な紫外線を吸収し、地球上の生物を紫外線の害から守っ

てくれます。そのオゾン層が薄くなり穴のようになるオゾンホールという現象が問題とな

りました。 

オゾン層破壊の原因は、人工的な化合物であるフロンです。代表的なフロンであるＣＦＣ

（クロロフルオロカーボン）は、冷媒、洗浄剤、発泡剤などに広く利用されてきました。  

しかし、従来のフロンは平成７年に生産と使用が全廃され、オゾン層を破壊する度合いが

低い代替フロンが開発されて使用されるようになりました。ただし、これらの代替フロンは

温室効果があり、地球温暖化を促進するという別の問題をもっていることがわかったため、

２０１９年までに製造が禁止されることになっています。また、日本では禁止前に製造され、

フロン類が使用されているエアコン、冷蔵庫等について、積極的に回収・破壊する取り組み

が行われています。 

これらのフロン等の規制の結果、成層圏のオゾン層破壊物質の総量は、１９９０年代後半

のピーク時の値から減少傾向を示しています。 

世界気象機関（ＷＭＯ）と国連環境計画（ＵＮＥＰ）がとりまとめた「オゾン層破壊の科

学アセスメント２０１０」では、今後オゾン層破壊物質は徐々に減少し、世界全体のオゾン

層は今世紀半ばより前には、オゾン層破壊が明瞭になる 1980 年以前のレベルにまで回復

するとしています。ただし、北極・南極のオゾン破壊は、今後十数年にわたり現状程度の深

刻な状態が続くとされています。 

 

フロンによってオゾンが破壊されるしくみ 
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第４章 基本理念がめざす環境のすがた 

 

１．めざす環境像を実現するための取り組み体系 
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２．めざす環境像を実現するための取り組み 

 

小山町環境基本計画では、４つのめざす環境像を基本目標とし、小山町環境基本条例で定める基

本理念の実現に向けて環境施策を総合的かつ計画的に推進するために、具体的な取り組みとその取

組時期をＡ～Ｄの４つの区分に分け、中間見直し年度である平成３０年度に向けて進捗管理を行っ

ていきます。また、年度ごとに取り組みの達成度を検証し、その効果を明確にしながら進めていく

ものです。 

取組時期Ａについて、重点的に推進します。 

 

 

◆取組時期 

取組時期 

取組時期Ａ 取組時期Ｂ 取組時期Ｃ 取組時期Ｄ 
目標年度 

H35 
H26～ ～H28 ～H30 

【中間見直】 

H30 以降 

Ａ        

Ｂ        

Ｃ        

Ｄ        

※取組時期凡例 

 Ａ：可能な限り早期に着手 Ｂ：概ね 3 年を目処に着手 Ｃ：概ね 5 年を目処に着手 Ｄ：5 年を超えるもの 

 

 

◆環境基本計画 計画の期間・目標年次 

 

 

 

◆取組時期別事業数 

取組時期別事業数 

全体 A B C D 

７９件 ５１件 １９件 ５件 ４件 

構成割合 ６４．５％ ２４．１％ ６．３％ ５．１％ 



 

38 

第５章 環境施策の実施状況 

 

１．豊かな自然と快適な生活空間 

 

１－１ 自然環境 

 

(1)施策対象分野 １－１－(1)山岳 

(2)現状 

 登山者のマナーとルールの啓発不足 

小山町における山岳地域は比較的安全に登れる山が多く、富士山を初めて訪れる初心者が多いとい

う特徴があります。そのため登山者の高山の環境に対する知識が十分でなく、登山道以外の場所には

立ち入らない、山に持ち込んだすべてのものは自宅まで持ち帰るなどのマナーとルールが守られてい

ません。これらのルールの啓発が必要です。特に、登山に合わせて山野草の盗掘などが行われ、これが

雨の浸食を生じさせ、崩壊するなどの地形の変化が各所で起こっています。 

 

◇ 課題 ◇ 取り組み 

(ⅰ)登山者のマナー不足による山

岳環境の荒廃 

 

① 登山者のルールの徹底とモラル向上 

(ア) 自然のものは自然のままに。 

(イ) 持ち込んだものは自宅まで持ち帰る。 

(ウ) 野生動物にエサを与えない。 

上記の基本的なルールを登山ガイドや山小屋経営者、行政など

が協力して、登山マナーの普及啓発を行い、モラル向上に取り組

みます。 

② 行政指導・補助 

登山マナーの啓発活動、登山道の環境整備などの指導や補助に

行政が積極的に関わります。 

 

(3)取り組み内容 

取り組み 
取組

時期 
具体目標 

H29 

実績 
目標値 

目標

年次 
進捗率 担当課 

①登山者のル

ールの徹底

とモラル向

上 

 

Ａ 富士山ナビゲーターの配置 ４人 5 人 H28 ８０％ 
商工観

光課 

① 開山期間中の富士山須走口五合目において、富士山ナビゲーターを４名配置し、

県観光協会が派遣するナビゲーター（外国人対象）と協働して登山者へのガイドや

モラル指導をすることで登山者のルールの徹底とモラル向上に努めました。平成

29 年度は、1 人減になってしまったので、目標値に向けてナビゲーターを養成し

ていきます。 

  また、富士箱根トレイルについては、地域や団体へ林道の修復等を委託して管理

しています。 

②行政指導・

補助 
Ａ 

パンフレットへ違法採集禁止記

事の掲載 
３種類 3 種類 H28 100％ 

商工観

光課 

② ３種類のパンフレット等(富士箱根ﾄﾚｲﾙｶﾞｲﾄﾞﾏｯﾌﾟ、須走口富士登山ﾊﾟﾝﾌ、富士山

自然休養林ﾊﾟﾝﾌ)に違法採集禁止記事を掲載し、違法採集禁止の普及啓発に努めま

した。 

※取組時期 Ａ：可能な限り早期に着手 Ｂ：概ね 3 年を目処に着手 Ｃ：概ね 5 年を目処に着手 Ｄ：5 年を超えるもの 
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(1)施策対象分野 １－１－(２)森林 

(2)現状 

 林業経営の不振と林業従事者の高齢化 

外国産木材の流通による国産材の価格低迷により、木材の自給率は 20%前後にまで落ち込み、国内

の林業経営は不振が続いています。そのため林業は後継者不足の問題に直面しており、結果として林

業従事者の高齢化が進んでいます。 

 放置された人工林の増加 

国産材の価格低迷のため、間伐や下刈りなどの森林管理を行い木材として搬出すると、赤字となる

ことがほとんどです。このため、管理が必要であるにもかかわらず、放置されたままの人工林が増加し

ています。 

 森林機能の低下 

適切な管理をされず放置された林は、木々が密生しているため十分に生育できず貧弱な状態となっ

ています。このような森林は水源かん養や土砂を安定化する力が乏しいうえ、大雪などが降ると倒れ

る木々が多くなります。 

 

◇課題 ◇取り組み 

(ⅰ)森林機能の向上 

 

 

 

① 森林の公益機能を維持・増進する森林管理 

森林の公益機能を維持、あるいは増進できるよう適正な間伐など

の管理や、針広混交林のような公益機能に優れた森林への転換を進

めます。 

(ⅱ)地元産木材利用の活性化 ② 森林資源の活用、地元産木材利用の促進 

木質バイオマスエネルギーの利用促進や、公共施設などにおける

地元産木材の建材や加工品の導入など、森林資源を積極的に活用し

ていきます。 

 

(３)取り組み内容 

取り組み 
取組

時期 
具体目標 

H29 

実績 
目標値 

目標

年次 
進捗率 担当課 

①森林の公益

機能を維

持・増進す

る森林管理 

Ａ 
森林整備・保全事業 

間伐面積(ha/年) 
52.6ha 50ha H35 105％ 農林課 

① 毎年５０ha を目標に補助金を利用して、民有林の小山地区・竹之下地区・須走地

区・南藤曲地区の森林について、適正な立木本数に近づけるように伐採を実施しまし

た。施業後の撫育については、鹿等による食害があるため、有害鳥獣の捕獲を含めた

森林計画を進めています。 

 

②森林資源の

活用、地元

産木材利用

の促進 

Ｃ 

木質バイオマスエネルギーの

利用促進 

木質ペレットの生産量（ｍ3/

年） 

4,821

ｍ3 

5,184

ｍ3 
H35 93％ 農林課 

② 平成 29 年度は、前年に比べ 589ｍ3 増の 4,821ｍ3 の木質ペレットが生産され

ましたが、ペレット需要先が限られていることから目標に届きませんでした。今後バ

イオマス燃料を消費する施設が増加する見込みであり、生産量が増え目標達成が期待

できます。 

 

※取組時期 Ａ：可能な限り早期に着手 Ｂ：概ね 3 年を目処に着手 Ｃ：概ね 5 年を目処に着手 Ｄ：5 年を超えるもの 
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 (1)施策対象分野 １－１－(３)里地・里山 

(2)現状 

 変わりゆく里地・里山 

里地・里山とは、自然と人の住む地域の中間にあり、集落とそれを取り巻く雑木林、農地、ため池、

草原などで構成される場所をいいます。 

平野部から山麓にかけての集落と、その周辺の農地や用水路を含めた里地は、小山町を代表する景

観でした。しかしながら、農業を取りまく環境が厳しさを増す中、農家の後継者不足や高齢化により、

農作業を行わずにそのまま放置された耕作放棄地も増加する傾向にあります。また、このような耕作

放棄地のなかには外来植物が生育している場所もあります。 

農業そのものも変化しており、農薬や化学肥料の普及や圃場整備による効率化が進みました。その

結果、特に水田に依存して生活している生物は大きく減少するなど、景観だけでなく、生態系にも変化

が起きています。 

集落周辺の雑木林である里山は、かつては人々の生活に密着しており、木は薪や炭などの燃料に、草

は田畑の肥料などに利用され、適度の伐採や刈り取りによって管理されていました。 

しかしながら、家庭の燃料が石油やガスなどの化石燃料に代わり、化学肥料が普及するようになる

と、雑木林は利用されなくなりました。また、山麓の集落の人口が減ったことも環境の変化に拍車をか

け、人の手が入らなくなったため、里山は密生した林となりつつあります。 

適度に日があたる雑木林が密生した暗い林に変化したため、そこに住む生物も影響を受けています。

明るい森林や草地を好む生物のなかには減少したものもいます。 

一方、かつては集落周辺ではあまり見られなかったシカやイノシシなどの大型の哺乳類が、集落に

まで出没するようになりました。農作物へ大きな被害を与えており、住人たちとの軋轢
あ つ れ き

が問題となっ

ています。 

 

◇課題 ◇取り組み 

(ⅰ)里地・里山の環境変化 ① 里地・里山の現状の理解 

里地・里山の現状について把握し、重要性について普及啓発します。 

② 地産地消・環境保全型農業の推進 

健全な農地を守るために、地元産の農作物を積極的に購入するよう

働きかけます。また、環境保全型農業について推進し、安全・安心な

農業を進めます。 

③ 里地の維持管理活動の実施・参加 

市民農園や、Ｉターンなど新規の就農希望者への農地の貸し出しな

ど、耕作放棄地を活用できるようなしくみを充実します。また、農業

体験などのイベントも開催し、多くの人が里地の環境に関心を持って

もらうよう働きかけます。 

④ 農業の多面的機能に対する支援 

農業は食糧生産だけでなく、水田による地下水のかん養や生物多様

性の維持など多面的な機能をもっています。これらの機能を評価し、

維持するための支援を行います。 
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(３)取り組み内容 

取り組み 
取組

時期 
具体目標 

H29 

実績 
目標値 

目標

年次 
進捗率 担当課 

①里地・里山

の現状の理

解 

Ａ 
里山等で活動する NPO 法人等との連携

した取組の数（回/年） 
５回 ５回 H35 

100

％ 
農林課 

① ＮＰＯ法人「小山緑志会」と連携し森林保全活動を実施しました。 

また、山地強靭化総合対策協議会において山地災害防止の活動を町内５地域で実施し

ています。 

 

②地産地消・

環境保全型

農業の推進 

Ａ 
農産物直売所の販売額（道の駅ふじおや

ま） 

116

百万円 

138

百万円 
H32 84％ 農林課 

② 道の駅ふじおやまの販売額実績は前年度と比較し横ばいでした。 

なお、地産地消の評価として、JA フレッシュ市、足柄農産物出荷組合、道の駅すば

しり、無人販売、学校給食等により、地場農産物の地元消費量は伸びています。 

 

③里地・里山

の維持管理

活動の実

施・参加 

Ｂ 
環境保全型農業を実施する 

エコファーマーの認定数（累計） 

0 人 

累計：27 人 
26 人 H28 

104

％ 
農林課 

③ エコ栽培米出荷組合の組合員数。 

平成２８年度から環境直接支払いを実施し、環境にやさしいエコファーマーの推進を

実施してます。野菜についても減農薬の取組みの需要が高まり、ＪＡによる栽培指導に

より安全安心な野菜づくりを推進していきます。 

  特に、食品安全・環境保全・労働安全等の持続可能性を確保するためにＧＡＰ（農業

生産工程管理）について、周知していきます。 

 

④農業の多面

的機能に対

する支援 

Ａ 
中山間直接払交付金や農地・多面的

機能支払交付金の活用地区数 

１地区 

累計：14 地区 

13 

地区 
H28 

108

％ 
農林課 

④ １４地区で「中山間直接払交付金（小山・足柄他８地区）」や「農地・多面的機能支

払交付金（吉久保他２地区）」などの補助制度を活用して、草刈りや水路の管理等農地

保全を行っています。 

 

※取組時期 Ａ：可能な限り早期に着手 Ｂ：概ね 3 年を目処に着手 Ｃ：概ね 5 年を目処に着手 Ｄ：5 年を超えるもの 
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(1)施策対象分野 １－１－(４)動植物 

(2)現状 

 増加しつつある外来種 

近年、河川や道路脇、あるいは耕作放棄地などを中心に特定外来生物であるオオキンケイギク、オオ

ハンゴンソウ、アレチウリや要注意外来生物であるコカナダモなどの外来種が多くみられるようにな

ってきました。また、動物ではハクビシンやオオクチバス（ブラックバス）などが町内各地でみられる

ようになりました。これらの外来種の増加により、もともと小山町で見られていた生物の中には生息

地を奪われて減少している種もあり、地域の生態系に悪影響を与えつつあります。（平成 22 年度静

岡県特定外来植物生息分布調査より） 

 不足している生物情報 

小山町では編纂された町史などによる生物の情報はあるものの、調査された年代や調査内容に違い

があるため、基礎的情報として利用するには十分とはいえません。 

 生物の生育・生息環境の変化 

農林業の衰退による山林や農地の荒廃や、宅地化などの開発は、生物の生育・生息環境に大きな変化

をもたらしています。このため、ゲンゴロウなど以前は普通に見られた生物でも、生息場所が減少した

ため、貴重な種となった生物が多くいます。その一方で、外来種のように変化した環境に適応して増加

した種もいます。 

 動物による農林漁業被害の増加 

最近、山麓部の農地を中心にニホンザル・ツキノワグマ、ニホンジカ、イノシシやハクビシンが出没

し、農作物に大きな被害を与えています。特にニホンジカについては、個体数が増加傾向にあり、ス

ギ、ヒノキ等の造林木の枝葉の食害と樹皮被害による枯損の害、果樹やイネの食害など、農林業被害は

多岐にわたっています。また、わが国の高山帯の気候的極相林（自然遷移の最終段階）であり、富士箱

根伊豆国立公園の主要な植生でもある太平洋側ブナ林に対する食害も深刻な問題となっています。 

 

◇課題 ◇取り組み 

(ⅰ)外来種の増加の抑制 

 

① 外来種の増加の抑制と侵入の防止 

外来種については、町内での生育・生息状況を把握し、駆除など適

正な対策により増加を抑制し、分布域を縮小させることに取り組みま

す。また、外来の園芸種などが野外へ広がることのないよう適正な管

理を行うよう働きかけます。 

(ⅱ)生物情報の充実化 

 

② 生物情報の収集とデータベース化 

生物調査を町民と協働して行うことなどにより、生物情報を充実し

ていくことに取り組みます。既存の情報と新たに得られた情報を基

に、生物情報のデータベースや小山町版レッドデータブックを作成す

るなど、環境に関わる事業に活用できる情報を整備していきます。 

(ⅲ)生物の生育・生息環境の変

化の把握 

 

③ 生物の生育・生息環境の保全と創出 

貴重種や地域の生態系を代表する種(シンボル種)の生育・生息環境

の保全に取り組みます。また、公共施設や水路、住宅地などで地域の

生態系に合った環境づくりを進めます。 

(ⅳ)農林漁業被害への対応 

 

④ 農林漁業被害の防止 

国や県などの関係機関と連携して、農地や人家周辺に野生鳥獣が侵

入したり、誘引されたりしないような防止策を充実させることに取り

組みます。 
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(３)取り組み内容 

取り組み 
取組

時期 
具体目標 

H29 

実績 
目標値 

目標

年次 
進捗率 担当課 

①外来種の増

加の抑制と

侵入の防止 

Ｂ 
道路・河川整備に伴う法面緑化材

の在来種の採用 
０箇所 １箇所 H35 ０％ 建設課 

① 平成２９年度は法面緑化材を使用する工事箇所がなかったため未実施でしたが、法

面緑化材を使用する場合は在来種を使用していきます。 

 

②生物情報の

収集とデー

タベース化 

Ｄ 
文献調査及び現地調査の実施によ

る生物情報の発信（地区数） 

１地区 

累計 

２地区 

４地区 H35 50％ 
くらし

安全課 

② 平成２６年度に生物情報について文献調査を実施しました。 

現地調査については、平成２９年度に生土地区の西沢川で水生生物調査を実施し、

日本版平均スコアによると「きれいな水」という評価となりました。 

 

③生物の生

育・生息環

境の保全と

創出 

Ｄ 

自然環境に影響のありそうな開発

などに対する土地利用委員会を通

じた指導状況 

指導実

施 

11 件 

指導実

施 
H35 100％ 

くらし

安全課 

③ 開発に伴う土地利用承認申請案件１１件について、土地利用指導要綱により小山町

の水質汚濁等遵守の指導を実施しました。 

 

④農林漁業被

害の防止 Ａ 有害鳥獣捕獲の頭数（頭/年） 
134

頭 

350

頭 
H35 38％ 農林課 

④ 小山町猟友会の協力のもと有害鳥獣（シカ・イノシシ）を 134 頭捕獲し鳥獣被害

の防止に努めました。町内の開発等により鳥獣の生息域が散らばっていることもあ

り、捕獲頭数は減少傾向にありますが、被害については、思うように減少していない

のが実状です。 

  この他に、県から委託されている管理捕獲におけるニホンジカの捕獲頭数は、369

頭です。 

 

※取組時期 Ａ：可能な限り早期に着手 Ｂ：概ね 3 年を目処に着手 Ｃ：概ね 5 年を目処に着手 Ｄ：5 年を超えるもの 
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１－２ 快適な空間 

 

(1)施策対象分野 １－２－(１)公園・緑化・花壇 

(2)現状 

 公園の現況 

現在、町内には豊門公園をはじめとする都市公園、足柄ふれあい公園などの農村公園、須走なかよし

公園などの子供の遊び場(児童公園と地区広場)、運動場などの公園・緑地が各所に整備されています。

町民一人当たりの公園面積は 7.3 ㎡です。 

 緑化の現況 

緑化については、小中学校や公共施設で緑化が行われていますが、町民や事業所に対する緑化促進

の取り組みは緑化フェアのみとなっています。また、花壇づくりは須走本通りのほか、小中学校や各地

のボランティアによって個別に進められています。 

 

◇課題 ◇取り組み 

(ⅰ)公園に対するニーズの変化へ

の対応 

① 既存公園の再生とネットワーク化 

既存公園を地域住民の意見などにより再生し、より魅力のある

公園づくりを行うとともに、これらの公園をネットワーク化し、

町全体の公園利用をより魅力あるものとします。 

(ⅱ)公園の整備・維持管理における

住民参加の促進 

② 多様な利用者を想定した特色ある公園づくり 

子供たちのみではなく、高齢者や観光客などの利用も勘案し、

多様な利用者を想定した公園づくりを行います。 

(ⅲ)公園の育成 ③ 行政と住民等の協働による公園づくりや公園の育成 

公園の整備に当たっては、地域住民の参加が不可欠であり、公

園の計画や施工、管理など可能な範囲で、行政と町民などの協働

による公園づくりや育成を行います。 

(ⅳ)緑化を促すしくみがない ④ 地域性を活かした緑化や花壇づくり 

地域の緑化や花壇づくりでは、まちなみの重要な要素であるた

め、地域の気象や集落のイメージなどにあわせた整備や管理を行

います。 

 

(ⅴ)花壇づくりの推進 ⑤ 公共施設等の緑化推進 

地域の緑化の核として公共施設を位置づけ、率先的に緑化を推

進します。 

⑥ 普及啓発と緑化指導の強化 

公園緑地に関する意識啓発と利用などの促進のため、普及啓発

と緑化指導を行います。 
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 (３)取り組み内容 

取り組み 
取組

時期 
具体目標 

H2９ 

実績 
目標値 

目標

年次 
進捗率 担当課 

①既存公園の

再生とネッ

トワーク化 

Ｂ 
町民参加型の公園づくりの推

進（総数：23 箇所） 

２箇所 

累計：1６箇所 

２３箇

所 
H35 ７０％ 

都市整

備課 

① 魅力ある公園づくりに向け住民参加型のワークショップを開催しました。ワークシ

ョップの意見を反映した公園として平成２９年度に金時公園を再整備すると共に豊

門公園の再整備も実施しました。 

 

②多様な利用

者を想定し

た特色ある

公園づくり 

Ｂ 

地域特性を活かした公園づく

りの実施「小山、北郷（都市計

画マスタープラン）」 

２箇所 ２箇所 H35 
100

％ 

都市整

備課 

② 都市計画マスタープランにより駿河小山駅周辺及び北郷地区の２箇所について公

園整備を実施する目標としていましたが、先ずは直近事業として計画している金時公

園や豊門公園について地域特性を加味した公園づくりをＨ29 年度に実施しました。 

③行政と住民

等の協働に

よる公園づ

くりや公園

の育成 

Ｂ 
地域住民による維持管理の推

進（総数：23 箇所） 

９箇所 

累計：２３箇所 

２３箇

所 
H35 

100

％ 

都市整

備課 

③ 住宅地内の公園は地区と協定を締結し、シニアクラブや自治会等地区住民による公

園管理・公園づくりができています。工業団地内や商業地内の公園については協定が

なく、管理は業者委託となっています。今後は協定による管理以外の方法で町民に参

加してもらえる公園づくりを検討し、各関係団体にも協力を仰ぎ事業を進めていきま

す。Ｈ29年度において集落支援員制度を活用した地域住民による維持管理を推進し、

町内の公園 23 箇所の維持管理体制を整えました。 

④地域性を活

かした緑化

や花壇づく

り 

Ｂ 
公共施設における花壇づくり

の実施（本庁、3 支所等） 

0 施設 

累計：5 施設 
４施設 H35 

125

％ 

総務課

他３ 

④ 本庁、３支所及び文化会館で花壇づくりを実施しています。今後も引き続きプラン

ターや花壇を管理していきます。 

⑤公共施設等

の緑化推進 Ｃ 
小中学校の花壇の整備や畑の

耕作実施（小中学校 8 校） 
累計：8 校 ８校 H28 

100

％ 

こども育

成課・ 

農林課 

⑤ 全校で実施済みです。 

小山町花の会に入会し、グリーンバンクから春と秋に配布される花の種や球根を利

用して花壇の整備を進めます。町内では小中学校を含め約 40 団体がグリーンバンク

を活用しています。今後も継続して花壇整備を実施します。このほか、婦人会から小

中学校、こども園等へ花の苗木が提供され、緑化を推進しています。 

⑥普及啓発と

緑化指導の

強化 

Ｂ 

普及啓発(イベントの開催や小

冊子の作成など)と緑化指導の

強化 

指導無 
緑化指

導 
H35 ０％ 

都市整

備課 

⑥ 公園緑地における花壇設置の指導はしておらず、具体的な指導要綱や技術基準も無

いため何も取組めていない状況となっていますが、課題に向けて必要となる仕組みを

つくり、指導をしていきます。Ｈ２９年度は金時公園の芝生化に向け、公益財団法人 

静岡県グリーンバンクと協議し、30 年度に実施することとなりました。 

 

※取組時期 Ａ：可能な限り早期に着手 Ｂ：概ね 3 年を目処に着手 Ｃ：概ね 5 年を目処に着手 Ｄ：5 年を超えるもの 
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(1)施策対象分野 １－２－(２)まちなみ・まちづくり 

(2)現状 

 景観の現状 

現在、小山町は景観への取り組みとして、富士山の世界遺産登録に合わせ平成 25 年度に景観行政

団体へ移行するための準備、平成 27 年度に景観計画の策定と景観条例の施行を目指しています。ま

た、現在適用されている条例としては静岡県屋外広告物条例があります。 

 交通の現状 

町内においても自動車保有台数が増加しており、これにより路線バスなどの公共交通は衰退してい

ます。小山町では誰もが利用しやすい公共交通の実現に向け、地域に公共交通総合連携計画の策定を

進めています。 

 

◇課題 ◇取り組み 

(ⅰ)水との関わり方の変化 ① 水辺を活かしたまちづくり 

身近な水辺を活かした、小山町らしいまちづくりを行います。 

(ⅱ)歴史・文化遺産の活用 ② 歴史・文化遺産の保全と活用 

史跡や石造物など多様な歴史・文化遺産を保全し、まちづくり

や観光の視点から持続可能な利用を図ります。 

(ⅲ)統一感のあるまちなみづくり ③ 景観重点地区設定によるまちなみへの取り組みの具現化 

景観整備の具体事例として景観重点地区を設定し、景観整備に

よる効果を具体化します。 

(ⅳ)歩行者や自転車利用者の安全

の確保 

④ 観光地のネットワーク化と歩いて楽しいまちづくり 

各種の観光拠点をネットワーク化し、連携して観光やまちづく

りを進めることにより、歩いて楽しいまちづくり（歩道整備等）

を行います。 

(ⅴ)各種利用拠点の連携 ⑤ 公共交通の充実 

町民や観光客など誰もが利用しやすい公共交通とするため連

携計画を策定し、計画の実現に向けて協働で取り組みます。 

また、パーク＆ライドなどの取り組みにより鉄道交通の利用を

促進します。 

⑥ 自転車の利用促進と自転車道のネットワーク整備 

環境に優しい交通機関として自転車の利用を促進するととも

に、自転車道のネットワークを整備します。 
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(３)取り組み内容 

取り組み 
取組

時期 
具体目標 

H29 

実績 
目標値 

目標

年次 
進捗率 担当課 

①水辺を活か

したまちづ

くり 

Ｂ ビオトープの整備（累計） 
0 箇所 

累計：５箇所 
５箇所 H28 100％ 農林課 

① 中島・湯船・上野（２か所）、総合文化会館にホタルのビオトープを設置し管理し

ています。また、足柄地区の農村ふれあい公園では、県による鮎沢川親水護岸工事が

実施され、親水空間が整備されました。 

②歴史・文化

遺産の保全

と活用 

Ｂ 文化財マップの作成 
マップ

作成済 

マップ

作成 
H28 100％ 

生涯学

習課 

② 平成 28 年度に作成した文化財マップを利用し、文化財学習の教材とするとともに

道の駅等にも配架し、町内外の来訪者へ周知しました。今後は、新たに指定した文化

財についても掲載し、引き続き周知活動に努めます。 

③景観重点地

区設定によ

るまちなみ

への取り組

みの具現化 

Ａ 景観重点地区の設定（全 3 区域） 3 区域 3 区域 H28 100％ 
都市整

備課 

③ 景観重点地区（冨士浅間神社区域、国道 138 号沿道・周辺区域）となる３区域全

てが平成 27 年４月１日より適用済みです。今後は対象地区が景観形成の基準に適合

するよう指導をしていきます。Ｈ29 年度において景観重点地区内は２件について指

導を行いました。 

④観光地のネ

ットワーク

化と歩いて

楽しいまち

づくり 

Ｂ 観光振興計画の策定 
計画の

推進 

計画の

策定 
H26 100％ 

商工観

光課 

④ 平成２6 年度に観光振興計画を策定しました。平成２８年度に観光振興計画アクシ

ョンプランを作成し、計画の推進に努めています。観光交流人口 500 万人を達成す

るために観光に関する様々な項目ごとに目標値を設定し、進捗率のとりまとめを行っ

ています。計画には各ハイキングコースの整備・活用も含まれます。 

⑤公共交通の

充実 Ａ 

町が「快適な公共交通の整備に

取り組んでいる」と回答する町

民の割合 

25％ 50％ H31 50％ 
町長戦

略課 

⑤ 小山町地域公共交通網形成計画（改訂版金太郎公共交通計画）の素案を平成 28 年

6 月に策定しました。また、既存バス路線等の評価及び検証を行うことにより、毎年

度の生活交通確保計画を策定しました。このほか、平成２６年１０月から自主運行バ

ス及び小山地域における実証実験の運行を開始し、利用者の増加や利便性の向上を図

るため、ダイヤ改正等を実施しました。Ｈ29 年度は、自主運行バス等の利用促進と

利便性の向上を図るため、新たに統合型バスマップを作成しました。また、「公共交

通フォーラム」を開催し、有識者による基調講演やパネルディスカッション、各種イ

ベント等を通じて、公共交通への理解を深めていただきました。今後も引き続き公共

交通の利便性の向上を目指し、地域公共交通審議会で検討していきます。 

⑥自転車の利

用促進と自

転車道のネ

ットワーク

整備 

Ｂ 駅や高速バス停の駐輪場整備 
0 箇所 

累計：2 箇所 
4 箇所 H35  ５０％  

都市整

備課 

建設課 

⑥ 現在、駿河小山駅に駐輪場を設置していますが、足柄駅については整備できてい

ません。駅舎の改築に合わせて計画していきます。また、東名小山バス停駐車場の利

用形態を見ますと、自転車の利用実績が無いように思われます。今後も駐車場の利

用状況を確認し、必要が有れば駐輪場を整備します。東名足柄バス停駐車場につい

ては、平成 29 年 10 月に駐輪場を整備しました。 

※取組時期 Ａ：可能な限り早期に着手 Ｂ：概ね 3 年を目処に着手 Ｃ：概ね 5 年を目処に着手 Ｄ：5 年を超えるもの 
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 (1)施策対象分野 １－２－(３)眺望と田園景観 

(2)現状と課題 

 眺望と田園景観の現況 

現在、計画的な土地利用の推進のため土地利用計画の策定をすすめており、また景観行政団体の指

定についても検討をすすめています。 

 

◇課題 ◇取り組み 

(ⅰ)田園景観を保全するしくみ

づくり 

 

① 土地利用計画などの策定 

景観に大きく影響する土地利用について計画的に実施し保全すべ

き景観を守ります。 

② 総合的な景観施策の展開 

景観法による景観行政団体となり独自の景観施策を展開するな

ど、町としての総合的な景観を保全・創出するしくみをつくります。 

③ 小山町らしい景観の保全 

田園風景や湧水、富士山や金時山の眺望など小山町らしい景観を

保全します。 

 

 

(３)取り組み内容 

取り組み 
取組

時期 
具体目標 

H2９ 

実績 
目標値 

目標

年次 
進捗率 担当課 

①土地利用計

画などの策

定 

Ａ 景観計画及び景観条例の策定 
条例策

定済 
条例策定 H27 100％ 

都市整

備課 

① 景観計画の策定と、小山町景観条例及び小山町景観条例施行規則を平成 27 年度に

制定しました。今後は、これらの計画及び条例等による指導を実施していきます。 

Ｈ29 年度の指導件数は９件です。 

 

②総合的な景

観施策の展

開 

Ａ 景観行政団体への移行 
団体移

行済 

景観行政

団体移行 
H26 100％ 

都市整

備課 

② 平成２６年７月１日に景観行政団体に移行しました。今後は、制定した景観条例等

による指導を実施していきます。Ｈ29 年度の指導件数は９件です。 

 

③小山町らし

い景観の保

全 

Ａ 
景観条例を制定し景観や環境

に配慮するよう誘導 

条例制

定済 
条例制定 H27 100％ 

都市整

備課 

③ 小山町景観条例及び小山町景観条例施行規則を平成 27 年度に制定しました。制定

した景観条例に基づき企業などが景観や環境に配慮するよう誘導します。Ｈ29 年度

の指導件数は９件です。実施している案件は、景観形成基準に基づき、配置、形態、

壁面デザイン、色彩等についてチェックしています。 

 

※取組時期 Ａ：可能な限り早期に着手 Ｂ：概ね 3 年を目処に着手 Ｃ：概ね 5 年を目処に着手 Ｄ：5 年を超えるもの 
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 １－３ 農業 

 

(1)施策対象分野 １－３－(１)農業をとりまく環境 

(2)現状 

 減少する農家と農地 

小山町の基幹産業である農業は、稲作を主軸として、豊富な湧水を利用した水かけ菜やわさびなど

が栽培されています。農家は、平成 22 年度で町内に 773 戸あり、町内の全戸数の約１割を占めてい

ます。経営面など農業を取りまく環境は厳しさが増しており、農家数は年々減少する傾向にあります。

特に規模の小さい兼業農家が大きく減少しています。 

農家数の減少に合わせて、農地も減少傾向にあり、担い手不足などから耕作が行われなくなった農

地が町内に点在しています。手入れがされなくなった耕作放棄地は雑草が生い茂り、農業にとっての

害虫の発生源になるなど、環境上の問題も抱えています。 

 

◇課題 ◇取り組み 

(ⅰ)農地の荒廃と減少が進んでい

る 

① 農業を続けられる環境の整備 

小山町の農業の魅力を高め、農業者が意欲的に農業を続けてい

くことのできるような環境整備を進めます。具体的には、地産地

消のシステムづくりや新たな担い手の確保などです。 

② 耕作放棄地の有効活用 

基盤整備や作付を推進し、耕作放棄地の有効活用を図ります。 

(ⅱ)農業従事者不足や高齢化によ

る農業の継続が困難になってい

る 

③ 情報の蓄積と相談窓口の整備 

耕作放棄地となっている農地の把握や農業者の斡旋などのし

くみづくりを進めます。 

④ 農作業体験や新規就農の支援 

将来の就農を視野に入れた農作業体験の実施を行います。 

青年就農給付金など、補助制度の活用を推進し、新規就農支援

を進めます。 
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(３)取り組み内容 

取り組み 
取組

時期 
具体目標 

H29 

実績 
目標値 

目標

年次 
進捗率 担当課 

①農業を続け

られる環境

の整備 

Ａ 

地元産農産物の消費拡大の推進、農

産物直売所の販売額（道の駅ふじお

やま） 

116

百万 

138

百万 
H32 84％ 農林課 

① 道の駅ふじおやまの販売額実績は前年度と比較し横ばいでした。 

なお、地産地消の評価として、JA フレッシュ市、足柄農産物出荷組合、道の駅す

ばしり、無人販売、学校給食等により、地場農産物の地元消費量は伸びています。 

 

②耕作放棄地

の有効活用 
Ａ 

効率的で安定した農業経営を目指

す認定農業者の数（人） 

4 人 

累計：32 人 
30 人 H35 

106

％ 
農林課 

② 新規に４経営体が増加しました。 

地区別人数は、小山 5 人、足柄 3 人、北郷２４人（４法人含む）であり、偏りが

あります。引き続き地域での担い手を増やし、農地の有効活用を進めます。 

 

③情報の蓄積

と相談窓口

の整備 

Ａ 
担い手の農地集積率（分母農地面積

570ha） 

30.7

％ 
50％ H35 61％ 農林課 

③ 担い手が増加したこともあり、担い手への集積はやや増加しました。中山間地域

である当町にとって、国の目標とする 80％は高すぎますが、担い手の育成ともに兼

業農家を育成し、耕作放棄地や遊休農地の減少に努めていきます。 

 

④農業体験や

新規就農の

支援 

 

Ｂ 新規就農者数  ０人 
１人/

年 
H35 0％ 農林課 

④ 新規就農者の実績はありませんでしたが、27 年度のトマトに加えて 28 年度は

新たに用沢区で「いちご」の生産が始まるなど、施設園芸の取組みが増加していま

す。いちごの実績は、現在、面積 13a、生産量 7500 ㎏です。 

 

※取組時期 Ａ：可能な限り早期に着手 Ｂ：概ね 3 年を目処に着手 Ｃ：概ね 5 年を目処に着手 Ｄ：5 年を超えるもの  
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(1)施策対象分野 １－３－(２)環境保全型農業・資源循環型農業 

(2)現状 

環境にやさしい農業、農産物への関心が高まりつつあります。また、平成 16 年に道の駅ふじおや

まに農産物直売所が開設し、水稲専作農業経営から畑地化・野菜へと移りつつあることから、堆肥の需

要が年々増加している状況にあります。そのため、生ごみ、食品廃棄物等バイオマス資源を活用した

「環境保全型農業」への関心が高まっています。 

農薬の取り扱いについては、農業者において流出防止のための措置がとられています。不要となっ

た農薬は JA により回収が行われています。また、マルチなどの農業用廃プラスチックの回収も進め

られています。 

 

◇課題 ◇取り組み 

(ⅰ)環境保全と環境への負荷の

少ない農業 

① 環境保全型農業の推進 

農業者は、農薬・除草剤・化学肥料の使用を削減し、目標値を遵

守するとともに、環境保全型農業を推進します。また、家庭菜園等

を営む町民も、農薬・除草剤・化学肥料などの使用を控えます。 

② 資源循環型農業の推進 

地域で生み出される有機廃棄物の堆肥化を進め、地域内の資源循

環型農業を推進します。 

③ 農業用資材の環境負荷低減 

農業に用いる資材は、環境負荷の低いものを使用するようにしま

す。 

 

 

(３)取り組内容 

取り組み 
取組

時期 
具体目標 

H2９ 

実績 
目標値 

目標

年次 
進捗率 担当課 

①環境保全型

農業の推進 
Ａ 

環境に配慮し農業に取り組む農業

者エコファーマーの認定数（人） 

0 人 

累計：27 人 
２６人 H28 

104

％ 
農林課 

① エコ栽培米出荷組合の組合員数。 

平成２８年度から環境直接支払いを実施し、環境にやさしいエコファーマーの推

進を実施してます。野菜についても減農薬の取組みの需要が高まり、ＪＡによる栽

培指導により安全安心な野菜づくりを推進していきます。 

  特に、食品安全・環境保全・労働安全等の持続可能性を確保するためにＧＡＰ

（農業生産工程管理）について、周知していきます。 

②資源循環型

農業の推進 
Ｄ 堆肥製造施設件数 

0 件 

累計：2 件 
２件 H35 

100

％ 
農林課 

② 鈴木牧場にて堆肥を製造し、販売しています。 

平成２８年度から、㈱サンファーマーズ（アメーラトマト）において堆肥の製造

を始めています。 

 

③農業用資材

の環境負荷

低減 

Ａ 
JA で実施する使用済みマルチの

回収量（t） 
5.4t 4.5t H35 

120

％ 
農林課 

③ JA が使用済みマルチを回収し、農業用資材のリサイクルを推進しています。 

  平成 29 年度のマルチの回収は、平成 28 年度に比べ 1.3t 増加しました。 

 

※取組時期 Ａ：可能な限り早期に着手 Ｂ：概ね 3 年を目処に着手 Ｃ：概ね 5 年を目処に着手 Ｄ：5 年を超えるもの 
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(1)施策対象分野 １－３－(３)地産地消と食育 

(2)現状 

 注目される地元産農産物 

「安全・安心・新鮮・おいしい」を旗印に、地元産農産物が注目を集めています。現在、町内の各地

区に農産物直売所があり、地元産農産物の消費を拡大する試みが行われています。地元産農産物を地

元で消費する地産地消は、食糧の多くを海外からの輸入に頼るわが国にとって食糧の自給率を高める

ことであり、遠くから運ばれてくる際に消費するエネルギー(フードマイレージ)を下げることにもつな

がります。 

 

◇課題 ◇取り組み 

(ⅰ)地元産農産物の需給拡大 

 

① 地産地消の推進 

地産地消をさらに推進します。 

② 農産物の小山町ブランドをつくる 

知名度の向上や安定供給の確保のために、地元産農産物の

ブランド化を進めます。 

③ 農と食育 

地元産農産物への理解を深める食育を進めます。 

 

 

(３)取り組み内容 

取り組み 
取組

時期 
具体目標 

H29 

実績 
目標値 

目標

年次 
進捗率 担当課 

①地産地消の

推進 
Ａ 

農産物直売所の販売額（道の駅ふ

じおやま） 

116

百万 

138

百万 
H32 84％ 農林課 

① 道の駅ふじおやまの販売額実績は前年度と比較し横ばいでした。 

なお、地産地消の評価として、JA フレッシュ市、足柄農産物出荷組合、道の駅す

ばしり、無人販売、学校給食等により、地場農産物の地元消費量は伸びています。 

②農産物の小

山町ブラン

ドをつくる 

Ｄ 農産物加工品の小山町ブランド数 
1 件 

累計：5 件 
５件 H35 100％ 農林課 

② 29 年度に「干し芋」がブランド化され、ブランド数は５件（コシヒカリ、水掛菜、

トマト、わさび、干し芋）となりました。さつまいも（紅はるか）の作付けも順調に

増え、評判も上々で、期待されている商品です。今後は、「もち」について、推進し

ていきます。 

③農と食育 

Ａ 
町内各園・小学校の農業体験プロ

グラム数 

累計：7 園 

累計：5 校 

7 園 

5 校 
H35 100％ 

農林課 

健康増

進課 

③ 全園・全校で実施済みです。 

幼稚園・保育園・こども園（レッツゴーファーム）、小学校（5 年生）が、農業委

員会の協力により農業体験を実施しています。このほか、婦人会の協力により親子料

理教室、レッツゴーキッチン、4 才児のプレキッチン、みんなの味を楽しむ会が開催

されています。 

※取組時期 Ａ：可能な限り早期に着手 Ｂ：概ね 3 年を目処に着手 Ｃ：概ね 5 年を目処に着手 Ｄ：5 年を超えるもの 
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２．きれいな水と空気、安全な生活環境 

 

 ２－１ 水 

 

(1)施策対象分野 ２－１－(1)水質・水量 

(2)現状 

小山町の環境の特徴の一つとして「豊かな水」があげられます。河川の水質検査は町内各地で行われ

ていますが、水質や水量を評価し監視する体制は整っていないのが現状です。 

河川の水の汚れは、須走地区の下水道普及などにより、一時期よりは改善してきていますが、水質の

経年的な変化の把握や評価がされていないため、水質が悪化している懸念があります。また、小山町の

地下水は豊富といわれています。産業等の発展にともない、地下水汲み上げ量が増える可能性がある

ため、地下水の経年的な変化の把握や評価、保全のための対策が必要となっています。 

 

◇課題 ◇取り組みの方向性 

(ⅰ)水質・水量の監視体制の強化が必要 

 

① 水質・水量の定期検査、監視体制を整える 

水質調査は町内約 34 箇所の河川で行われていますが、

経年的な比較などを含め水質の状況を把握します。地下

水位調査は町内 2 箇所において実施していますが、いっ

そうの地下水量の把握に努めます。 

② 情報の公開 

水質・水量の調査結果の町民への情報提供のあり方に

ついて検討していきます。 

③ 水質を汚染する物質の管理と水質浄化の推進 

水質悪化防止対策として、水質汚染物質の管理(下水道

整備や事業所対策、各家庭の排水処理)と普及啓発などを

進めます。 

(ⅱ)水質悪化・水量減少の懸念がある 

 

④ 水を利用した産業からの水質維持 

水を利用した産業(わさび栽培やニジマス養殖)も盛ん

ですが、水質確保への協力や流出する水の水質維持に努

めます。 

⑤ 河川の清掃と浄化機能の確保 

堰や河川へのごみ投棄の防止や清掃活動をいっそう推

進します。また河川の浄化機能向上を目指し、必要な河川

流量の確保や自然型護岸の整備を進めます。 

⑥ 地下水保全のための取り組みを進める 

地下水を保全する取り組みとして、地下水くみ上げの

届出制度や条例など保全のための施策・制度を検討・制定

していきます。また、節水や地下水のかん養(雨水浸透、

透水性舗装、水田)のための取り組みを進めます。 
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(３)取り組み内容 

取り組み 
取組

時期 
具体目標 

H29 

実績 
目標値 

目標

年次 
進捗率 担当課 

①水質・水量

の定期検

査、監視体

制を整える 

Ａ 
地下水位の定点観測の実施 

（２箇所） 

観測実施

(２箇所) 

観測実施

(2 箇所) 
H28 

100

％ 

町長戦

略課 

① 棚頭・一色地区の２箇所において定点観測を毎月実施して地下水位を監視し、年間

データをまとめ、過去と比較して変化が無いことを確認しています。また、町内事業

所の揚水量調査を年１回実施し、揚水状況を把握しています。 

湧水地については、夏・冬の年２回町内１０箇所の調査を行い、湧水量が過去と比

較して変化が無いことを確認しています。今後も上記活動を実施し、地下水の監視を

継続していきます。 

②情報の公開 
Ｃ 

町内河川３０箇所の水質情

報の公開 

３０ 

箇所 

30 

箇所 
H29 

100

％ 

くらし

安全課 

② 小山町環境基本計画の年次報告書に町内河川３０箇所の水質情報を記載し、町Ｈ

Ｐで毎年公開しています。 

③水質を汚染

する物質の

管理と水質

浄化の推進 

Ａ 
下水道への接続と合併浄化

槽設置の促進 

62.5％ 

(暫定) 
76.9％ H35 

81.3

％ 

上下水・ 

おやま

で暮ら

そう課 

③ 須走地区において、下水道未接続世帯に対し、接続促進 PR を継続して実施しまし

た。（接続率 95.9％）また、合併浄化槽については、補助金を活用し４８基設置し

ました。今後は、公設浄化槽事業等の検討を行い、合併浄化槽設置促進に努めます。 

（4,271 人（公共下水道）+7,492 人（合併浄化槽））／18,815 人（町全体） 

合併浄化槽 7,492 人は 2,280 世帯に相当します。 

④水を利用し

た産業から

の水質維持 

Ａ 

ニジマス養殖産地に適合し

た水質確保のため、定期的な

水質検査の継続 

検査実

施 4 回 

検査実施 

4 回 
H26 

100

％ 

くらし

安全課 

④ 養殖場取水口で年４回、ＢＯＤ他 15 項目の水質検査を実施し、大腸菌群数が環境

基準値（1000MPN/100ml 以下）を超えた回数が３回ありましたが、他の項目に

ついては基準値内でした。引き続き水質検査を行い、水質確保に努めます。 

⑤河川の清掃

と浄化機能

の確保 

Ｂ 

堰や河川へのごみ投棄防止

の看板設置や地域清掃活動

の実施 

看板設

置・清

掃実施 

看板設置

清掃活動 
H26 

100

％ 

くらし

安全課 

⑤ 不法投棄のパトロール及び回収を毎週４～5 日実施し、不法投棄箇所には看板等を

設置して再発防止に努めています。回収したごみは、7,220 ㎏でした。 

⑥地下水保全

のための取

り組みを進

める 

Ｃ 
地下水位の定点観測の実施

（２箇所） 

観測実施

(２箇所) 

観測実施

(２箇所) 
H35 

100

％ 

町長戦

略課 

⑥ 棚頭・一色地区の２箇所において定点観測を毎月実施して地下水位を監視し、年間

データをまとめ、過去と比較して変化が無いことを確認しています。また、町内事業

所の揚水量調査を年１回実施し、揚水状況を把握しています。 

湧水地については、夏・冬の年２回町内１０箇所の調査を行い、湧水量が過去と比

較して変化が無いことを確認しています。今後も上記活動を実施し、地下水の監視を

継続していきます。 

※取組時期 Ａ：可能な限り早期に着手 Ｂ：概ね 3 年を目処に着手 Ｃ：概ね 5 年を目処に着手 Ｄ：5 年を超えるもの 
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 (1)施策対象分野 ２－１－(２)水資源の有効利用 

(2)現状 

小山町は地下水が豊富なため、これまで資源としての水についてそれほど意識してきませんでした。

そのため雨水利用などに対する意識が低くなっています。またニジマス養殖などの水産業も盛んです

が、一時期よりも生産量は減少してきています。 

 

◇課題 ◇取り組みの方向性 

(ⅰ)水資源利用のあり方を検討す

る 

 

① 水利用のあり方について検討する 

水資源の有効利用のため、流域間や小山町全体を含む広い地域

において水資源の実態を把握し、保全と有効活用のあり方を検討

していきます。 

(ⅱ)水資源を活用した産業の振興 

 

② 再生水・雨水利用の促進 

身近なところで雨水や上水の再利用を進め、水を無駄にしない

取り組みを行います。 

③ 水資源を活かした特産品の需要拡大 

町内ではニジマスなど水資源を活かした産業が盛んなため、こ

れらの活性化を図っていきます。 

 

(３)取り組み内容 

取り組み 
取組

時期 
具体目標 

H29 

実績 
目標値 

目標

年次 
進捗率 担当課 

①水利用のあ

り方につい

て検討する 

Ｃ 
水資源の保全と有効な活用につ

いて県内協議会との情報交換 

情報交

換の実

施 

情報交

換の実

施 

H35 100％ 
町長戦

略課 

① 県の地下水担当者会議や地下水利用対策協議会の活動を通し、情報共有を行って

います。今後も協議会活動に参加し、地下水の保全と有効な活用のあり方について

検討していきます。 

 

②再生水・雨

水利用の促

進 

Ａ 雨水の利用「本庁又は支所」 0 個所 4 個所 H30 0％ 
総務課 

他 3 

② 雨水の利用を検討していますが、施設設置に必要な予算措置が難しいため、実施

に至っていません。今後は実現可能な利用方法の検討を行い、実施したいと考えて

います。 

 

③水資源を活

かした特産

品の需要拡

大 

Ｂ 
ニジマスブランド化、特産品と

しての確立 

特産品

の取組

実施済 

特産品

として

の取組 

H35 100％ 
商工観

光課 

③ 平成２７年９月から、ニジマスの「レッドキャビア」と「切り身」をふるさと納

税の返礼品として登録し、需要の拡大を図りました。平成２９年度の実績として、

レッドキャビア１９件、切り身６件の取り扱いがありました。平成２９年度には商

工会優良推奨品への登録もされたため、今後も須川の清流で育ったニジマスのブラ

ンド力を高めると共に、知名度を上げて更なる販路拡大に努め、特産品としての確

立を進めています。 

 

※取組時期 Ａ：可能な限り早期に着手 Ｂ：概ね 3 年を目処に着手 Ｃ：概ね 5 年を目処に着手 Ｄ：5 年を超えるもの 
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 ２－２ 大気・土壌 

 

(1)施策対象分野 ２－２－(1)大気・土壌 

(2)現状 

小山町では、４地区の測定箇所を２年ごとに順次変えながら大気中のダイオキシン類の定量分析調

査を行っています。 

静岡県では、県下の一般環境大気測定局 59 局で大気汚染物質濃度調査を行っています。小山町の

近くでは、御殿場市役所に測定局がありますが、いずれの測定局においても、近年では基準に対しては

ほぼ横ばい状態で推移しています。 

 

◇課題 ◇取り組みの方向性 

(ⅰ)町内の空気の状況は充分には把握さ

れていない 

 

① 大気や土壌の現状を把握する 

大気や土壌の現状を把握するため、測定地点・項目を検

討し、その数を増やします。また併せて取得したデータを

評価し、町民に公表する取り組みを進めます。 

② 「空気の澄んだまち」を実現する取り組み 

小山町の優れたところである「空気の澄んだまち」を実

現・維持するため、野焼きへの対策やエコドライブの取り

組み、畜産臭気への対策などを行います。 

 

 

(３)取り組み内容 

取り組み 
取組

時期 
具体目標 

H２9 

実績 
目標値 

目標 

年次 
進捗率 担当課 

①大気や土壌

の現状を把

握する 

Ａ 
大気や土壌測定情報を HP や広報へ

の情報公開の実施 

ＨＰに

掲載 

情報公

開の実

施 

H28 
100

％ 

くらし

安全課 

① 町 HP 及び環境基本計画年次報告書に大気環境中のダイオキシン類実態調査結果

（平成 23 年度～29 年度）を掲載しています。現在、ダイオキシン類実態調査測定

結果に問題はありませんが、開発等により環境の変化が想定される場合、測定地点・

測定項目の数を増やす等の検討を行います。 

   

②「空気の澄

んだまち」

を実現する

取り組み 

Ａ 
野焼き原則禁止の普及啓発活動(無

線放送、広報掲載) 

無線放

送・個

別指導 

普及啓

発活動

の実施 

H28 
100

％ 

くらし

安全課 

② 無線放送を通じて野焼き原則禁止の放送を実施しています。また、野焼きの通報等

があったときは、事実関係を確認し指導を行っています。農作業に伴う焼却の苦情も

多いため、農林課と連携し対応していきます。 

 

※取組時期 Ａ：可能な限り早期に着手 Ｂ：概ね 3 年を目処に着手 Ｃ：概ね 5 年を目処に着手 Ｄ：5 年を超えるもの 
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 ２－３ 安全・安心な生活環境 

 

(1)施策対象分野 ２－３－(1)公害 

(2)現状 

ダイオキシン類については、平成１１年 7 月 16 日にダイオキシン類特別措置法が公布され、事業

所から排出されるダイオキシン類の量や大気中の環境基準について、新たに基準が設けられました。

小山町では、平成 12 年度から公共域における大気中のダイオキシン類の量を毎年測定しています。

測定箇所は、小山（役場）、足柄（支所）、北郷（球場）、須走（支所）の各地区の調査個所を 2 年

ごとに変えながら大気調査を実施しています。大気調査は、年間４回、24 時間連続測定を１週間実施

しており、これまで環境基準を上回ったことはありません。 

公害などの苦情は、毎年１件から 20 件程度寄せられています。水質汚濁、騒音、悪臭、廃棄物投棄

などのうち、悪臭によるものが多く寄せられています。大気汚染、土壌汚染、振動および地盤沈下に関

する苦情は寄せられていません。悪臭の主なものは、堆肥の臭いによるものです。 

また、不法投棄は、人目につきにくい河川や山間部などに多くみられます。小山町では、毎年 7ｔか

ら 8ｔを超える不法投棄が確認されています。不法投棄物件の区分としては、鉄類、粗大性可燃ごみ、

自転車、廃タイヤなどが多くなっています。 

農薬類については、小山町は県下でも有数のゴルフ場所在自治体です。静岡県では、「ゴルフ場にお

ける農薬の安全使用暫定指針」および「静岡県ゴルフ場における農薬使用指導要領」により、農薬使用

管理責任者の選任と届出、毎年の防除計画報告書および農薬使用実績報告書の提出、年 2 回（6 月、

9 月）の水質測定、更には、農薬の適正な管理や使用方法について、報告義務を求めるとともに、排水

について立入検査を実施しています。 

平成 13 年度に県が実施した立入検査では、農薬の管理およびゴルフ場の調整池や排水口から採取

した水の分析結果からは、異状はなく、適正に管理運営されていました。 

農業における取り組みとしては、不要農薬の回収がＪＡにより行われています。この他にＪＡのラ

ジコンヘリによる農薬の一斉空中散布、トレーサビリティー（生産履歴管理システム）の充実、特別栽

培米（ブランド米）の推奨により、結果的に農薬の減量につながっています。 

 

◇課題 ◇取り組み 

公害について、現状では重大な問題は起

きていませんが、産業等の発展に伴い、い

ずれかの問題が発生する可能性もありま

す。特に懸念があるものとして、騒音・光

害・振動・化学物質などが挙げられます。

またポイ捨て・不法投棄については、以前

から各地で目立っており、苦情件数も多く

なっています。 

農薬については、水路などへの流出や土

壌へのしみこみが起きないよう、防止措置

を講じることが必要です。また、より環境

への負荷の少ない農業、安全・安心な農産

物生産を目指し、環境保全型農業をさらに

推進することが求められます。 

① 周囲環境に配慮した音量・音の出し方を工夫する 

騒音については、周囲環境に配慮した音量や音の出し

方を工夫する取り組みを進めます。 

② 小山町の景観や植生に配慮した照明を導入する 

光害については、農業への影響軽減と不必要な夜間照

明への対策を行います。 

③ 自動車交通を適正に管理し、振動被害を軽減する 

振動については、自動車交通などへの対策を進めます。 

④ 工場などの振動を適正に管理する 

⑤ ポイ捨て・不法投棄をなくす 

ポイ捨て・不法投棄対策では、条例を制定しています

が、更なる意識啓発をしていきます。 

⑥ 有害化学物質の適正管理 

農業者は、農薬・除草剤・化学肥料の使用を削減し、目

標値を遵守するとともに、環境保全型農業を推進します。

また、家庭菜園などを営む町民も、農薬・除草剤・化学肥

料などの使用を控えます。 
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(３)取り組み内容 

取り組み 
取組

時期 
具体目標 

H29 

実績 
目標値 

目標

年次 
進捗率 担当課 

①周囲環境に

配慮した音

量・音の出

し方を工夫

する 

Ａ 

公共施設から発生する騒音

の周辺環境への配慮と適切

な対策の実施 

苦情無 
適切な対

策の実施 
H26 10０％ 総務課 

① 現在、公共施設から発生する騒音による苦情は有りませんが、苦情が有った場合は

法令に従い周辺環境への配慮と適切な対策を実施します。 

②小山町の景

観や植生に

配慮した照

明を導入す

る 

Ａ 
公共施設での夜間照明施設

の使用時間の制限の実施 

苦情無午

後 9 時迄 

使用時間

の制限 
H26 100％ 

生涯学

習課 

② 小山中学校、北郷中学校、須走小学校にある夜間照明施設の使用時間を午後９時

迄に制限し周辺への配慮を行っています。現在まで、夜間照明について苦情等はあ

りませんが、今後、苦情や弊害等があった場合は周辺環境への配慮と適切な対策を

実施します。 

 

③自動車交通

を適正に管

理し、振動

被害を軽減

する 

Ｂ 
荒れた舗装道路の修繕・補

修の実施「予算内」 
修繕実施 修繕実施 H26  100％ 建設課 

③ 建設課職員が町道をパトロールし、随時穴埋めの応急対応をしています。直営で

対応できない箇所は業者に依頼し修繕・補修を実施しています。 

富士見橋の土地利用における大型車両通行計画では、通行量を 148 台～378 台

／日としています。 

 

④工場などの

振動を適正

に管理する 

Ａ 
住民からの通報へ迅速に対

応し原因者への指導 

原 因 者 へ

の 指 導 ０

件 

原 因 者 へ

の指導 
H26 100％ 

くらし

安全課 

④ 平成 29 年度は、振動に対する苦情はありませんでした。 

  今後も苦情等の通報を受けたときは迅速に現場を確認し、対応していきます。 

 

⑤ポイ捨て・

不法投棄を

なくす 

Ａ 不法投棄量の削減 7,220 ㎏ 10,258 ㎏ H30 100％ 
くらし

安全課 

⑤ 不法投棄のパトロール及び回収を週４～5 日実施し、不法投棄箇所には看板等を設

置して再発防止に努めています。廃棄物から排出者の特定ができる場合には指導を実

施しています。また、一般廃棄物の大量投棄や産業廃棄物の投棄があった場合は、御

殿場警察署に通報して対応します。また、環境衛生自治推進協議会、国交省及び小山

高校生と協力し、国道 246 号のｸﾘｰﾝｱｯﾌﾟ事業を実施しました。 

また、看板設置以外の不法投棄されないための対策として、国交省により国道 246

号に鳥居が設置されました。 

 

⑥有害化学物

質の適正管

理 

Ａ 
有害化学物質の管理と取り

扱いについての指導 
管理指導 管理指導 H30 100％ 

くらし

安全課 

⑥ 法令に従い「水質汚濁防止法有害物質貯蔵指定施設設置届」が提出されています。 

（三菱マテリアル㈱６施設、四国化工機㈱１施設、㈱ジーシー１施設） 

町では、静岡県とともに計画的に水質汚濁防止法に基づく水質立入検査を実施し、

事業者の指導を行っています。 

※取組時期 Ａ：可能な限り早期に着手 Ｂ：概ね 3 年を目処に着手 Ｃ：概ね 5 年を目処に着手 Ｄ：5 年を超えるもの 
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３．循環型の社会 

 

 ３－１ モノの循環 

 

(1)施策対象分野 ３－１－(1)３Ｒをすすめる 

(2)現状 

 ごみの収集量が増えている 

家庭系ごみと事業系ごみを合わせたごみの収集量は、横ばい状態にあります。ごみは基本的に固形

燃料にするＲＤＦ方式により処理されており、処理にかかる費用も膨大な金額となっています。現在、

平成 27 年度の稼働を目指しストーカ式ごみ焼却施設の建設が進んでおり、町民の利便性の向上と処

理経費の節減が期待されています。 

 

◇課題 

(ⅰ)ごみの量の増加 

町民一人あたりの排出量が多いことが課題です。原因としては、大量生産・大量消費社会となった現

在、使い捨ての製品が増えてきていることなどが挙げられます。また、レジ袋や資源物を分別せずに可

燃ごみとして出していることもごみを増やす一因です。一部の消費者や事業者の分別に対する意識が

低いことが課題となっています。 

(ⅱ)制度・社会構造の問題 

事業系のごみが増えてきていることは、事業所自体が増加していることもありますが、ごみの減量

の意識や分別を徹底するしくみが充分でないことも原因のひとつと考えられます。 

(ⅲ)リユース(再利用)するしくみ・商品がない 

ビール瓶などリユースのしくみがすでにできあがっているものもありますが、多くのリユース可能

なものは、どのようにリユースすればよいのか分からない場合が多くなっています。しくみがないこ

とが、リユースが進まない原因の一つとなっています。また、リユースをしたくても、すぐに壊れた

り、別の場面で利用できない製品が多くあります。リユースを進めやすい製品づくりが課題となって

います。 

なお、小山町では、平成 25 年 10 月 1 日から事業者の協力により古着のリユース事業を始めてい

ます。 

(ⅳ)資源化・分別の問題 

ごみの資源化を進めるためには、分別が必要不可欠です。しかしながら分別には手間がかかるため、

取り組みの遅れが見られます。事業者も分別を行うよりは産業廃棄物として処理した方がコストがか

からないという場合もあることから、なかなか取り組みが進んでいません。 

小山町の燃えるごみのうち、重量的に大きな割合を占めるのは生ごみです。この生ごみ処理を行う

ことでごみ減量は大きく進みますが、現状では生ごみ処理の取り組みやしくみづくりが遅れています。 

(ⅴ)制度(取り組み)の遅れ 

家電については、家庭で不要となったテレビ・エアコン・洗濯機・冷蔵庫の家電 4 品目について、

家電メーカーに回収とリサイクルを、消費者にその費用負担を義務付けた家電リサイクル法が制定さ

れています。しかし、４品目のみであるため、他の家電についてはリサイクルが進んでいません。また

リサイクルのための知識が広まっていないため、リサイクルされずに捨てられるものも少なくありま

せん。農業用資材についても再利用を進める必要があります。 

(ⅵ)固形燃料の処理 

ＲＤＦセンターで作られる固形燃料の処分については、課題が多いことから、平成 27 年 4 月稼働

予定の新ごみ処理施設の建設が進められています。 
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◇取り組み 

① 生ごみを減らす 

ごみの量を減らすため、まずは身近なところから、生ごみを減らすことに努めます。買い物の工夫や

生ごみ処理方法の検討などの取り組みを進めます。 

② 販売店は過剰包装を減らす 

販売店は過剰包装を減らすとともに、リユース・リサイクルできる商品、リサイクル原料を使った商

品などに切り替えます。 

③ 買い方･売り方を変える 

ごみの量にはレジ袋や売り方の問題もあります。マイバック・マイカゴの利用促進、量り売りの導入

などを進めます。 

④ 家庭からのごみ分別を徹底する 

分別することにより量を減らすため、ガイドライン作成など普及啓発を進め、ごみの分別や出しや

すい環境を整えていきます。 

⑤ 事業系ごみの実態を把握し減量・分別に取り組む 

事業系ごみを計画的に削減するため、その方法や処理に関する制度を検討します。 

⑥ 家庭系ごみ処理のさらなる有料化を進める 

家庭系ごみの減量を目指し、ごみ処理にかかる費用の見直しなどを行います。 

⑦ リユース前提の製品作りを進める 

事業者間で規格を統一することでリユース可能になる製品は多くあると考えられます。そのような

製品を選ぶ立場から開発する立場まで、協力してリユース可能な製品づくりを進めます。 

⑧ リユースするためのしくみづくりを進める 

ビンのような広域的な製品の他にも、身近なところで衣服・自転車・家具などリユース可能なものが

あります。リユース可能なものの発掘とフリーマーケットのようなしくみづくりを進めます。またデ

ポジット制度やリフィール化なども検討していきます。 

⑨ 生ごみ堆肥化とバイオマスとしての利用を検討する 

生ごみの資源化では堆肥化とバイオマスとしての利用があります。これらの取り組みを検討します。 

⑩ 生ごみを生かした堆肥の検討 

堆肥化では、堆肥を作るしくみとできた堆肥を利用するしくみが必要です。堆肥化とその利用面か

ら取り組みを検討します。 

⑪ エコ商品の利用 

リサイクルできる商品やリサイクル原料を用いている商品利用を積極的に進めます。 

⑫ 資源化のためのごみ分別を徹底する 

ごみの資源化を進めるには、分別を進めることが大切です。分別方法をわかりやすくすることや事

業系ごみの分別を積極的に進めます。またものを購入する場合にリサイクルされた製品を選ぶことも

重要です。 

⑬ 制度の見直し・普及啓発 

家電などのリサイクルを進めるためには、国レベルでの施策推進が必要であり、小山町としても、問

題提起をしていきます。またリサイクルのしくみや処理方法を町民に知らせます。 
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(３)取り組み内容 

取り組み 
取組

時期 
具体目標 

H29 

実績 
目標値 

目標 

年次 
進捗率 担当課 

①生ごみを減

らす Ｂ 
家庭用生ごみ処理機等の導入の

促進 
実施無 

処理機

等の導

入促進 

H30 ０％ 
くらし

安全課 

① 生ごみ処理機の補助金は、利用者が減ったため廃止しており、他の減量方法を検討

していきます。 

 

②販売店は過

剰包装を減

らす 

Ａ 過剰包装の削減の啓発活動 
ポスタ

ー掲示 

啓発活

動実施 
H28 100％ 

くらし

安全課 

② 「環境にやさしい買い物キャンペーン」ポスターをポテトと小山・北郷農協スーパ

ーの３店舗に掲示し、包装の簡素化を啓発しました。今後は商工会と連携し、販売店

での過剰包装の削減対策を検討します。 

 

③買い方･売

り方を変え

る 

Ａ 

年間に使用するレジ袋の使用量

と処理費用の調査「ポテト、農協

２店舗」 

３店舗 ３店舗 H28 100% 
くらし

安全課 

③ 3 店舗に対しレジ袋調査を実施しました。 

  うち 2 店舗では、マイバッグ持参者に特典を付与しています。 

 

④家庭からの

ごみ分別を

徹底する 

Ａ 
ごみ出し・分別の現況を把握し、

家庭ごみガイドブックの見直し 

見直し

済 

ガイド

ブック

見直し 

H26 100％ 
くらし

安全課 

④ 平成 29 年 10 月 1 日から再資源化センターが稼働したため、ガイドブックの見

直しを行い改訂版を作成し、分別の徹底をお知らせしました。 

 

⑤事業系ごみ

の実態を把

握し減量・

分別に取り

組む 

Ｂ 
監視体制の構築（ごみ検査を実

施） 

ごみ検

査の実

施 

ごみ検

査の実

施 

H28  100％  
くらし

安全課 

⑤ 富士山エコパーク焼却センターにおいて、可燃物の「ごみ質検査」を実施していま

す。不適物（不燃物・資源物）が見つかった場合には収集業者に持ち帰らせ、事業系

ごみの減量・分別に取り組んでいます。 

事業系可燃ごみの量：Ｈ２９実績 2,604ｔ（H28 2,649ｔ） 

 

⑥家庭系ごみ

処理のさら

なる有料化

を進める 

Ａ 
ごみ処理のしくみ、経費、将来見

通しを情報公開 

情報公

開済 

情報公

開実施 
H28 100％ 

くらし

安全課 

⑥ 家庭ごみガイドブック（Ｈ29 年度改訂版）でごみの排出量やリサイクル率の情報

を公開しています。また、環境基本計画年次報告書で、毎年ごみ排出量等の最新情報

を記載し、町ＨＰで公開しています。 
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⑦リユース前

提の製品作

りを進める 

Ａ 
リユースのしくみについて、新ガ

イドブックや広報での情報公開 

情報公

開済 

情報公

開実施 
H28 100％ 

くらし

安全課 

⑦ 家庭ごみガイドブック（Ｈ29 年度改訂版）で、ごみ古着リユースのしくみを掲載

しています。古着の回収ボックスを町内６箇所（本庁、３支所他２施設）に設置し、

平成２９年度は 61.4ｔの古着を回収しました。今後は古着の回収ボックスの増設を

検討し、リユースの促進に努めます。 

⑧リユースす

るためのし

くみづくり

を進める 

Ａ 一人一日当たりのごみ量の削減 

0.971 

Kg 

(暫定) 

0.890 

kg 
H32 9２％ 

くらし

安全課 

⑧ 平成 27 年 4 月から指定ごみ袋制度が導入され、平成 29 年度は、平成 26 年度

と比較すると一人一日当たりのごみ量が 159ｇ削減（削減率は 14.1％）されました

が、目標達成に至っておりません。引き続き資源物の分別徹底を啓発し、ごみ排出量

の削減に努めます。 

  なお、平成 2８年度と比較すると、23ｇ減（2.3％）でした。 

⑨生ごみ堆肥

化を進める 
Ｂ 

生ごみ処理機などの購入助成金

の検討 
実施無 

助成検

討 
H30 0％ 

くらし

安全課 

⑨ 処理機等の導入促進には補助金制度及び予算措置が必要なことから、関係部局と調

整を実施していきます。 

⑩生ごみを生

かした堆肥

の検討 

Ｂ 堆肥製造施設件数 
0 件 

累計：2 件 
２件 H35 100％ 農林課 

⑩ 鈴木牧場にて堆肥を製造し、販売しています。 

平成２８年度から、㈱サンファーマーズ（アメーラトマト）において堆肥の製造を

始めています。 

⑪エコ商品の

利用 Ａ 
グリーン購入法に基づく製品の

購入推進 

製品の

購入 

グリー

ン購入

法推進 

H26 100％ 総務課 

⑪ 役場で使用する共通物品の購入では、グリーン購入法に基づく製品を原則購入して

います。 

⑫資源化のた

めのごみ分

別を徹底す

る 

Ａ 
分別方法を分かりやすく新ガイ

ドブックや広報での啓発 

広報記

載・個

別訪問 

啓発の

実施 
H28 100％ 

くらし

安全課 

⑫ 家庭ごみガイドブック（Ｈ29 年度改訂版）や「広報おやま」に分別方法を記載し

啓発しています。また、分別が徹底されていない場合は、廃棄物減量等推進員と協力

し、継続して指導を実施しています。 

⑬制度の見直

し・普及啓

発 

Ａ 

どのようにリサイクルされてい

るか新ガイドブックや広報など

で情報公開 

情報公

開済 

情報公

開の実

施 

H28 100％ 
くらし

安全課 

⑬ 家庭ごみガイドブック（Ｈ29 年度改訂版）で、廃棄物がどのようにリサイクルさ

れているかお知らせしています。 

※取組時期 Ａ：可能な限り早期に着手 Ｂ：概ね 3 年を目処に着手 Ｃ：概ね 5 年を目処に着手 Ｄ：5 年を超えるもの 
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 ３－２ エネルギーの有効利用 

 

 (1)施策対象分野 ３－２－(1)省エネルギー 

(2)現状 

私たちが普段使っている電気・ガスなどのエネルギー源は、その大半が石油・石炭・天然ガスなどの

化石であり、ほとんどを外国からの輸入に頼っています。 

石油・石炭・天然ガスなどの化石燃料は、地球が長い年月をかけてつくり出したものであり、その量

には限りがあります。また、化石燃料の燃焼より、地球温暖化の原因である二酸化炭素が発生します。 

 

◇課題 ◇取り組み 

(ⅰ)省エネルギーの対策や取り組みの遅れ ① 省エネの対策を進める 

省エネルギーの取り組みを、よりいっそう進めます。 

② 省エネ生活の工夫を集める、広める 

具体的にどのような取り組みを進めたらよいのかを

分かりやすくするため、省エネルギー生活の工夫、効

果を集め、広めます。 

 

 

(３)取り組み内容 

取り組み 
取組

時期 
具体目標 

H29 

実績 
目標値 

目標

年次 
進捗率 担当課 

①省エネの対

策を進める 
Ａ 

公 共 施 設 か ら 排 出 さ れ る

CO2 の削減 

3,354ｔ 

(参考値) 
2,913ｔ H27 86.9％ 

くらし

安全課 

① 二酸化炭素排出量は、昨年度と比較すると 1,134t 増となりました。主な理由は、

道の駅「ふじおやま」「すばしり」及び「あしがら温泉」の指定管理者制度を導入

している施設を、町の施設として対象施設としたことにより、灯油や電気使用量が

増加したことによります。 

  この 3 つの施設を除いた排出量は 2,283t で、平成 28 年度と比較すると、63t

（2.8％）の増でした。 

平成 28 年度に新たな削減計画（５年間（Ｈ28～32））を策定し、引き続き二

酸化炭素排出量の削減に努めています。 

 

②省エネ生活

の工夫を集

める、広め

る 

Ａ 

省エネモデルとして、学校な

どの公共施設に省エネ機器・

設備・建築の率先導入（小中

学校 8 校） 

0 校 

累計：1校 
８校 H35 13％ 

こども

育成課･ 

健康増

進課 

② 須走小学校及び健康福祉会館に太陽光発電システムが導入されています。今後、

公共施設で設備改修が実施される際には率先して省エネ機器の導入に努めます。 

 

※取組時期 Ａ：可能な限り早期に着手 Ｂ：概ね 3 年を目処に着手 Ｃ：概ね 5 年を目処に着手 Ｄ：5 年を超えるもの 

※公共施設から排出される二酸化炭素は、同じ条件で調査していないため、参考値になります。 
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(1)施策対象分野 ３－２－(２)エネルギーの地産地消 

(2)現状 

私たちが普段使っているエネルギー源は、そのほとんどを外国からの輸入に頼っています。しかし、

私たちの地域にエネルギー源がない、というわけではありません。河川や水路を流れる水、太陽、風な

ど、利用できるエネルギー源はいくつもありますが、大規模な利用には至っていません。 

なお、小山町では住宅用太陽光発電システム・太陽熱利用システムの設置に対する助成を行ってい

ます。制度は平成 22 年度からはじまり、平成 24 年度までに太陽光発電は 80 件、太陽熱利用は 25

件の助成を行っています。また、公共施設では、須走小学校が太陽光発電システムを導入しています。 

 

◇課題 ◇取り組み 

(ⅰ)エネルギーの自給率の低さ 

 

(ⅱ)地域のエネルギー資源の活用と取り組

みの遅れ 

① エネルギーについて知る 

私たちが暮らしの中でどのくらいのエネルギーを使

っているのか、そのエネルギーはどこから来るのかを知

る必要があります。 

② エネルギーの地産地消を進める 

エネルギーを地域で生産するための取り組みとして、

太陽光（メガソーラー）、小水力発電などの導入可能性

を探り、小山町で得られるエネルギーの開発と利用を進

めます。 

③ 地域のエネルギー資源の導入を推進 

町民・事業者が自宅・事業所で太陽光などの地域のエ

ネルギー利用できるよう、導入への支援を行います。 

 

(３)取り組み内容 

取り組み 
取組

時期 
具体目標 

H２９ 

実績 
目標値 

目標

年次 
進捗率 担当課 

①エネルギー

について知

る 

Ａ 
エネルギーの地産地消の

取組紹介 

紹介 

３９回 

地産地消

の取組紹介 
H32 100％ 

未来拠

点課 

① 住民向けの現地見学バスツアーや町外行政の視察の受け入れ、企業誘致現地見学会

を開催し、延べ 1,126 人に再生可能エネルギー創出に向けた町の取組を説明しまし

た。その他、町広報紙で町の取組を紹介しました。また、１０月には町内の小学４年

生を対象とした環境学習を実施しました。 

②エネルギー

の地産地消

を進める 

Ａ 
メガソーラーと小水力発

電導入支援 

メガソー

ラー事業

完了 

新エネル

ギー導入

支援 

H32 100％ 
未来拠

点課 

② 湯船原で面積２７ha、出力 16,320ｋＷ（一般世帯約 4,100 世帯相当）のメガソ

ーラーの造成・パネル設置工事が完了し、平成 29 年９月から発電を開始しました。

また、１２月から木質バイオマス発電所の整備工事を開始しました。平成３０年９月

から発電を開始する予定です。 

③地域のエネ

ルギー資源

の導入を推

進 

Ａ 

太陽光発電・太陽熱利用

システム設置補助金制度

の拡充 

32 件 ３５件 H30 91％ 

おやま

で暮ら

そう課 

③ 太陽光発電システム 28 基（1 基 50 千円）・太陽熱利用システム 4 基（1 基 25

千円）の設置申請 32 件に対し補助金を交付し、再生可能エネルギー利用の支援を行

いました。 

※取組時期 Ａ：可能な限り早期に着手 Ｂ：概ね 3 年を目処に着手 Ｃ：概ね 5 年を目処に着手 Ｄ：5 年を超えるもの 
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４．自ら学び・考え・行動する町民 

 

 ４－１ 環境学習の推進 

 

(1)施策対象分野 ４－１－(1)さまざまな世代の環境学習のしくみづくり 

(2)現状 

学校や地域などで環境について学ぶさまざまな取り組みが行われています。しかしながら、取り組

みへの参加は一部の方々に限られているのが現状です。このため、より多くの人たちの参加が得られ

るよう取り組んでいくことが必要です。 

幼稚園・保育園・学校などにおける子供たちの学習への支援に加え、大人も対象とした生涯学習を支

援することで、環境について学ぶ機会を広げていく必要があります。 

 

◇課題 ◇取り組み 

(ⅰ)環境について学ぶ機会や、環境

についての情報の不足 

 

① 幼稚園・保育園・学校での環境学習 

自然体験や環境保全活動などを通じた環境学習を推進します。 

② 生涯学習としての環境学習 

大人世代を対象とした環境学習の機会を増やします。また、環境

学習をすすめる人材の育成を図ります。 

③ 環境情報の収集と提供 

身近な暮らしの中での環境をより良くするための知恵を収集す

るなど、環境に関わるさまざまな情報を収集し、広く提供します。 

 

 

(３)取り組み内容 

取り組み 
取組

時期 
具体目標 

H29 

実績 
目標値 

目標

年次 
進捗率 担当課 

①幼稚園・保

育園・学校

での環境学

習 

Ａ 
野外教育・保育のできる施設整備、

グラウンドの芝生化 

0 校 

累計：4 校 
７校 H35 57％ 

こども

育成課 

① 幼稚園（２園）、保育園（１園）、こども園（１園）の園庭の芝生化を実施していま

す。 

  また、各園では園外保育を実施し、木の実や昆虫を採取し図鑑等で調べ、飼育を行っ

ています。登園中に親子でごみ拾いを行う日を決め、実施している園もあります。 

②生涯学習と

しての環境

学習 

Ａ 
町内の企業の環境に対する取り組み

を集め、情報を公開 

情報公

開実施 

情報公

開実施 
H30 100％ 

くらし

安全課 

② 平成 28 年度から町内企業の環境に対する取組情報をＨＰで公開しています。 

  平成 29 年度は、日立ハイテクサイエンスの取組状況を公開しました。 

 

③環境情報の

収集と提供 Ａ HP や広報などでの環境情報の提供 

環境情

報の提

供 

環境情

報の提

供 

H28 100％ 
くらし

安全課 

③ 大気情報として「大気中のダイオキシン類実態調査結果」、水質情報として町内河川

３０箇所の水質測定結果の環境情報を提供しています。また、環境基本計画年次報告

書に最新の環境情報を掲載し、町ＨＰで公開しました。 

※取組時期 Ａ：可能な限り早期に着手 Ｂ：概ね 3 年を目処に着手 Ｃ：概ね 5 年を目処に着手 Ｄ：5 年を超えるもの 
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(1)施策対象分野 ４－１－(２)自然にふれる・体験する・学ぶ 

(2)現状 

都市型の生活が浸透するとともに、自然とふれあう機会が減っています。特に子供たちは、昔は自然

の中で育まれてきましたが、現在では意識して自然にふれあう機会をつくらなければ、自然のすばら

しさを知らずに大人になります。自然とふれあう体験の中から、環境に対する配慮の心も芽生えてき

ます。 

 

◇課題 ◇取り組み 

(ⅰ)自然とふれあう機会の不足 ① 自然とのふれあい 

町民が自然とふれあう機会を創出します。 

(ⅱ)自然に対する知識の不足 ② イベント・プログラムの実施と参加 

行政はイベントなどの企画により、自然とふれあ

うための機会を提供します。また、そのための場の整

備、指導者などの人材の育成も促進します。 

 

 

(３)取り組み内容 

取り組み 
取組

時期 
具体目標 

H29 

実績 
目標値 

目標

年次 
進捗率 担当課 

①自然とのふ

れあい Ａ 

地域の自然環境をわかりやすく

解説した水辺の生物調査パンフ

レット作成 

実施済 

調査パン

フレット

作製 

H30 100％ 
くらし

安全課 

① 平成２９年度は、夏休み期間を利用し生土区で、小学生参加の水辺の生き物調査を

実施しました。今後も、小学校区単位で調査を実施していきます。また、調査結果を

ホームページに掲載しています。 

 

②イベント・

プログラム

の実施と参

加 

Ａ 

年間を通じて、普及啓発・環境学

習に貢献するイベント・プログラ

ムの開催（回/年） 

1 回 1 回 H30 100％ 
くらし

安全課 

② 平成 26 年度から町の産業祭において地球温暖化防止の PR ブースを設け、「ふじ

のくにエコチャレンジチェック事業」を実施しています。町の環境部門単独でのイベ

ント開催は課題が多いため、今後も地区のイベント等に参加する形で、環境学習に貢

献していきます。平成２９年度の参加者は、261 人（大人 194 人、子供 67 人）で

した。 

 

※取組時期 Ａ：可能な限り早期に着手 Ｂ：概ね 3 年を目処に着手 Ｃ：概ね 5 年を目処に着手 Ｄ：5 年を超えるもの 
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 ４－2 地域主体の環境保全活動 

 

(1)施策対象分野 ４－２－(１)地域主体の環境保全活動 

(2)現状と課題 

町内の各地域においては、さまざまな組織や団体により環境保全のための取り組みが進められてい

ます。生活に密着した基盤での活動は、地域の環境(自然環境や生活環境)をより良くする取り組みの基

本的な単位ともいえます。 

 

◇課題 ◇取り組み 

(ⅰ)各地域の多種多様な組織や団体の連

携不足 

① 団体活動・地域活動での環境保全活動 

町民が地域の活動へより積極的に参加していく雰囲気を

つくります。また、未来を担う子供たちを健全に育成する

環境を整えていきます。 

② 環境保全に係わる活動を推進するためのしくみづく

り 

環境保全に係わる団体、事業者が連携して活動できるよ

う、各組織・団体などのネットワークを構築し、連携と協

働のしくみを構築します。 

 

 

(３)取り組み内容 

取り組み 
取組

時期 
具体目標 

H29 

実績 
目標値 

目標

年次 
進捗率 担当課 

①団体活動・

地域活動で

の環境保全

活動 

Ａ 

活動支援 

「春・秋の環境美化清掃、富士山

一斉清掃」 

環境美

化清掃

等支援 

環境活

動支援 
H30 100％ 

くらし

安全

課・商

工観光

課 

① 「春・秋の環境美化清掃」において指定ごみ袋の配布及び粗大ごみ等の回収処理を

実施しました。富士山一斉清掃では、企業やボランティア等 53 団体 447 人が参加

してごみ拾いが実施され、町ではごみの回収処理を支援しています。また、企業、ボ

ランティア団体の独自の取組みとして実施している清掃活動についてもごみ回収を

行い、活動を支援しています。 

  この他平成 29 年度は、環境衛生自治推進協議会、国交省及び小山高校生と協力

し、国道 246 号のクリーンアップ事業を実施しました。 

 

②環境保全に

係わる活動

を推進する

ためのしく

みづくり 

Ａ 
環境保全活動に対する表彰、表彰

内容の広報や補助制度の創設 
無 

表彰・

補助制

度創設 

H30 0％ 
くらし

安全課 

② 表彰は、小山町表彰条例の規定に基づき表彰します。 

補助制度の創設は、予算措置が必要なことから、関係部局と調整をしていかなけれ

ばなりません。静岡県環境衛生自治推進協会連合会及び民間の環境活動に対する表彰

や補助制度の活用を進めていきます。 

 

※取組時期 Ａ：可能な限り早期に着手 Ｂ：概ね 3 年を目処に着手 Ｃ：概ね 5 年を目処に着手 Ｄ：5 年を超えるもの 
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付録  環境用語解説 

ア行 

■アイドリングストップ 

大気汚染や騒音の防止、地球温暖化の原因

となる二酸化炭素の排出を抑制するために、

自動車の駐停車時における不必要なエンジ

ンの使用を止めること。 

 

■悪臭 

いやな「臭い」、不快な「臭い」の総称。環

境基本法（1993）により、「大気汚染」や

「水質汚濁」などと並んで典型七公害のひ

とつになっている。しかし、同法および悪臭

防止法（1971）では、「悪臭」の定義がさ

れていない。一般的には、嗅覚を通じて、気

分を悪くさせたり、頭痛・食欲減退などを起

こさせるなどの原因となる程度の影響があ

れば「悪臭」としているものと理解され、悪

臭防止法で規制がなされている。 

 

■悪臭防止法 

典型的な感覚公害である悪臭を防止するこ

とを目的として 1971 年に制定され、その

後数回にわたり改正されてきた。悪臭の原

因となる典型的な化学物質を『特定悪臭物

質』として規制する方法、及び、種々の悪臭

物質の複合状態が想定されることから物質

を特定しないで『臭気指数』を規制する方法

の 2 通りの方法がある。 

 

■アスベスト 

石綿ともいわれ、天然に存在する繊維状の

鉱物。軟らかく、耐熱・耐摩耗性にすぐれて

いるため、ボイラー暖房パイプの被覆、建築

材など広く利用されていた。しかし、繊維が

肺に突き刺さったりすると肺がんや中皮腫

の原因になることが明らかになり、平成元

年に大気汚染防止法に基づく「特定粉じん」

に指定され、使用制限または禁止されるよ

うになった。 

 

■アダプトプログラム 

市民と行政などが協働で進める環境美化活

動のこと。「アダプト」とは「養子縁組する」

という意味であり、企業や地域住民などが

道路や公園など一定の公共の場所の里親と

なり、定期的・継続的に清掃活動を行い、行

政がこれを支援する仕組み。 

 

■アメニティ 

｢心地良さ｣を表すラテン語に由来する英語。

清らかな水辺や豊かな緑、美しい街並み、歴

史的雰囲気など、身の回りの環境の快適さ

のこと。 

 

■アルキル水銀（R－Hg） 

アルキル基と水銀とが結合した有機水銀化

合物で、この中には、水俣病の原因物質とも

なったメチル水銀、エチル水銀なども含ま

れる。有機水銀化合物による中毒症状は、水

銀と結合している有機物によって大きく異

なり、低級アルキル水銀は、体内での分解・

排泄がされにくく、特に強い中枢神経障害

を起こす。 

 

■一酸化炭素（CO） 

炭素やその化合物が不十分な酸素供給の中

で燃焼する時に生じる、無色無臭の非常に

有毒な気体。血液中のヘモグロビンと結合

し、酸素の供給を阻害する。 
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■一般項目（生活環境項目） 

環境基本法の生活環境に係る環境基準に指

定されている項目をさし、河川の場合は、

pH、BOD、SS、DO 、大腸菌群の項目の

指定がされている。これらの項目は水質の

良否を判断する際に用いられている。 

 

■硫黄酸化物（SOX） 

硫黄と酸素の化合物をいい、石油・石炭など

の硫黄分を含む燃料が燃焼して生成する。

大気汚染では、とくに亜硫酸ガス（ＳＯ２：

二酸化硫黄）に注目して測定が行われてい

る。浮遊粉じんと共存して作用することが

多く、四日市ぜんそく、川崎ぜんそく等の主

要な原因物質といわれている。 

 

■一般廃棄物 

住民の日常生活や事業活動から発生する廃

棄物のうち、産業廃棄物以外のものを一般

廃棄物という。 

 

■雨水利用施設 

雨水を貯留すると日常的に散水などで使用

することができるほか、雨水の集中的な流

出を抑えることができる。また、雨水を地下

に浸透させると、環境保全や改善効果が期

待できる。雨水利用施設には、屋根に降った

雨水を大地に浸透させる「雨水浸透マス」、

屋根に降った雨水を雨どいから貯めて、庭

木や花への散水、防火用水などに利用する 

「雨水貯留施設」などがある。 

 

■エコアクション 21（EA21） 

環境庁（現環境省）が策定した、中小事業者

の環境への取組を促進するとともに、その

取組を効果的･効率的に実施するため、

IS014001 をベースとしつつ、中小事業

者等でも容易に取り組めるようにした環境

経営（環境マネジメント）システム。財団法

人地球環境戦略研究持続センターが平成

16 年 10 月より「エコアクション 21 認

証・登録制度」を実施している。 

 

■エコドライブ 

環境に配慮した自動車運転方法。運転時、ア

イドリングをしない、急ハンドルを切らな

い、空吹かしをしない、無理な追い越しをし

ない、スムーズに加速・減速するなど、注意

深い運転方法を行うと、燃料消費を最大

10%ほど節約でき、二酸化炭素の排出を低

減できる。 

 

■エコマーク商品 

環境保全に役立つと認められている商品に

つけられるマークで、平成元(1989)年から

（財）日本環境協会で実施している。環境保

全商品の普及、環境問題の情報提供、環境保

全意識の高揚等を図ることを目的としてい

る。 

 

■エコファーマー 

「持続性の高い農業生産方式の導入の促進

に関する法律（持続農業法）」に基づき、農

業者が「土づくりと化学肥料・化学合成農薬

の使用低減に一体的に取り組む計画」を都

道府県知事に提出し、都道府県知事によっ

て、計画が適当である旨の認定を受けた農

業者（認定農業者）の愛称。 

 

■エコライフ 

日常生活で、環境への負担を少なくし、地球

環境にやさしい生活を行うことを「エコラ
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イフ」という。「エコライフ｣を進めるために

は、生活様式を省資源・省エネルギー型に変

えていくことが必要であり、具体的には、節

電・節水・リサイクル・エコクッキングの促

進、ごみの減量などに取り組むことを意味

している。 

 

■エネルギー原単位 

エネルギー使用量を、「生産数量又は建物床

面積その他エネルギー使用量と密接な関係

を持つ値」で除したものでエネルギー管理

の指標となるもの。 

 

■オキシダント 

酸化作用のある物質の総称である。大気中

で、炭化水素や窒素酸化物などの汚染物質

が紫外線の作用で光化学反応を起こすこと

によって生成される。その中で酸素より生

成するオゾン（Ｏ2）のしめる割合が高い。

オキシダント濃度は光化学スモッグ発生の

指標とされている。 

 

■屋上（壁面）緑化 

都市におけるヒートアイランド現象の緩和

を主な目的として、ビル等の屋上（壁面）に

草木を植えること。屋上（壁面）緑化は、こ

の他にも大気汚染物質を浄化する、植物や

土壌の保水作用により急激な雨水流出を抑

制し、都市型水害を防ぐなどの効果がある。 

 

■オゾン層の破壊 

オゾン層は、成層圏の高度 20km～40km 

付近に多く存在し、太陽光からの有害な紫

外線を吸収することにより地球上の生物を

守る働きをしている。現在、大気中に放出さ

れたフロンやハロンなどによって成層圏の

オゾン層が破壊され、太陽光による紫外線

が地表に達する量が増大しており、皮膚が

んや白内障など人への影響や生物の成育障

害等を引き起こすことが懸念されている。 

 

■汚濁負荷量 

環境に排出される汚濁物質の量をさし、濃

度と排出量の積で算出する。たとえ濃度が

低くても排出量が大きければ環境への影響

は大きいため、環境への影響を推定する際

に用いられる。 

 

■温室効果ガス 

二酸化炭素、水蒸気、メタン、亜酸化窒素、

フロン等は｢温室効果ガス｣と呼ばれ、地表

から放射される赤外線を吸収し、地球は大

気のない場合に比べて温かく保たれている。

近年、温室効果ガスの増加によって発生す

る地球温暖化が懸念されている。 

 

カ行 

■化石燃料 

石油、石炭、天然ガスなど地中に埋蔵されて

いる再生産のできない有限性の燃料資源。

化石燃料の燃焼にともなって発生する硫黄

酸化物や窒素酸化物は大気汚染や酸性雨の

主な原因となっているほか、二酸化炭素は

地球温暖化の大きな原因となっており、資

源の有限性の観点からも、環境問題解決の

観点からも、化石燃料使用量の削減、化石燃

料に頼らないエネルギーの確保が大きな課

題となっている。 

 

■家電リサイクル法 

正式名称は「特定家庭用機器再商品化法」。

平成 10(1998)年５月に成立し、平成
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13(2001)年４月より施行されている。廃

家電製品のリサイクルを推進するため、メ

ーカー、輸入事業者、販売店、自治体、消費

者の役割分担等を定めている。当面は、テレ

ビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣

類乾燥機の４品目を対象に回収・再利用を

図る。 

 

■合併処理浄化槽 

風呂や台所排水などの生活雑排水と、し尿

を合わせて処理する浄化槽。し尿だけしか

処理できない単独浄化槽に比べ、水質汚濁

物質の削減量が極めて多い。比較的安価で

容易に設置できることから、小さな集落な

どでの生活排水処理の有力な方法となって

いる。 

 

■カレット 

ガラスくず全般のことをいう。資源ごみと

して回収されたワンウェーびんその他の使

用済みガラス製品、割れたり傷ついたりし

て再利用不能となったリターナブルびんな

どは、色別に分類され、小さく破砕されてカ

レットになる。カラー舗装用材料、路盤材そ

の他の骨材、断熱用ガラス繊維などにも使

われる。 

 

■環境影響評価（環境アセスメント） 

環境に著しい影響を及ぼす恐れのある事業

の実施に際し、その環境影響を事前に調査、

予測、評価するとともに、その結果を公表し

て地域住民の意見を聴き、十分な環境保全

対策を講じるようにするもの。我が国にお

いては、｢環境影響評価法｣が平成 9（1997）

年６月に制定され、平成 11（1999）年６

月から施行されている。 

■環境基準 

環境基準とは、環境基本法で「大気の汚染、

水質の汚濁、土壌の汚染及び騒音に係る環

境上の条件について、それぞれ人の健康を

保護し、及び生活環境を保全する上で維持

されることが望ましい基準」であると定め

ている。これは、行政上の目標として定めら

れているもので、公害発生源を直接規制す

るための基準（いわゆる規制基準）とは異な

る。 

 

■環境基本計画 

環境基本法に基づき、政府全体の（1）環境

保全に関する総合的・長期的な施策の大綱、

（2）環境の保全に関する施策を総合的か

つ計画的に推進するために必要な事項を定

めるもの。循環、共生、参加、国際的取組を

長期的目標に据付け、平成 24(2012)年４

月から第四次環境基本計画として定められ

ている。 

 

■環境基本法 

平成５(1993)年 11 月に施行された、我

が国の環境政策の基本的方向を示す法律。

地球環境問題や、都市・生活型環境問題に対

処していくために、従来、個別に行われてい

た公害対策、自然環境保全の枠を越え、国・

地方公共団体・事業者・国民等の社会を構成

する全ての主体の参加による取組が不可欠

との観点から、環境行政を総合的に推進し

ていくための法制度として整備された。 

 

■環境教育 

人間活動による自然破壊や環境への負荷が

問題となっている今日において、環境の重

要さを認識するとともに、環境を保全する
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ための行動が必要であるという意識を広げ

ていくことを目的として、学校、家庭、企業、

地域社会等を通じて行う教育をいう。 

 

■環境権 

誰もが、より良い環境を、同等に享受できる

権利のことで、1972 年の国連人間環境会

議で採択された人間環境宣言の中でも、「良

好な環境の享受は、市民の権利である」とさ

れている。日本においても環境権は、憲法第

25 条（生存権）や憲法第 13 条（幸福追

求権）として認められるものであり、法的保

護下に置かれるべきであるという主張もあ

る。近年、日照権、静穏権を求めた訴訟がみ

られるが、こうした環境権を具体的権利と

して要求する市民訴訟が増えている。 

 

■環境騒音 

ある地点において、音として聞くことがで

きるすべてが混ざっている騒音をいう。た

とえば、住宅地の遠方及び近くの自動車や

工場の音、人の足音、話し声、楽器音などが

一緒になっている騒音などである。 

 

■環境への負荷 

人の活動により、環境に加えられる影響で、

環境を保全する上で支障の原因となるおそ

れのあるものをいう。工場・家庭からの排水

やごみ、自動車の排気ガスなどのほか、自然

を破壊する原因となるものや、二酸化炭素

のように蓄積した結果、支障を生ずる可能

性のあるものも含まれる。 

 

■環境保全型農業 

農薬、化学肥料等の使用量の削減や、有機物

を積極的に利用した土づくり等の実施によ

り、環境に与える負荷をより少なくし、持続

可能な生産を目指した農業をいう。 

 

■外因性内分泌かく乱化学物質（環境ホル

モン） 

環境中にあり、動物の生体内に取り込まれ

ると、正常なホルモンの働きを阻害して、内

分泌をかく乱させる作用を持つ化学物質を

いう。ダイオキシン類、ＰＣＢ、有機スズ化

合物など、およそ 70 種類が疑われる化学

物質としてあげられている。 

 

■環境マネジメントシステム（EMS） 

企業等の事業組織が、環境保全対策を自主

的に進めるために構築する仕組みをいう。

①環境保全に関する方針、目標、計画等を定

め、②これを実行、記録し、③その実行状況

を点検して方針等を見直す一連の手続を実

施し、さらにこの手順を繰り返すことによ

って取組を高めていこうとするもの。 

 

■間伐 

主な木の生育を助けたり、採光をよくした

りするために、適当な間隔で木を伐採する

こと。 

 

■規制基準 

これ以上は超えてはならないという、行政

上の取り締まり基準であり、事業者等がこ

れに違反した場合には、強制手段（行政処分

や罰則）が定められている。 

 

■貴重種 

一般には、固有性、希少性、立地依存性、脆

弱性や学術上の重要性などからみて貴重と

考えられる生物種を指す（ecologically 
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valuable species）。希少種の同義語、また

は希少種・重要種などを総合的に表す語と

して使用されることが多い。 

 

■近隣騒音 

飲食店でのカラオケなどの営業騒音、商業

宣伝などの拡声機騒音、一般家庭のピアノ・

クーラーからの音、ペットの鳴き声などの

生活騒音の総称である。単に音の大きさだ

けでなく、日頃のつきあいなどが関係する

ため、主観的・心理的要素がからむ傾向が強

い。 

 

■クリーンエネルギー 

炭素を含まず、地球環境への影響が少ない

エネルギーで、太陽エネルギー、地熱、風力

などの自然エネルギー、及び水素エネルギ

ーがある。 

 

■グリーン購入／グリーンコンシューマー 

製品やサービスを調達する際に、価格や機

能、品質だけでなく、環境への負荷が極力少

ないもの（エコマーク製品に代表される環

境保全型製品など）を優先的に選択するこ

と。また、環境に配慮した製品を買おうとい

う消費者をグリーンコンシューマーという。 

 

■健康項目 

環境基本法の人の健康の保護に関する環境

基準に定められている項目をさし、カドミ

ウム、全シアン、鉛、六価クロム、ヒ素等の

26 項目が指定されている。これらの物質

は慢性毒性もあり、また急性毒性も強く、人

の健康を阻害する物質である。 

 

 

■建設リサイクル法 

正式名称は「建設工事に係る資材の再資源

化等に関する法律」で、平成 14 年 5 月に

完全施行された。建築物の分別解体と特定

資材のリサイクル（困難な場合は縮減）を、

一定規模以上の新築工事などの受注者に義

務付ける法律。建設発生木材、コンクリート

塊、アスファルトなどが対象。また、これま

で無届けでも可能だった解体業者の都道府

県知事への登録、技術管理者の選任を義務

付け、技術力のない者や不良業者の参入を

防止している。 

 

■建築基準法 

昭和 25 年に制定された建築物の敷地、構

造、設備、用途に関する最低基準を定めた法

律。平成 15 年 7 月からはシックハウス対

策の規制が盛り込まれた。具体的には、シッ

クハウスの原因となる化学物質の室内濃度

を下げるため、建築物に使用する建材や換

気設備を規制するもので、住宅、学校、事務

所、病院などすべての建築物の居室を対象

としている。 

 

■ 原 因 者 負 担 の 原 則 （ Polluter pays 

Principle） 

経済開発協力機構が 1972 年に採択した

「公害防止費用は公害発生の原因者が負担

する」という決議が基となり、公害対策の基

本理念となっている。 

 

■光化学オキシダント 

大気中の窒素酸化物や炭化水素が、強い紫

外線を受け、光化学反応を起こして生成す

るオゾン、アルデヒド、PAN 等の総称で、

主成分はオゾンである。眼や気道の粘膜を
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刺激する等の健康被害や植物の葉の組織破

壊などを生じさせる。 

 

■光化学スモッグ 

工場、自動車などから排出される窒素酸化

物や炭化水素が一定レベル以上の汚染の下

で紫外線による光化学反応で生じた『光化

学オキシダント』や視程の低下を招く粒子

状物質（エアロゾル）を生成する現象、ある

いはこれらの物質からできたスモッグ状態

のことをいう。 

 

■公害 

環境基本法第２条では、公害とは、「事業活

動その他の人の活動に伴って生ずる相当範

囲にわたる大気の汚染、水質汚濁（水質以外

の水の状態又は水底の底質が悪化すること

を含む。）、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の

沈下（鉱物の掘採のための土地の掘さくに

よるものを除く。）、及び悪臭によって、人の

健康または生境に係る被害が生ずることを

いう。」と定義している。最近では、環境全

体の調和や秩序をみだすものとして「環境

汚染」、あるいは「環境破壊」という言葉と

同じ意味で「公害」を幅広くとらえようとす

る傾向がある。 

 

■公害防止協定 

行政庁や住民等が、公害発生企業等と「協

定」を結びこれを公表することによって、公

害を防止するものである。公害防止協定の

法的解釈は紳士協定説と契約説があり、内

容の法的拘束力の解釈について対立がある。 

 

■公共用水域 

水質汚濁防止法の定義では、「公共用水域と

は、河川、湖沼、港湾、沿岸海域、その他の

公共の用に供される水域及びこれに接続す

る公共溝渠、かんがい用水路、その他公共の

用に供される水路」をいう。 

 

■交通需要管理施策（TDM） 

1 人乗りマイカー通勤の削減、公共交通機

関への転換、時差通勤など、交通需要側への

規制、誘導、啓発などの需要調整によって交

通渋滞などを解決しようとする施策。 

 

■コージェネレーションシステム 

１つのエネルギーから電気・熱など複数の

有効なエネルギーを取り出して利用するシ

ステムのこと。一般的にはガスタービン、ガ

スエンジン等により発電を行うと同時に、

その廃熱を利用するシステム（熱電供給）の 

みを指す場合と、それらの動力を発電以外

に利用するシステム（熱動力供給）等を含め

る場合とがある。通常の発電による熱効率

が 40％以下であるのに対し、コージェネレ

ーションでは、70～80％と極めて高い熱

効率が期待できる。 

 

■コミュニティバス 

通常の路線バスではカバーしにくいような

地域やルートの公共交通需要に対応するた

めに、自治体の支援を受けて導入されるバ

スサービスをいう。 

 

■コンポスト 

バクテリアが落ち葉やふん尿など有機物を

分解することにより、生成される堆肥のこ

と。 
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サ行 

■最終処分場 

リサイクルや中間処理できない廃棄物を最

終処分（埋め立て）するための処分場のこ

と。廃棄物の種類により、一般廃棄物最終処

分場と産業廃棄物最終処分場に分けられる。

また、処分する廃棄物の種類により、構造

上、管理型最終処分場、遮断型最終処分場、

安定型最終処分場がある。最終処分場の残

余年数の引き伸ばしが大きな問題となって

いる。 

 

■再生可能エネルギー 

再生することが可能な資源から持続可能な

方法で生産されるあらゆる形態のエネルギ

ー。特にバイオマス、太陽光、水力、風力、

地熱、海洋（潮力、波力、温度差）など。 

 

■里山 

人里に近い集落周辺の低山地帯を総称し、

雑木林や竹林、ため池、棚田、畑などを含め

た生活エリアを指す。林産物、肥料、薪炭の

生産などに利用されてきた。近年、住民に身

近な自然として評価されるようになり、生

物の生息空間のつながりとしても大きな役

割を担う。 

 

■砂漠化 

気象的要因に過放牧・過耕作や薪炭材採取

等の人為的要因も加わり、乾燥地の生物生

産力が減退する「砂漠化」が進んでおり、地

球温暖化によりさらに進行することが心配

されている。現在、砂漠化の進行をくいとめ

るために植林活動、農業技術援助等の砂漠

緑化の試みが行われている。 

 

■産業廃棄物 

事業活動に伴って排出される廃棄物のうち、

燃え殻、汚泥、廃プラスチック、がれき類な

ど廃棄物処理法で定めた 19 種類に該当す

るもの。一般廃棄物に比べて量、多様性、含

有物質の有害性などの面で環境に与える影

響が大きい。 

 

■酸性雨 

雨水に工場や自動車から出された硫黄酸化

物や窒素酸化物などの大気汚染物質が取り

込まれて、強い酸性（pH5.6 以下）を示す

ようになった雨のことをいう。 

 

■シアン（CN） 

青酸カリウムや青酸ソーダなどに含まれる

物質で、体に入ると呼吸困難を起こし、死に

いたらしめる猛毒であり、経口致死量は、

0.06ｇ／人といわれている。メッキ、金属

精錬、写真工芸、医薬、農薬の製造、有機合

成などに広く用いられている。 

 

■資源循環型社会 

大量消費・大量廃棄型の社会に代わるもの

として、廃棄より再使用・再生利用を第一に

考え、新たな資源の投入をできるだけ抑え

ることや、自然生態系に戻す排出物の量を

最小限とし、その質を環境を攪乱しないも

のとするもの。このような循環型社会づく

りは環境保全型の社会づくりの重要な柱の

ひとつである。 

 

■静岡県環境基本計画 

静岡県環境基本条例（平成８(1996)年３月

制定）の基本理念である「健全で恵み豊かな

環境の恵沢の享受と将来世代への継承」を
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図るため、平成９ (1997)年３月に策定さ

れた。現在は、平成 23 年３月に策定され

た第 3 次計画を推進している。 

 

■次世代省エネルギー基準 

省エネ法第 73 条に基づいて規定された省

エネ住宅の基準。平成 11 年に公布され、

現在のものは「住宅に係るエネルギーの使

用の合理化に関する建築主など及び特定建

築物の所有者の判断の基準」及び「住宅に係

わるエネルギーの使用の合理化に関する設

計、施工及び維持保全の指針」として平成

18 年 3 月に公布された。上記の告示に定

めるものと同等以上の性能を有する工法か

どうかの評価を行い、適合すると判断され

たものに対して「次世代省エネ基準適合住

宅」の評定書が交付される。 

 

■自動車騒音面的評価 

自動車騒音面的評価は、自動車騒音常時監

視として実施するものであり、評価対象路

線の道路端から 50m 以内に位置する個々

の住宅について、1 件ずつ環境基準に適合

しているかを判断する評価方法であり、評

価対象住宅の総数を分母とし、環境基準適

合住宅数を分子として、評価対象路線の環

境基準適合率をパーセントで表示したもの。 

 

■臭気指数 

人間の嗅覚により臭いの程度を判定する測

定法を用いて、臭いの強さを指数化したも

の。全ての臭いが規制の対象となり、また住

民の悪臭に対する被害感覚と一致しやすく

なる（臭気指数は１０～２１の範囲内で設

定し、１０が最も厳しい。）。 

 

■重金属 

比重が４以上の金属で、金、銀、鉄などのほ

か、水銀、鉛、カドミウム、銅、マンガンな

どがある。体内に蓄積されると急性、慢性の

中毒症状を示すものが多い。 

 

■循環型社会形成推進基本法 

循環型社会の形成を推進する基本的な枠組

みとなる法律で、平成 12(2000)年５月に

制定された。廃棄物・リサイクル対策を総合

的かつ計画的に推進するための基盤を確立

し、循環型社会の形成に向け実効ある取組

の推進を図るもの。 

 

■省エネ法 

正式名称は「エネルギーの使用の合理化に

関する法律」で昭和 54 年に制定された。

工業・事業所などについてのエネルギーの

使用の合理化に関する所要の措置等を講じ

ることにより、国民経済の健全な発展に寄

与することを目的としている。工場・事業所

のエネルギー管理の仕組みや、自動車の燃

料基準や電気機器などの省エネ基準におけ

るトップランナー制度、運輸・建築分野での

省エネ対策などを定めている。 

 

■食育 

心身の健康の基本となる食生活に関するさ

まざまな教育を行うこと。食べる物を選ぶ

力、食べ方、調理法、味覚形成、食べ物の生

育に関する知識や豊かな食生活の楽しみを

覚える等の力をつけることを目指す。平成

17(2005) 年６ 月に食育基本法制定、平

成 18(2006)年３月末には家庭や学校、地

域などで取り組むべき課題を列挙し、数値

目標も掲げた食育基本計画が策定されてい
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る。三島市でも、食育基本計画を平成 20 年

3 月に策定した。 

 

■振動 

公害として問題にされる振動とは、工場の

活動、建設作業、交通機関の運行などによ

り、人為的に地盤振動が発生し、建物を振動

させて物的被害を与えたり、日常生活に影

響を与えることにより問題にされる振動を

いう。 

 

■振動規制法 

工場・事業場における事業活動や建設工事

に伴って発生する相当範囲にわたる振動に

ついて必要な規制を行うとともに、道路交

通振動に係る措置を定めること等により、

生活環境を保全し国民の健康の保護に資す

ることを目的として昭和 51（1976）年に

制定された法律。 

 

■振動レベル 

振動レベル計を用いて振動感覚補正を通し

て測った鉛直振動加速度レベルのことであ

る。一般に振動の大きさを表わし、その単位

としては「デシベル」（ｄｂ）が用いられる。 

 

■新エネルギー 

従来使っていた石油、石炭、原子力、天然ガ

ス、水力などのエネルギーに対し、今後研究

開発・導入が図られる石炭液化・ガス化、太

陽エネルギー、深部地熱、水素エネルギー、

風力、バイオマスなどの新規開発エネルギ

ーをいう。 

 

■水源（地下水）かん養機能 

雨水を地表及び地中に一時的に蓄え、河川

や地下水等の水源が枯渇しないようにする

機能をいう。 

 

■水質汚濁防止法 

昭和 45（1970）年にそれまでにあった「水

質保全法」と「工場排水規制法」を統合して

できた法律。国民の健康保護と生活環境の

保全を目的として、工場・事業場からの河川

への排水の規制や有害物質の地下浸透の禁

止が規定されている。全国一律の排水基準

のほか、都道府県による上乗せ排水基準を

設けることができる。 

 

■水生生物 

海洋・湖沼・河川・地下水等の水中で生活し

ている生物をいう。水生生物の分類は様々

で、例えば生活様式により、底生生物、漂泳

生物、固着生物等に分けられる。環境省で

は、水生生物を生物指標とした水質調査を

呼びかけている。当該調査は、サワガニ、ト

ビケラ、ヒル、エラミミズ等 29 種類の水

生生物を対象とする生息調査を実施し、そ

の結果によって、その地点の水質階級の評

価をするものである。この 29 種類の水生 

生物は、「きれいな水」、「ややきれいな水」、

「きたない水」、「とてもきたない水」の四つ

の水質階級の指標生物として分類されてい

る。 

 

■スマートウェルネス 

「ウェルネス（健康かつ生きがいを持ち、安

心安全で豊かな生活を営むことのできるこ

と）」をまちづくりの中核に位置づけ、住民

が健康で元気に幸せに暮らせる新しい都市

モデルのこと。 
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■生活雑排水 

一般の家庭から排出される汚水のうち、し

尿及び水洗便所からの排水を除いたすべて

の排水で、主に炊事、風呂、洗たくなどから

出される排水をいう。近年、都市部への人口

集中により、都市部の河川・湖沼での水質悪

化の重大な要因として問題になっている。 

 

■生物の多様性 

種内の多様性、種間の多様性及び生態系の

多様性を含んだ概念。健全な自然環境が維

持されるためには、生物の多様性を確保す

ることが不可欠である。 

 

■節水コマ 

給水栓のハンドル開度による水圧変化を少

なくし、栓を開いたときの無駄な水を削減

するもの。水道の蛇口からは１分間流しっ

ぱなしで 11～13 ㍑の水が流れているが、

節水コマを取り付けることによって１分間

に最大約６㍑の節水になる。 

 

■絶滅危惧種 

さまざまな要因により個体数が減少し絶滅

の危機に瀕している種・亜種を指す。進化の

過程では絶滅することも自然のプロセスで

あるが、今日の絶滅は自然のプロセスとは

まったく異なり、さまざまな人間活動の影

響のもと、かつてない速さと規模で進んで

おり、絶滅の防止は地球環境保全上の重要

な課題となっている。環境省のレッドデー

タブックでは、絶滅危惧 I 類（絶滅の危機に

瀕している種）、同 II 類（絶滅の危機が増大

している種）に位置づけられたものが“絶滅 

危惧＝絶滅のおそれのある種“とされてい

るが、一般的には、環境省や都道府県発行の

レッドデータブックに記載されている動植

物種（準絶滅危惧種なども含む）全般に対し

て使われている。 

 

■ゼロ・エミッション 

廃棄物や排熱の自然界への排出（エミッシ

ョン）をゼロにすること。具体的には、産

業・社会部門における廃棄物・排熱を極力再

利用するとともに、他部門での活用を含め、

全体として廃棄物等をなくすこと。 

 

■騒音 

「好ましくない音、ない方がよい音」の総称

である。したがって騒音という特別な音が

あるわけではなく、それを聞く人の主観的

な判断によるものである。多くの人が騒音

とする音、しばしば騒音とされる音として、

①概して大きい音、②音色の不快な音、③音

声聴取を妨害する音、④休養・安眠を妨害す

る音、⑤勉強・事務の能率を妨げる音、⑥生

理的障害を起こす音などがあげられる。 

 

■騒音規制法 

「工場及び事業場における事業活動並びに

建設工事に伴って発生する相当範囲にわた

る騒音について必要な規制を行うとともに、

自動車騒音に係る許容限度を定めること等

により、生活環境を保全し、国民の健康の保

護に資すること」を目的として、昭和 43

（1968）年に制定された法律。 

 

■騒音レベル 

騒音計による測定値を騒音レベルという。

周波数特定によりＡ特性とＣ特性があるが、

聴覚に最もよく対応するといわれるＡ特性

が用いられる。単位は「デシベル」（ｄB）
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が用いられる。 

 

■総水銀（T－Hg） 

水銀化合物には、有機水銀化合物と無機水

銀化合物があるが、これらを合わせたもの

をいう。一般に水銀化合物は毒性をもち、中

枢神経障害などをひき起こす。その中でも、

メチル水銀は水俣病の原因となった物質で

あり、毒性が強い。 

 

■総量規制 

地域内の汚染物質の排出総量を許容量以下

に押さえることによって、環境を良好な状

況に維持しようとする規制方式をいう。「総

量規制」は、環境基準等の目標を維持達成す

るための条件として許容負荷量を定め、各

企業等からの汚染物質の排出総量がそれ以

下になるように規制するものである。 

 

タ行 

■ダイオキシン類 

有機塩素系化合物の一つ。ポリ塩化ジベン

ゾパラジオキシン、ポリ塩化ジベンゾフラ

ン、コプラナーポリ塩化ビフェニールの３

物質がダイオキシン類として定義されてい

る。廃棄物の焼却などに伴って発生する。 

 

■大気汚染防止法 

昭和 43（1968）年に、それまであった「ば

い煙の排出の規制等に関する法律」を大幅

改訂する形で制定された、大気汚染を防止

するための規則を定めた法律。ばい煙及び

自動車の排気ガスの定義を拡大し、都道府

県による上乗せ基準の設定を可能にした。 

 

■多面的機能支払交付金 

水路、農道、ため池及び法面等、農業を支え

る共用の設備を維持管理するための地域の

共同作業に支払われる交付金。 

 

■炭化水素（ＨＣ） 

炭素と水素からなる化合物の総称である。

炭素原子の連なり方により鎖式炭化水素と、

環式炭化水素とに大別される。全て完全に

酸化すれば水と二酸化炭素になる。自動車

の排ガス中や、石油タンク等から大量に放

出される。光化学スモッグの原因物質の一

つになっている。 

 

■炭素税 

二酸化炭素の排出に対する課徴金制度のこ

と。環境税は、二酸化炭素排出も含めて、も

う少し広義な意味で環境に負荷を与えるも

の（環境の利用者）に対する課徴金制度を指

す。温室効果ガスの一つで地球温暖化の主

原因物質とされている二酸化炭素排出（環

境に負荷を与える営み等）に課税・課徴金制

度を導入するもので、その財源を環境保護

や新ｴﾈﾙｷﾞｰ開発等に活用する場合もある。

二酸化炭素排出量削減（環境問題解決）のた

めに経済的手段の導入を図るものである。

オランダやスウェーデンなどＥＵ諸国を中

心に多くの先進国で既に導入されている。 

 

■地球温暖化 

大気中の温室効果ガス（二酸化炭素、メタ

ン、フロン等）の濃度が人間活動により上昇

し、温室効果が高まることにより地球の気

温が上がる現象をいう。このまま推移すれ

ば、21 世紀末までに全地球平均気温が

1.1～6.4℃上昇し、これに伴い海面が約

18cm～59cm 上昇すると予測され、異常



 

80 

気象の発生、農業生産や生態系への影響が

懸念されている。国際的には、平成４

(1992)年にブラジルのリオ・デ・ジャネイ

ロで開催された地球サミット（ＵＮＣＥＤ：

環境と開発に関する国連会議）において署

名され、平成６(1994)年に発効した「気候

変動に関する国際連合枠組み条約」を中心

に地球温暖化防止対策が展開されている。

平成９(1997)年に京都で開催された第３

回締約国会議（ＣＯＰ３）では二酸化炭素等

温室効果ガスの排出量削減目標が設定され

た（京都議定書。平成 17(2005)年２月発

効）。日本は、京都議定書第一約束期間

（2008 年から 2012 年）については参加

したが、平成 23 年 11 月に、『京都議定書

第二約束期間：COP17（ダーバン会議）』

からは離脱することを宣言した。平成 25 

年 11 月に開催された『COP19（ルシャ

ワ会議）』では、平成 32 年までの温室効果

ガス削減目標を「平成 17 年比 3.8％削減」

と公表している。 

 

■地球環境問題 

国境を越えた地球規模の環境問題を指し、

地球温暖化、オゾン層の破壊、酸性雨、海洋

汚染、森林破壊、野性生物種の減少、砂漠化、

有害廃棄物の越境移動、及び開発途上国等

の公害があげられる。それぞれの問題は、因

果関係が相互に複雑に絡み合って引き起こ

されている。先進国での大量生産、大量消

費、大量廃棄といった経済社会活動、さら 

には人類のこれまでの技術文明の責任を問

う内容を含んでいるといえる。 

 

■地産地消 

地域生産地域消費（ちいきせいさん・ちいき

しょうひ）の略語で、地域で生産された農産

物や水産物をその地域で消費すること。食

や環境に対する安全・安心志向の高まりを

受けて、消費者と生産者との「顔が見える」

関係の構築に資する地域発の動きとして注

目されている。国は、地産地消が食料自給率

の向上に必要であると位置づけ、推進体制

の整備や地域計画の策定などを支援してい

る。また、食育や地域活性化につながるな

ど、生産、消費の両者から大きな期待が寄せ

られている。 

 

■窒素酸化物（ＮＯｘ） 

窒素と酸素の化合物をいい、公害用語とし

ては、一酸化窒素（ＮＯ）と二酸化窒素（Ｎ

Ｏ２）の総称として用いられる。燃料中や空

気中の窒素が燃焼過程で酸化され、ＮＯが

生成する。これは、空気中で徐々にＮＯ２に

変化する。発生源としてはボイラー等を表

として広範囲に存在し、排出口の小さい自

動車がとくに都市部では問題になっている。

ＮＯ２はＮＯより呼吸器に対する影響が大

きく、また吸入されたＮＯ２の大部分は呼 

吸器に摂取され、呼吸器以外の組織や反応

にも影響を及ぼすといわれる。光化学スモ

ッグの原因物質の一つになっている。 

 

■中央値 

累計度数曲線の 50%の度数レベルでのレ

ベル値のことである。指示値が不規則に変

動する騒音レベルの表し方の一つである。

一般に、中央値を「Ｌ50」で表す。 

 

■ 

中山間地域等直接支払制度 

耕作放棄地の増加等により多面的機能の低
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下が特に懸念されている中山間地域等にお

いて、農業生産条件の不利を補正する農家

等への交付金 

 

■低公害車 

ガソリン車やディーゼル車に比べて窒素酸

化物や粒子状物質の排出が少ない自動車の

こと。電気自動車、天然ガス自動車、エタノ

ール自動車、水素自動車、ソーラーカーの

他、エンジンと電気モーターを組み合わせ

たハイブリッド車、低燃費かつ低排出ガス

認定車などが含まれる。 

 

■低炭素社会 

地球温暖化の原因となる二酸化炭素の排出

を、現状の産業構造やライフスタイルを変

えることで低く抑えた社会。 

 

■低周波音 

低い周波数の音で、周波数がおおむね百ヘ

ルツ以下の音をいう。近年高架橋を走るト

ラック、ボイラーの燃料音などによって発

生する低周波音による苦情が出てきている。 

 

■定量下限 

一定量の試料に含まれる特定の物質の量を

特定の方法で分析するとき、その分析にお

いて、はかることができると公に認められ

ている最小の濃度をいう。 

 

■デポジット制度 

デポジットとは「預り金」を意味する。製品

を販売するに当たって、一定金額を預り金

として上乗せして販売し、消費者が容器等

を返却すると預り金が払い戻される制度。

容器等の再利用と資源の回収率を高めるた 

めに効果的である。 

 

■等価騒音レベル 

変動する騒音レベルのエネルギー的な平均

値であり、音響エネルギーの総曝露量を時

間平均した物理的指標である。睡眠影響や

アノイアンス（人に感じられる感覚的うる

ささ）との対応に優れており、「騒音に係る 

環境基準」では、測定結果の評価に等価騒音

レベルを採用している。一般には、等価騒音

レベルを「Leq」で表す。 

 

■透視度 

水の濁りや着色の状態を知る方法の一つで、

内径 32～35mm のガラス管の底に５号

活字を書いた板を沈め、液層を何 cm まで

にすれば活字の確認ができるかにより、水

の汚れを調べる方法である。透視度が大き

いほど水の濁りは小さいことを示している。 

 

■透水性舗装 

雨水浸透施設の一つとして主に公園や道路、

駐車場等で導入されている。空隙率の高い

アスファルト等を採用することにより、雨

水を表面流出させることなく地下に浸透さ

せる舗装。 

 

■特定外来生物 

外来生物のうち、特に生態系などへの被害

が認められるものとして、外来生物法によ

って規定された種。特定外来生物に指定さ

れると、ペットも含めて飼育、栽培、保管又

は運搬、譲渡、輸入、野外への放出が禁止さ

れる。植物では、アレチウリ、オオキンケイ

ギク、動物ではアライグマ、カミツキガメ、

ブルーギルなどがある。 
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■特定化学物質 

ＰＣＢによる環境汚染問題を契機として、

ＰＣＢ類似の性状（難分解性、高蓄積性及び

慢性毒性）を有する化学物質の規制を目的

として、昭和 48 年 10 月に「化学物質の

審査及び製造等の規制に関する法律」が公 

布された。同法により、新規の化学物質につ

いては、難分解性、高蓄積性及び慢性毒性等

があるかどうかが、その製造又は輸入前に

審査（新規化学物質の事前審査）され、それ

らの性状をすべて有する化学物質を「特定

化学物質」として指定し、製造、輸入、使用

等の規制を行ってきた。その後、トリクロロ

エチレンやテトラクロロエチレンによる地

下水汚染問題等を契機に 61 年５月の同法

の改正により、従来の特定化学物質が第一

種特定化学物質とされ、新たに高蓄積性は

ないものの難分解性であり、かつ慢性毒性

等の疑いがある化学物質が指定化学物質と

して指定されることとなった。指定化学物

質については、製造量等の監視を行い、当該

指定化学物質により相当広範な地域の環境

汚染により健康被害を生ずるおそれがある

と見込まれる場合には有毒性の調査がなさ

れる。その結果、慢性毒性等があることが判

明した場合には、「第二種特定化学物質」と

して指定される。第二種特定化学物質につ

いては、取扱いに係る技術上の指針の遵守、

環境汚染の防止に関する表示が義務づけら

れるとともに、必要に応じ、製造、輸入量等

の規制が行われることとなった。 

 

■特定建設作業 

建設作業のうち、特に騒音・振動による生活

環境の悪化をもたらすものとして法律や条

例で届出が義務づけられている作業の総称

である。 

 

■特定工場 

特定施設を設置している工場・事業場をい

う。 

 

■特定施設 

工場や、事業場に設置されている各種の施

設のうち、生活環境の悪化をもたらすもの

として法律や条例で届出が義務づけられて

いる施設の総称である。 

 

■都市生活型公害 

都市地域における経済活動の拡大と人口の

集中が結びついて生ずる交通公害、水質汚

濁、近隣騒音などによる生活環境の悪化の

ことをいう。都市生活型公害は発生源が

個々に小さく、移動したり、広く分散したり

していて、発生源対策のみで十分対応しき

れない場合が多く、土地利用の適正化、交通

体系、物流システム、生活排出物の処理シス

テムなどの都市構造対策の推進が必要であ

るといわれている。 

 

ナ行 

■二酸化硫黄（SO2） 

石油や石炭など、硫黄分を含んだ燃料の燃

焼により発生する。二酸化硫黄は呼吸器へ

の悪影響があり、四日市ぜんそくの原因と

なったことで知られる。 

 

■二酸化窒素（NO2） 

石油や石炭などの窒素分を含んだ燃料の燃

焼により発生する。高温燃焼の過程でまず

一酸化窒素が生成され、これが大気中の酸

素と結びついて二酸化窒素になる。呼吸器
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系に悪影響を与える。 

 

■二次林 

伐採後再生した森林など、過去に人為が加

えられ、その影響を受けている森林、また

は、現在も下草刈りなど継続的に人為が加

えられていることにより成立している森林

をいう。 

 

■熱帯雨林の破壊 

世界の熱帯雨林は、かつて陸地面積の 16％

を占めていたが、現在では６％にすぎず、集

団的な焼畑移動耕作や、商業材の不適切な

伐採により年々減少している。熱帯雨林の

破壊にともなって貴重な生物資源や、そこ

に住む住民の生活基盤が失われたり、陸上

の水循環に影響を与え、気候変動、砂漠化、

地球温暖化が心配される。熱帯雨林は、炭 

酸ガスを吸収し酸素を供給するなど人類全

体に多大な恵みをもたらすかけがいのない

財産であるといえる。 

 

■濃度規制 

工場・事業場などから排出されるばい煙等

の中に含まれる汚染物質の割合を一定量以

下にするために、排出濃度を法等で規制す

ることであり、規制方法を論ずる際、総量規

制（前記参照）に相対するものとして用 

いられる。 

 

■ノーカーデー 

自動車による都市部の交通渋滞や大気汚染

の改善のため、自動車の利用を自粛し、公共

交通機関などを利用して通勤する日を設け

ること。 

 

■野焼き 

法律で認められた方法以外で物を燃やす行

為、すべてをいう。「廃棄物の処理及び清掃

に関する法律」には、「何人も、次に掲げる

方法による場合を除き、廃棄物を焼却して

はならない」との規定があり、屋外で木く

ず・紙くず・廃プラスチック等のごみを燃や

すことは野焼きになる。例外規定は以下の

とおり。①国又は地方公共団体がその施設

の管理を行うために必要なもの②災害の予

防、応急対策・復旧のために必要なもの③風

俗習慣上又は宗教上の行事（どんど焼き・塔

婆の供養焼却等）④農業・林業・漁業を営む

ためにやむを得ないもの（焼き畑・畔草や下

枝の焼却等）⑤焚き火その他日常生活の焼

却であって軽微なもの（落ち葉焚き・焚き

火・キャンプファイヤー等）また、焼却炉で

ごみを燃やす場合も構造基準（ダイオキシ

ン対策特別措置法）を満たしていない焼却

炉については使用が禁止されている。 

 

ハ行 

■ばい煙 

燃焼、加熱及び化学反応などに伴って発生

する硫黄酸化物、窒素酸化物、ばいじんなど

をいう。 

 

■バイオディーゼル燃料（BDF） 

菜種油・ひまわり油・大豆油・コーン油など

の廃食用油を原料として燃料化プラントで

精製して生まれる軽油代替燃料のことで、

バイオマスエネルギーの一つ。 

 

■バイオマス 

太陽エネルギーが植物の光合成によって生

体内に固定、蓄積されたもので、生物の体や
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ふん尿などを意味する。バイオマスには、炭

素や水素が含まれるため、燃やせばエネル

ギー源となる。木炭や薪（まき）などはこの

バイオマスの一種。現在、代替エネルギーと

して注目を浴びている。 

 

■廃棄物 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に

より、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん

尿、廃油、廃アルカリ、動物の死体その他の

汚物又は不要物であって、固形又は液状の

もの、と規定されている。廃棄物は、一般廃

棄物と産業廃棄物に分類される。また、処理

方法の区分によって可燃ごみ、不燃ごみ、資

源ごみなどにも分けられる。 

 

■排出権取引制度 

予め各工場や国ごとに排出できる汚染物質

の量を権利として割り当てておき、その割

当を超えて排出しようとする工場や国は、

余裕のある工場や国から排出権を買って生

産し、社会全体として最も安い費用で汚染 

物質の排出を減らしていくという仕組みで

ある。この制度は、理論的には最も効率のよ

い制度として早くから注目され、米国では

1976 年頃から硫黄酸化物や粒子状物質

の削減対策の手法として導入されてきた。

最近では、米国の酸性雨対策の一環として

利用されているほか、地球温暖化防止対策

の一環として二酸化炭素排出権の売買制度

は EU 内では 2005 年１月から実施され

ており、国内でも検討が行われている。 

 

■ばいじん 

燃焼、加熱及び化学反応などにより発生す

る排出ガス中に含まれる固体の粒子状物質

をいう。 

 

■ハイブリッド自動車 

エンジンとモーターの 2 つの動力源をも

ち、それぞれの利点を組合わせて駆動する

ことにより、省エネと低公害を実現する自

動車。 

 

■パークアンドライド 

従来都心部まで自動車を乗り入れていた通

勤者等が、自宅の最寄り駅に近接した駐車

場に駐車し、そこから都心部へは公共の鉄

道やバスなどで移動するよう誘導するシス

テム。都心部への自動車の乗り入れ規制や、

有料化等の施策を抱き合わせて実施すれば、

その促進がより効果的となる。パーク＆ラ

イドを行うことによって自動車の走行距離

が減り、二酸化炭素の排出が軽減され温暖

化防止につながっていく。また、大都市の大

気汚染対策、渋滞緩和などにも効果がある。 

 

■ヒートアイランド 

首都圏などの大都市圏においては、典型 7 

公害とは全く異なったヒ－トアイランド現

象と名付けられた現象が現れている。都市

では高密度のエネルギ－が消費されており、

加えて都市の地面の大部分はコンクリ－ト

やアスファルトなどの乾燥した物質で覆わ

れているため水分の蒸発による温度の低下

がなく、日中蓄えた日射熱を夜間に放出す

るため、夜間気温が下がらない状態になる。

この結果、都市部では郊外と比べて気温が

高くなり等温線を描くとあたかも都市を中

心とした「島」があるように見えることか

ら、ヒ－トアイランド現象と呼ばれている。

このような現象は東京などの大都市ではす
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でに日常生活の中で実感できる程までにな

っている。例えば東京の年平均気温を見る

と、1870 年代の約 14℃からこの 120 

年の間に 2℃も上昇し、年平均湿度も約

77％から約 63％に下がっており、ヒ－ト

アイランド現象がその一因と考えられてい

る。特に夏には、エアコンの排熱が室外の気

温をさらに上昇させ、また上昇した気温が

エネルギ－需要をさらに増大させるという

悪循環を生み出す。 これに対し、緑地は、

植物が葉面から水が蒸発する際に周りの熱

を奪うため気温を調節する機能を持ち、都

市内河川や海域などの水辺もヒ－トアイラ

ンド現象を緩和する効果を持っているとい

われており、都市における自然地域の重要

性が増している。 

 

■ビオトープ 

ドイツ語のＢｉｏ（生物）とＴｏｐｅ（空間、

場所）を組み合わせた造語で、野生生物が共

存している生態系、生息空間のこと。本来

は、生物が生息する最小空間単位を意味し

ていたが、最近では、都市やその他の地域の

動植物が共生できる生息空間を、保全・復元

した場所としてとらえられるようになった。 

 

■光害（ひかりがい） 

照明器具から漏れた光や必要のない範囲を

照らす光によって、周辺環境に好ましくな

い影響を与えている状況のこと。街灯や広

告の明かり、野球場の照明など原因はさま

ざまで、都市上空では夜空が明るすぎて天

体観測に支障が出ることもある。また、農作

物の生育不良や動物の生体リズム・代謝機

能異常なども報告されている。 

 

■微小粒子状物質（PM2.5） 

直径 2.5μｍ以下の小さな粒子のことを言

い、ディーゼル車の排気ガスが主な排出源

とされている。直径が小さく肺の奥深くま

で入りやすいことから、肺がんや呼吸系・循

環器系への影響が懸念されている。平成 21 

年に環境基準が設定された。 

 

■非メタン炭化水素 

大気中に存在するメタン以外の炭化水素の

総称。光化学オキシダント発生の原因とな

るため、自動車や事業所などの発生源につ

いての排出規制が実施されている。 

 

■浮遊粒子状物質（SPM） 

大気中に浮遊する粒子状物質のうち、その

粒径が 0.01mm 以下のものをいう。人の

気道や肺胞に沈着し、呼吸器疾患の増加を

引き起こす恐れがある。工場の事業活動や

自動車の走行などのほか、海塩粒子など自

然現象によるものもある。 

 

■プレサイクル 

消費の段階で、ごみにならないもの、リサイ

クルしやすいものを選ぶこと。たとえば、ワ

ンウェイびんや缶、PET ボトルなどの使い

捨て容器ではなく、リターナブルびんを選

ぶことがあげられる。また、過剰包装を避け

ることもプレサイクルである。 

 

■フロン（フルオロカーボン） 

ふっ素を含む炭化水素化合物の総称。洗浄

剤、冷媒、発泡剤等に広く用いられていた

が、クロロフルオロカーボン（ＣＦＣ）をは

じめとするいくつかのフロンは、オゾン層

を破壊する物質であることが指摘され、世
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界的に全廃の方向に向かっている。我が国

でも「特定物質の規制等によるオゾン層の

保護に関する法律」により、回収・再利用・

破壊の促進を図っている。フロンは、温室効

果ガスの一種として地球温暖化にも寄与し

ていることから、地球温暖化防止対策と併

せた対策が必要となっている。 

 

■粉じん 

気体中に浮遊している微細な個体の粒子状

物質の総称であり、公害用語としては、物の

破砕、選別などの機械的処理または堆積に

より生ずる物質をいう。 

 

■放射線 

放射性元素の崩壊に伴い放出される粒子線

あるは電磁波のこと。主としてアルファ線、

ベータ線、ガンマ線の 3 種を指しているが、

これらと同じ程度のエネルギーを持つよう

な粒子線や宇宙線も含めている。 

 

■ホルムアルデヒド 

合成樹脂や接着剤、塗料などに幅広く使わ

れている化学物質。水溶液のホルマリンは

防腐剤や消毒薬などに使われる。気化した

ものを長期間吸った場合に発がん性がある

と指摘され、厚生労働省などが様々な規制

を定めている。吸い込むと目や鼻の粘膜を

刺激するため、シックハウス症候群の原因

物質の一つとされる。 

マ行 

 

■マニフェスト 

排出業者が産業廃棄物の処理を委託する際

に、産業廃棄物の名称、数量、運搬業者名、

処分業者名などを「管理票（マニフェスト）」

に記載し、産業廃棄物の流れを自ら把握・管

理 す る 方 法 。 制 度 と し て は 、 平 成

10(1998)年 12 月から実施されている。 

 

■緑の基本計画 

「緑地の保全及び緑化の推進に関する基本

計画」の略称で、そのまちの緑の将来のある

べき姿とそれを実現させる方法を示すもの。

平成６(1994)年６月の都市緑地保全法改

正に伴って創設され、市町村に策定するこ

とが義務づけられた。 

 

ヤ行 

■有害化学物質 

化学物質の中には、人体や生態系への影響

が深刻に懸念されるものがあり、それらを

総称して有害化学物質という。現在、世界で

は、工業的に使われるものだけでも約 10 

万種類の化学物質が流通している。 

 

■有機塩素系化合物 

炭素あるいは炭化水素に塩素が付加された

化合物の総称。ほとんどの有機塩素系化合

物は人工的に合成される。付加された塩素

が多いほど不燃性、脂溶性があり、溶媒、農

薬として使用された。しかし、化合物によ 

り差はあるが、その難分解性、蓄積性、毒性

のために、地下水汚染、食物連鎖による生物

体内濃縮、オゾン層の破壊など環境破壊、生

体影響が表面化した。 

 

■有機塩素系溶剤 

公害用語としては、トリクロロエチレン、テ

トラクロロエチレン、1,1,1－トリクロロエ

タン等の総称である。強い脱脂作用を持つ

ため、金属、機械部品などの脱脂洗浄剤、ド
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ライクリーニング用の洗浄剤などに使われ

ている。使用当初は毒性が不明であったが、

発ガン性や肝毒性などが指摘され、地下水

がこれらの物質で汚染されていることが判

明したため、新たな環境汚染として問題に

なっている。 

 

■有機物 

炭素の酸化物や金属の炭酸塩など、少数の

簡単なもの以外のすべての炭素化合物の総

称である。元来は有機体を構成する化合物

及び有機体によって生産される化合物とい

う意味で名付けられたものであって、生物

の生活力によらなければ生成されないもの

と考えられていたが、現在では有機物の合

成が可能になったため、言葉と概念だけが

今でもそのまま使われている。 

 

■ユニバーサルデザイン 

障害者・高齢者・健常者の区別なしに、すべ

ての人が使いやすいように製品、建物、環境

などをデザインすること。ユニバーサルデ

ザインの領域は製品、施設、都市などの目に

見えるものから、サービスやシステムなど

の目に見えないものまで多岐にわたる。 

■容器包装リサイクル法 

正式名称は「容器包装に係る分別収集及び

再商品化の促進等に関する法律」。平成９

(1997)年 4 月に施行された。循環型社会

をつくるため、商品の容器や包装の廃棄物

を、消費者は分別排出、市町村は分別収集、

容器の製造事業者や容器を利用する事業者

は収集されたものを再商品化することを促

進する法律である。 

 

 

■要請限度 

自動車騒音・振動により、人の健康や生活環

境が害されないとされる最低限度値。この

限度を越えていることにより、道路の周辺

の生活環境が著しく損なわれていると認め

られるときは、都道府県公安委員会に交通

規制等の措置を執るように要請することが

できる。環境基準同様、地域の区分別、時間

帯別に定められている。 

 

ラ行 

■リサイクル 

廃棄物として処分される物を改修し、再生

利用すること。紙、アルミ、ガラス、鉄、プ

ラスチックなどの回収が行われている。 

 

■リデュース 

ごみを出さないこと。「ごみの発生抑制」と

もいわれる。生産工程で出るごみを減らし

たり、使用済み製品の発生量を減らすこと

を指す。消費者が製品を長く使うこともリ

デュースのひとつである。 

 

■リフューズ 

ごみになるものを買わないこと。「ごみの発

生回避」ともいわれる。リデュースとの区別

が難しく、リフューズを含めないで３Ｒと

呼ばれることもある。 

 

■リユース 

一度使用して不要になったものをそのまま

の形でもう一度使うこと。具体的には、不要

になったがまだ使えるものを他者に譲った

り売ったりして再び使う場合や、生産者や

販売者が使用済み製品、部品、容器などを回

収して修理したり洗浄してから、再び製品
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や部品、容器などとして使う場合がある。 

 

■レアメタル 

埋蔵量が少なかったり、採取が難しいなど

の理由で、生産量や流通量が非常に少ない

非鉄金属。コバルトやバナジウムなど全部

で 31 鉱種ある。わずかな量を加えるだけ

で製品の機能を上げることができるなど優

れた特長があり、自動車、環境保全、鉄鋼な

ど幅広い分野で利用されている。 

 

■レッドデータブック 

環境省などが、日本の絶滅のおそれのある

野生生物の種について、それらの生息状況

等をとりまとめたもの。全世界レベルのレ

ッドデータブックを編纂している IUCN

（国際自然保護連合）で、より定量的な評価

基準に基づく新たなカテゴリーが平成 6

（1994）年に採択されたことを受け、我が

国においても平成 7（1995）年からレッ

ドデータブックの見直し作業を開始してい

る。新しいレッドデータブックは、レッドリ

ストの公表後に作成しており、平成 18 年

８月までに全てを刊行済みである。 

 

■レッドリスト 

レッドデータブックに揚げるべき日本の絶

滅の恐れのある野生生物の種のリストのこ

と。環境省では、平成 12（2000）年４月

までに動植物全ての分類群についてレッド

リストを作成、公表している。平成 14 年

度からレッドリストの見直し作業に着手し、

生息状況や生息環境の変化等最新の知見に

基づいて検討を行い、 平成 18 年 12 月

には、鳥類、爬虫類、両生類及びその他無脊

椎動物の４分類群の新たなレッドリストを

取りまとめて公表、また、平成 19 年８月

には、残りの哺乳類、汽水・淡水魚類、昆虫

類、貝類、植物Ⅰ及び植物Ⅱの６分類群につ

いて、新たなレッドリストを公表した。 

 

■ロハス（LOHAS） 

Lifestyles of health and sustainability 

の略。健康で持続的なライフスタイルのこ

と。また、それを志向する市場のこと。英数 

 

■BOD（生物化学的酸素要求量） 

水中の有機物が、微生物によって酸化され

るときに必要とされる酸素の量で、河川の

有機性汚濁を測る代表的な指標である。単

位は mg/L で表され、数値が大きいほど汚

濁の程度が高い。 

 

■Bq（ベクレル） 

放射性物質が放射線を出す能力を表す単位。

国際単位系（SI）の放射能の単位で、1 個

の放射性核種が 1 秒間に 1 回崩壊して放

射線を放出する場合、1 ベクレルとなる。

その量は放射線のエネルギーや人体への危

険度とは異なる。名称は放射能の発見者で

あるフランスの物理学者アンリ＝ベクレル

に由来する。放射線被曝の人体への影響を

表す単位シーベルトに換算するには、放射

性核種の種類、または経口や吸入などの摂

取の違いに対応する実効線量係数を、ベク

レルの値に乗じて求める。一般に、放射性物

質が混入した食品や土壌の放射能の強さは、

単位重量当たりの値で表され、具体的には、

放射性セシウムによる放射能の基準値は、

一般食品 1kg 当たり 100 ベクレルなど

と定められている。 
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■CASBEE 静岡 

静岡県建築物環境配慮制度では、建築物の

環境性能を総合的に評価し、また分かりや

すく環境配慮の取り組みに関する情報を提

供する必要があるため、「CASBEE 静岡」

という評価ツールを用いている。建築物総

合環境性能評価システム（CASBEE）は、

平成 15 年に国土交通省、学識経験者など

産官学の共同により開発されたシステムで

ある。CASBEE はいくつかの評価ツール

で構成されており、静岡県の地域特性や関

連する諸制度における取り組みを考慮して

「CASBEE 新築（簡易版）」を一部編集し

直したシステムが「CASBEE 静岡」である。 

 

■COD (化学的酸素要求量) 

Chemical Oxygen Demand の略で、酸化

剤を用いて水中の有機物を酸化分解する際

に消費される酸化剤の量を、それに相当す

る酸素の量として mg／L で表したもので

ある。水の汚れの度合いを示す方法として

よく用いられ、その数字が大きいほど水中

の汚濁物質の量が多いことを示している。 

 

■DO（溶存酸素） 

水中に溶けている酸素の量を mg／L で表

わしたもので、溶存酸素自体は温度と気圧

によって飽和量が定まっている。しかし、水

中に汚染源となる有機物が増えると、それ

を分解する微生物によって酸素が消費さ 

れるため、溶存酸素は減少する。通常溶存酸

素の補給は、大気からの溶け込みや藻類等

の光合成によるが、水中での消費とのバラ

ンスでその水域の溶存酸素量が定まり、汚

濁が進めば溶存酸素量は低くなる。なお、溶

存酸素量が一定値以下になると魚類等の生

息も制約され、さらに減少すると生息しな

くなる。また 1.0mg／L 以下になると、水

底に蓄積した泥から硫化物、メタンガス等

が発生するようになる。 

 

■GAP（農業生産工程管理） 

Good Agricultural Practices の略で、農

業において、食品安全、環境保全、労働安全

等の持続可能性を確保するための実施すべ

き手法や手順をまとめたもの。 

 

■g/m3N 

工場の煙突の煙や炭坑などの塵埃(じんあ

い)の中に含まれるすすなどの微粒子の濃

度を表す単位、０℃１気圧の空気中に含ま

れるｇ量を示す。 

 

■ISO14000（環境 ISO） 

環境管理に関する国際規格の総称。シリー

ズ規格の内容は、環境マネジメントシステ

ム、環境監査、環境ラベル、環境パフォーマ

ンス評価、ライフサイクルアセスメントな

ど、広範囲にわたっている。このなかで中心

となるのは ISO14001 で、環境マネジメ

ントシステムの仕様について定めている。 

 

■K 値 

大気汚染防止法において硫黄酸化物の排出

基準としてとりいれられている定数であり、

施設ごとに、煙突の高さに応じた硫黄酸化

物の許容排出量を求める際に使用される。

Ｋ値は地域ごとに定められており、施設が

集合して設置されている地域ほど規制が厳

しく、その値も小さい。 
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■LED 

発光ダイオードとも呼ばれ、電圧を加えた

際に発光する半導体素子のこと。白熱電球

などと比較した場合、余計な発熱が少なく、

低電力で高輝度の発光が得られる。また、寿

命も白熱電球に比べてかなり長い。今日で

は様々な用途に使用され、蛍光灯や電球に

置き換わる光源として普及しつつある。 

 

■ｎ －ノルマル 

へキサン抽出物質（油分）水中に含まれる比

較的発揮しにくい炭化水素、炭化水素誘導

体、グリース油状物質等の総称で、通常油分

と言っている。工場排水の場合は、鉱物油及

び動植物油とに分けて基準を定めている。 

 

■NPO（Non-profit Organization） 

民間非営利団体の略称。広義には公益･学

校･宗教･医療・福祉などの各法人や共同組

織、ボランティアグループも含まれる。一般

的には、正式に組織され、公益的で利益配分

をしない自発的な民間の活動をする団体。 

 

■pg（ピコグラム） 

１兆分の１グラムを表す重さの単位。ナノ

グラム(ｎｇ)の 1000 分の１、マイクログ

ラム(μｇ)の 100 万分の１、ミリグラム

（mｇ）の 10 億分の１。ダイオキシン類

などの有害化学物質について、生涯摂取し

ても健康に影響がないと判断される１日あ

たりの摂取量である「耐容１日摂取量」（Ｔ

ＤＩ）などの単位として用いられる。 

 

■ppb 

１ppm の 1000 分の１を１ppb という。 

 

■ppm 

微量の割合を表す単位で、濃度や含有率を

示すのに用い、100 万分の１を１ppm と

いう。気体状態の大気汚染物質濃度を示す

場合、１ppm とは、１ｍ３の大気中に１ｃ

ｍ３の汚染物質が含まれていることを表す。 

 

■ppt 

１ppb の 1000 分の１を１ppt という。 

 

■PRTR 法(特定化学物質の環境への排出

量の把握等及び管理の改善の促進に関する

法律) 

平成 11(1999)年７月に制定された法律。

有害性のある化学物質の環境への排出量及

び廃棄物に含まれている移動量を登録して

公表する仕組み。国が事業者の報告や推計

に基づき、対象化学物質の大気、水、土壌へ

の排出量や、廃棄物に含まれる形での移動

量を集計し、公表する。 

 

■pH 

溶液中の水素イオンの濃度を意味し、一般

的には水素イオンのモル濃度の逆数の常用

対数で定義されている数である。（pH=－

log〔H+〕）。溶液の酸性・アルカリ性の度合

を表わし、pH=7 で中性、pH<7 で酸性、 

pH>7 でアルカリ性である。 

 

■SDS(Safety Data Sheet : 安全データ

シート)制度とは、事業者による化学物質の

適切な管理の改善を促進するため、化管法

で指定された「化学物質又はそれを含有す

る製品」（以下、「化学品」）を他の事業者に

譲渡又は提供する際に、化管法 SDS(安全

データシート)により、その化学品の特性及
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び取扱いに関する情報を事前に提供するこ

とを義務づけるとともに、ラベルによる表

示に努めていただく制度です。 

取引先の事業者から化管法 SDS の提供を

受けることにより、事業者は自らが使用す

る化学品について必要な情報を入手し、化

学品の適切な管理に役立てることをねらい

としています。 

 

■SS（浮遊物質） 

Suspended Solid の略で、流径２mm～

１ミクロンの水に溶けない懸濁物の総称で

ある。重要な汚濁指標のひとつで、ＳＳが多

くなると、水はにごって光の透過を妨げ、水

域の自浄作用を阻害したり魚類の呼吸に悪

影響を及ぼす。一般に水域の正常な生活活

動を維持するには、25mg／ｌ以下が望ま

しいとされている。 

 

■Sv（シーベルト） 

放射線被曝による人体への影響の度合いを

表す単位。国際単位系（SI）の放射線の線量

当量。名称は放射線防護の研究で知られる

スウェーデンの物理学者ロルフ＝シーベル

トに由来する。放射線が人体に及ぼす影響

は放射線の種類（α線、β線、γ線など）に

よって異なる。そのため、人体が吸収する放

射線のエネルギー（吸収線量、単位はグレ

イ）に放射線の種類別に定められた修正係

数を乗じた値で表される。具体的には、人が

普段の生活で浴びる放射線は世界平均で年

間 2.4 ミリシーベルト、1 回の胸部 X 線

撮影で 0.1～1 ミリシーベルト程度であり、

放射線業務従事者が 1 年間に浴びてもよ

い線量限度は 50 ミリシーベルトと定めら

れている。 

■TEQ（毒性等量） 

ダイオキシン類の毒性を、毒性の一番強い 

2,3,7,8-TCDD（四塩化ジべンゾダイオキ

シン）に換算した量として表す符合。 

 

■VOC（揮発性有機化合物） 

揮発性有機化合物の総称で、沸点が 50℃

から 240～260℃までの有機性物質。住宅

室内の空気を汚染する化学物質と考えられ

ており、建材・施工材に使われる溶剤のトル

エン、キシレンはその代表的な物質である。

人体に有害な物質だけでなく、無害な物質

もある。 

 

■２％除外値（９８％値） 

日平均値で示されている環境基準の適否を

長期的に評価する時に用いる。年間の有効

な日平均値を大きい順に並べた場合、上位

の値は変動幅が大きく、異常値や突発的な

不確定な要素が多いといわれる。そのため

測定値数の２％に相当する高濃度測定値を

除外した残りの値のうち、最高値を２％除

外値と称する。 

 

■９０％レンジ 

蓄積度数曲線の上端及び下端でそれぞれ

５％の度数を除いたレベル幅のことである。

指示値が不規則かつ大幅に変動する場合の

騒音レベルの表わし方の一つで、騒音規制

法では、工場騒音、建設作業騒音など大きさ

の決定方法として、90％レンジの上端値が

採用されている。一般に、90％レンジの上

端値を「L５」、90％レンジの下端値を

「L95」で表わす。 

 


